




　日立市教育大綱が昨年１２月に改訂され、「自分が好き」という文言が新たに加わりました。
子どもたちが充実した楽しい学校生活を送るために、まずは、自分を受け入れることができる「自
己肯定感」を育むことが大切です。子どもたちが、自分の可能性を信じて、夢を描くことが楽
しいと感じられるよう、子どもたち一人一人がもつ良さや可能性を見出し、伸ばしていくこと
ができる教育を目指していきたいと思います。
　また、「日立市教育振興基本計画」の計画期間が令和５年度で終了するにあたり、令和
６（２０２４）年度から令和１０（２０２８）年度における教育施策を、「学校教育」「生涯学習」「ス
ポーツ」の３分野それぞれの個別計画として策定しました。「日立市学校教育振興計画」では、
子どもたちが変化の激しい社会を生き抜き、豊かな人生を送るために必要な「生きる力」を育
むことを基本としつつ、教育を取り巻く社会情勢等を踏まえ、「ひたちらしさ」「デジタル化」
「SDGs」「支え合い」の４つの視点をもって施策の方向性を定めました。
　これらの上位施策を受け、今年度の「日立の学校教育」では重点事項を一つ増やし「４つの柱」
として示しました。新たに加えた事項は「デジタル技術を活用した新しい学びの構築」です。
目の前にいる子どもたちが、将来の予測が困難な変化の激しい社会の中で、自ら学び、考え、
判断して行動し、解決策を見出していく力を育成する必要があります。具体的には、タブレット、
電子黒板やデジタル教科書等を活用し、家庭や地域とも連携した新たな学びの場を構築してい
くことが求められます。各学校においては、１人１台端末環境下での「個別最適な学び」と「協
働的な学び」の一体的な充実を目指した授業づくりをお願いします。
　授業づくりをするうえで、是非心してほしいことがあります。それは、子どもが主役の学習
者主体（子どもまんなか）の授業づくりです。教材研究をするときには、子どもたちを思い浮
かべながら、主語を「子ども」として授業を組み立てていることと思います。子どもたちの、
自ら真剣に考え、悩みながら、友達と協働して問題を解決する姿を見ることはできているでしょ
うか？１日の中で、子どもたちが活躍する場面を作っているでしょうか？そして、子どもたち
の笑顔を見ることができているでしょうか？変化の激しい社会の中を生き抜くための力を育む
ため、子どもをまんなかにした授業改善、そして学級・学校づくりを進めてほしいと思います。
目の前の子どもたちに、問いを投げたときに、何を考え、何を感じ何を獲得して成長するのか
を想像してほしいと思います。子どもたちを信じて、「教師が教える」から「子どもが学ぶ」へ
の転換が以前から指摘されています。皆さんも子どもまんなかの授業とは？という問いを考え
てみてください。
　さて、大谷翔平選手から全国すべての小学校等にグローブが寄付されました。各校のHPや先
生方から話を伺うと、喜んでキャッチボールや野球を楽しんでいる様子が目に浮かびます。グ
ローブとともに大谷選手から添えられたメッセージには「このグローブが、私たちの次の世代
に夢を与え、勇気づけるためのシンボルとなることを望んでいます。それは、野球こそが、私
が充実した人生を送る機会を与えてくれたスポーツだからです。」と書かれていました。
　本市教職員の皆様にも、次世代の子どもたち一人一人が自分なりの夢をもち、豊かな人生を
送るためのきっかけを与えることができるような、授業づくり、学級・学校づくりを期待して
います。

学習者主体(子どもまんなか)の授業づくり

令和６年４月
日立市教育委員会教育長　折笠　修平
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【この冊子の意図・活用の仕方】
　本冊子は、日立市の学校教育の推進施策・事業について、主要な部分をまとめ
てあります。
　今年度の日立市学校教育の方向性が一目で分かるように、重点事項を見開き
ページで示してあります。
　日立市として取り組む方向性を理解し、そこに各学校・各園の創意ある教育活動
を組み入れていただくことで、日立の学校教育の活性化が推進されます。活用にあ
たっての留意事項を参考に、校内研修会や各種研修会等で十分に活用してください。

【活用にあたっての留意事項】
　・県「学校教育指導方針」と併用して、県及び日立市の教育目標の達成に努める。
　・日立市全体を視点に内容を構成しているので、子どもや園、小・中学校、義務
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　※義務教育学校の前期課程は「小学校」、後期課程は「中学校」にそれぞれ含まれる。
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＜表紙写真＞

本県教育の目標 

＜昭和44年制定＞
 

日立市の学校教育目標 

＜昭和46年制定＞

ひとりひとりの能力を開発し 豊かな人間性をつちかう

じょうぶな身体をつくり たくましい心を養う 

郷土を愛し 協力しあう心を育てる 

１ たくましい体をつくる 

２  

３ 思いやりの心を培う 

科学する力を養う



……………………………………… １

……………………………………………………………………………………………… ２
…………………………………………………………………………………………… ３

…………………………………………………………………４
………………………………………………… ４

……………………………………………………………… ５
……………………………………………………………………… ５

………………………………………………………………………………………………………… ６
……………………………………… ９

………………………………………………………………………………… 10
………………………………………………………………… 11

……………………………………………………………………… 14

…………………………………………… 16
………………………………………………………………………… 17

………………………………………… 18
………………………………… 19

………………………………………… 20
……………………………………………………………… 21

………………………………………………………………………………… 22

…………………………………………………… 24
…………………………………………………………………… 26

………………………………………………………………………………… 28
……………………………………………………… 32

……………………………………………… 33
…………………………………………………………………………… 34

………………………………………………………………………………………… 36
……………………………………………………………………………………………… 37

………………………………………………………………………………………………………… 40
…………………………………………………………………………………………………………… 43

……………………………………………………………………………………… 45

……………………………………………………………………………… 49
……………………………………………………………………………………… 50
………………………………………………………………………………………… 51

……………………………………………………………… 52
……………………………………………… 55

…………………………………………………………………………………………………… 56
……………………………………………………… 57

………………………………………………………………………… 58
…………………………………………………………………………………………………… 59
………………………………………………………………………………………………… 61

…………………………………………………………………………………… 63
………………………………………………………………………………………… 68

…………………………………………………………………………………… 69
………………………………………………………………………………………………………… 70

目　　　  次

○本県教育の目標、日立市の学校教育目標、この冊子の意図・活用の仕方　
Ⅰ　日立市の目指す教育
　・日立市の学校教育目標
　・日立市の教育の基本理念
Ⅱ　令和６年度日立の学校教育『四つの柱』（重点事項）
　１　ひたちスタイルの教育の推進（学力向上Ⅰ）
　２　デジタル技術を活用した新しい学びの構築（学力向上Ⅱ）
　３　一人一人に寄り添う指導体制・教育環境の充実
　４　ひたちらしさを活かした多様な力の育成
Ⅲ　学力向上に向けて（ひたちスタイルの教育の推進（学力向上Ⅰ））
　　　　　　　　　　 （デジタル技術を活用した新しい学びの構築（学力向上Ⅱ））
　１　授業の充実
　・こんなことに気をつけていますか？～□をチェックしてみましょう～
　２　指導と評価の一体化を目指して
　３　ＧＩＧＡスクール構想におけるＩＣＴの活用
　４　プログラミング的思考を育む教育の推進
Ⅳ　生徒指導（いじめ・不登校・虐待対策・道徳）
　　　　　   （一人一人に寄り添う指導体制・教育環境の充実）
　１　児童生徒の自己指導能力の獲得を支える生徒指導と授業づくり
　・生徒指導の構造（２軸３類４層構造）
　２　いじめの早期発見・早期対応・解決に向けた支援　 重点項目１
　３　新たな不登校を生まない支援、社会的自立に向けた支援　 重点項目２
　４　学校における虐待対応の流れ～通告・通報まで～　 重点項目３
　・いじめ・虐待の早期発見のためのチェックリスト
　５　道徳教育の充実　 重点項目４
Ⅴ　各種教育の実践（ひたちらしさを活かした多様な力の育成）
　１　新聞を活用して日々の授業を魅力的にするＮＩＥの推進
　２　科学的思考力の基礎となる理数教育の充実
　３　思いを伝え合う英語教育の推進
　４　探究のプロセスを重視した総合的な学習の時間の充実
　５　集団を生かし、「話合い活動」を積み重ねた特別活動の充実
　６　幼児教育と小学校教育の円滑な接続
　７　未来パスポートについて
Ⅵ　各種教育の指導の重点
　・学校図書館教育　・人権教育　・福祉教育　・体力の向上　・学校保健教育
　・学校安全教育　・食に関する指導　・キャリア教育　
　・国際教育　・情報教育　・環境教育　・ＥＳＤ
Ⅶ　特別支援教育
Ⅷ　教職員研修
Ⅸ　安全・安心な学習環境の充実
　１　緊急時の対応
　２　保護者との信頼関係づくり
　３　緊急時対応の心構え
　４　防災教育
　５　学校における通学路の安全確保について
Ⅹ　資料
　１　主体的・対話的で深い学びの実現
　２　よりよい学習評価のために
　３　園・学校課題研究の推進
　４　令和５年度全国学力・学習状況調査結果の概要
　５　年間単元一覧表（国語、社会、算数・数学、理科、外国語）
　６　日立市学校訪問
　７　長欠児童生徒の推移と体力運動能力調査平均値の比較
　８　学校運営協議会制度推進事業について
　９　部活動について
　10　日立市教育研究所
　11　令和６年度日立市の主な事業
　12　日立市学校教育のあゆみ
　・「日立」の地名と市章について
　・日立市民の歌

①「遠隔教育・プログラミング」（諏訪小学校）
②「生活科・きれいにさいてね」（水木小学校）
③「NIEの実践」（河原子中学校）
④「社会・タブレットを活用した意見交換」（滑川中学校）
⑤「自立活動」（日立特別支援学校小学部）
⑥「お店屋さんごっこ」（みやた認定こども園）

【この冊子の意図・活用の仕方】
　本冊子は、日立市の学校教育の推進施策・事業について、主要な部分をまとめ
てあります。
　今年度の日立市学校教育の方向性が一目で分かるように、重点事項を見開き
ページで示してあります。
　日立市として取り組む方向性を理解し、そこに各学校・各園の創意ある教育活動
を組み入れていただくことで、日立の学校教育の活性化が推進されます。活用にあ
たっての留意事項を参考に、校内研修会や各種研修会等で十分に活用してください。

【活用にあたっての留意事項】
　・県「学校教育指導方針」と併用して、県及び日立市の教育目標の達成に努める。
　・日立市全体を視点に内容を構成しているので、子どもや園、小・中学校、義務
　　教育学校、特別支援学校、家庭や地域等の実態に即して、内容の重点化を図る
　　等の配慮をする。
　・教育計画の立案、指導実践の資料とするとともに、日々の教育活動を見直す視
　　点としても活用する。
　・学習指導要領の内容を具象化するために、平素の教育内容の改善・充実を図る
　　ための参考資料として活用する。
　※義務教育学校の前期課程は「小学校」、後期課程は「中学校」にそれぞれ含まれる。

① ②

③ ④

⑤ ⑥

＜表紙写真＞

本県教育の目標 

＜昭和44年制定＞
 

日立市の学校教育目標 

＜昭和46年制定＞

ひとりひとりの能力を開発し 豊かな人間性をつちかう

じょうぶな身体をつくり たくましい心を養う 

郷土を愛し 協力しあう心を育てる 

１ たくましい体をつくる 

２  

３ 思いやりの心を培う 

科学する力を養う

− 1 −



3　思いやりの心を培う
           Cultivating compassion for others

2　科学する力を養う
           Fostering scientific minds

　「たくましい体をつくる」とは、いわゆる心身両面の真の健康づくりを意味するものであり、
すこやかな精神とじょうぶな体を育てることである。最近の生活環境の変化として、遊び場が
ない、仲間と体を思い切り動かして遊ぶということもないなど、子どもたちの「たくましさ」
の育つ土壌が少なくなってきていることがあげられる。
　これらに対処するためにも、学校体育、学校保健・安全、
食育・学校給食、社会体育の充実、そして、余暇活用能力
の育成が求められている。特に、学校の教育活動の全体を
通じて「生涯を健康に過ごす」「生涯にわたってスポーツを
続けていく」等の態度を培うように心がけることである。
　そのためには、子どもたちの豊かな体験活動を大事にし、
それを通して「たくましさ」を身に付けていくことが大切
である。

　「科学する力を養う」とは、身近な社会、数理、自然事象に即して考え、その姿を客観的、分析的、
総合的に把握し、真理を見いだし、未知のもの、新しいものを発見し、創造していく問題解決
の能力と態度を育てることである。
　社会の急激な変化、情報化、国際化などの時代が進展する中で、科学する力の育成が肝要で
ある。学校教育は、そのためにそれぞれの教科の本質や単元・
教材の目標や内容に応じて、体験的な学習や問題解決的な学
習を重視した主体的な学習活動によって、基礎的・基本的
な概念を具体的に把握できるようにすることが大切である。
   また、これからは生涯学習の基盤を培うという観点に立
ち、社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成を目
指して、創造的な知性と技能を育てる教育を重視していか
なければならない。

　「思いやりの心を培う」とは、人間的な弱さや欠点をもっている人間同士が出会ったときに、
相手の苦しみや悲しみの状況を、相手の立場に立って（その人の苦しみ、悲しみ、 そして、悩
みを）共に感じ、少しでも心が和らぐように配慮する心情
を育てることである。人間は苦しみや悩みを抱きながら精
一杯生きているのが真実の姿であって、それへの共感と自
覚なしには、本当の思いやりの心は発揮されないであろう。
こうした心は、言葉だけでなく、日常生活の種々の行為と
して現れてくるものである。思いやりの心を育てるには、
教師がまず思いやりの心をもって子どもたちに接し、実践
することである。さらに、教育活動全体を通じて子どもた
ちの豊かな情操を養うことが大切である。

Ⅰ  日立市の目指す教育Ⅰ  日立市の目指す教育

The Aims of Education in Hitachi
 　　　　　　           　　　(Implemented in the 46th Year of Showa)

○日立市の学校教育目標（昭和46年制定）

1　たくましい体をつくる
           Building strong bodies

The Basic Educational Philosophy in Hitachi
　　　　　　　　　　　　　　(Implemented in April 2024)

日 立 市 の 教 育 の 基 本 理 念

未来を拓く人づくり
Education that opens doors for the future

※「日立市の教育の基本理念」は、中期的な目標を意味し、日立市学校教育振興計画の改訂
とともに見直します。

日立市学校教育振興計画2024（令和6年度）～ 2028（令和10年度）【学校教育６つの柱】 
①確かな学力
の向上と活
用する力の
育成

②豊かな心と
健やかな体
を育む教育
の推進

③子ども一人
一人に寄り
添う教育の
推進

④変化の激し
い社会を生
き抜く力の
育成

⑤教育環境の
充実と地域
と連携した
魅力ある学
校づくり

⑥すべての子
どもたちが
安全・安心
に過ごせる
環境づくり

○ひ　広い視野で世界にはばたく 考える子 
          Thoughtful children who can approach the world with an open mind
ひ

○た　たくましく未来を切り拓く 元気な子
          Cheerful children who can blaze trails for the future
た

○ち　地域を愛し心豊かに生きる やさしい子
          Compassionate children with love for their community and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　enriched hearts and minds

ち

　国際的な視野に立って物事を考え、行動する力をもてるようにするためには、日本人とし
ての誇りを大切にしながら、コミュニケーション能力や表現力などを高めていくことが重要
です。
　基礎的・基本的な知識・技能を習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な
思考力・判断力・表現力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことにより、社会に貢
献する子どもの育成を目指します。

　自らに誇りをもち、変革の時代にあってもたくましく未来を切り拓く力を身に付けるため
には、すべての子がお互いの人権を尊重しつつ、喜びも責任も分かち合いながら、その個性
と能力を十分に発揮できる環境をつくることが重要です。
　少子化や核家族化の進展等により、子どもたちが他者と関わる機会が減少する中で、社会
全体で子どもを育てる気運を高めることにより、根気強く最後まであきらめずに物事に取り
組む子どもの育成を目指します。

　高度情報化社会が到来し、社会・経済がグローバル化する中で、郷土日立の伝統や文化を
学び、自然に親しみ、地域を愛することは、子どもたちの豊かな人間性と社会性を育むため
に重要です。
　他者を思いやる心、美しいものに感動する心、正義感や公正さを重んじる心、勤労観・職
業観など、道徳教育や体験活動の充実を図りながら、豊かな心と創造力のあふれる子どもの
育成を目指します。

目指す子どもの姿「ひたちっ子」Our goal for “Hitachi Kids”
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3　思いやりの心を培う
           Cultivating compassion for others

2　科学する力を養う
           Fostering scientific minds

　「たくましい体をつくる」とは、いわゆる心身両面の真の健康づくりを意味するものであり、
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の育成が求められている。特に、学校の教育活動の全体を
通じて「生涯を健康に過ごす」「生涯にわたってスポーツを
続けていく」等の態度を培うように心がけることである。
　そのためには、子どもたちの豊かな体験活動を大事にし、
それを通して「たくましさ」を身に付けていくことが大切
である。

　「科学する力を養う」とは、身近な社会、数理、自然事象に即して考え、その姿を客観的、分析的、
総合的に把握し、真理を見いだし、未知のもの、新しいものを発見し、創造していく問題解決
の能力と態度を育てることである。
　社会の急激な変化、情報化、国際化などの時代が進展する中で、科学する力の育成が肝要で
ある。学校教育は、そのためにそれぞれの教科の本質や単元・
教材の目標や内容に応じて、体験的な学習や問題解決的な学
習を重視した主体的な学習活動によって、基礎的・基本的
な概念を具体的に把握できるようにすることが大切である。
   また、これからは生涯学習の基盤を培うという観点に立
ち、社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成を目
指して、創造的な知性と技能を育てる教育を重視していか
なければならない。

　「思いやりの心を培う」とは、人間的な弱さや欠点をもっている人間同士が出会ったときに、
相手の苦しみや悲しみの状況を、相手の立場に立って（その人の苦しみ、悲しみ、 そして、悩
みを）共に感じ、少しでも心が和らぐように配慮する心情
を育てることである。人間は苦しみや悩みを抱きながら精
一杯生きているのが真実の姿であって、それへの共感と自
覚なしには、本当の思いやりの心は発揮されないであろう。
こうした心は、言葉だけでなく、日常生活の種々の行為と
して現れてくるものである。思いやりの心を育てるには、
教師がまず思いやりの心をもって子どもたちに接し、実践
することである。さらに、教育活動全体を通じて子どもた
ちの豊かな情操を養うことが大切である。

Ⅰ  日立市の目指す教育Ⅰ  日立市の目指す教育

The Aims of Education in Hitachi
 　　　　　　           　　　(Implemented in the 46th Year of Showa)

○日立市の学校教育目標（昭和46年制定）

1　たくましい体をつくる
           Building strong bodies

The Basic Educational Philosophy in Hitachi
　　　　　　　　　　　　　　(Implemented in April 2024)

日 立 市 の 教 育 の 基 本 理 念

未来を拓く人づくり
Education that opens doors for the future

※「日立市の教育の基本理念」は、中期的な目標を意味し、日立市学校教育振興計画の改訂
とともに見直します。

日立市学校教育振興計画2024（令和6年度）～ 2028（令和10年度）【学校教育６つの柱】 
①確かな学力
の向上と活
用する力の
育成

②豊かな心と
健やかな体
を育む教育
の推進

③子ども一人
一人に寄り
添う教育の
推進

④変化の激し
い社会を生
き抜く力の
育成

⑤教育環境の
充実と地域
と連携した
魅力ある学
校づくり

⑥すべての子
どもたちが
安全・安心
に過ごせる
環境づくり

○ひ　広い視野で世界にはばたく 考える子 
          Thoughtful children who can approach the world with an open mind
ひ

○た　たくましく未来を切り拓く 元気な子
          Cheerful children who can blaze trails for the future
た

○ち　地域を愛し心豊かに生きる やさしい子
          Compassionate children with love for their community and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　enriched hearts and minds

ち

　国際的な視野に立って物事を考え、行動する力をもてるようにするためには、日本人とし
ての誇りを大切にしながら、コミュニケーション能力や表現力などを高めていくことが重要
です。
　基礎的・基本的な知識・技能を習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な
思考力・判断力・表現力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことにより、社会に貢
献する子どもの育成を目指します。

　自らに誇りをもち、変革の時代にあってもたくましく未来を切り拓く力を身に付けるため
には、すべての子がお互いの人権を尊重しつつ、喜びも責任も分かち合いながら、その個性
と能力を十分に発揮できる環境をつくることが重要です。
　少子化や核家族化の進展等により、子どもたちが他者と関わる機会が減少する中で、社会
全体で子どもを育てる気運を高めることにより、根気強く最後まであきらめずに物事に取り
組む子どもの育成を目指します。

　高度情報化社会が到来し、社会・経済がグローバル化する中で、郷土日立の伝統や文化を
学び、自然に親しみ、地域を愛することは、子どもたちの豊かな人間性と社会性を育むため
に重要です。
　他者を思いやる心、美しいものに感動する心、正義感や公正さを重んじる心、勤労観・職
業観など、道徳教育や体験活動の充実を図りながら、豊かな心と創造力のあふれる子どもの
育成を目指します。

目指す子どもの姿「ひたちっ子」Our goal for “Hitachi Kids”
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 【３　一人一人に寄り添う指導体制・教育環境の充実　Ｐ16～Ｐ23】

Ⅱ  令和６年度日立の学校教育『四つの柱』（重点事項）Ⅱ  令和６年度日立の学校教育『四つの柱』（重点事項）

 【１　ひたちスタイルの教育の推進（学力向上Ⅰ）　Ｐ６～Ｐ10】

【４　ひたちらしさを活かした多様な力の育成　Ｐ24～Ｐ42】

 【２　デジタル技術を活用した新しい学びの構築（学力向上Ⅱ）　Ｐ11～Ｐ13】

　すべての教員が今、目の前にいる子どもたちの10年後、20年後の姿を思い浮かべ、学習
指導要領の趣旨を十分に踏まえながら、指導に当たる必要があります。
　また、本市の学校教育において最優先で取り組む事項として、
「１　ひたちスタイルの教育の推進」、「２　デジタル技術を活用した新しい学びの構築」、
「３　一人一人に寄り添う指導体制・教育環境の充実」、「４　ひたちらしさを活かした多様
な力の育成」という『四つの柱』（重点事項）を定めました。

○小さなことでもすぐ報告（チームでの対応）
○定期的なアンケートと面談の実施（記録の積み重ね）
○「学校いじめ防止基本方針」の定期的な見直しと共通理解
○ＷＥＢＱＵを活用した児童生徒理解と学級集団づくり

○児童生徒の支援ニーズの早期把握、児童生徒・保護者に寄り添う支援（連続欠席は、家庭訪問）
○「わかる・できる」喜びが実感できる授業づくり（「学びの保障」）
○称賛の場を多く設定（学校行事等の掲示物や振り返り、賞状授与等の可視化）
○多様な学びの機会の提供（オンラインでの支援、ちゃれんじくらぶ・フリースクール等の検討）

○日常の観察による子ども、保護者、家庭状況の把握（早期発見）
○教育相談、アンケート等による情報収集
○チームとしての対応（情報共有、対応検討、ＳＣ・ＳＳＷの活用）→関係機関への通告・通報

○わくわくしながら取り組める「考え、議論する道徳」の推進
○仲間とともに問題解決しようとする態度の育成

いじめの早期発見・早期対応・解決に向けた支援

新たな不登校を生まない支援、社会的自立に向けた支援

学校における虐待対応

道 徳 教 育 の 充 実

いじめのない、楽しく夢のある学校・学級をつくります 

 

 

　すべての学校、すべての授業で、１時間の「学習課題」と
「まとめ」が明確な授業（１時間完結型授業）を実現します。

　児童生徒の実態を踏まえた上で、「目指す子どもの姿から考える
授業づくり（ゴールから考える授業づくり）」を実践します。

　単元（題材）の内容や時間のまとまりにおいて、「指導と評
価の一体化」を推進します。

※学習者主体（子どもまんなか）の授業づくり・単元づくりをします。
※日立市では、どの学校でも授業の基本的な組立ては同じです。

新時代の到来を見据えた次世代の教育の推進

主体的・対話的で深い学びの視点から授業の質を高め
すべての児童生徒に確かな学力を保障します

学習指導要領の理念を実現するために インプットとアウトプットの往還

誰一人取り残さない、子どもたちの可能性を引き出す、
個別最適な学びと協働的な学びを実現します

習熟度に応じた指導の充実 構造的な板書と電子黒板のベストミックス

　グローバル化の一層の進展や情報社会、超スマート社会（Society5.0）、ＡＩの進化等、新時代

の到来を見据え、子どもたちが新たな価値を創造する力を育みます。

　①　１人１台端末環境下での個別最適な学びと協働的な学びの充実

　②　各教科の見方・考え方を働かせる電子黒板・デジタル教科書等の効果的な活用

　③　ＩＣＴ活用スキル及び情報モラルの指導目標の設定

　④　プログラミング的思考を育む教育の推進

　⑤　授業で学んだことを家庭等においても探究できるシームレスな学びの充実

　　　〇家庭での学びと学校での学びの往還（家庭での学びが生かされる授業展開）

　　　〇学校・家庭・地域での切れ目のない学びの構築

　資質・能力を一層確実に育成するための方策や施策、学校教育の今日的な課題を組み入れ
ながら計画的に実践します。
　　①　新聞を活用して日々の授業を魅力的にするＮＩＥの推進
　　②　科学的思考力の基礎となる理数教育の充実
　　③　思いを伝え合う英語教育の推進
　　④　探究のプロセスを重視した総合的な学習の時間の充実
　　⑤　集団を生かし「話合い活動」を積み重ねた特別活動の充実
　　⑥　幼児教育と小学校教育の円滑な接続
　　⑦　未来パスポートを活用したキャリア教育の充実
　　⑧　一人一人の教育的ニーズを的確にとらえた切れ目ない特別支援教育の充実

未来に輝く子どもたちの自ら学び考える確かな学力を育成します

日立ならではの教育環境を活かした具体的な教育内容の改善・充実

中小路小学校中小路小学校

大みか小学校大みか小学校
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 【３　一人一人に寄り添う指導体制・教育環境の充実　Ｐ16～Ｐ23】

Ⅱ  令和６年度日立の学校教育『四つの柱』（重点事項）Ⅱ  令和６年度日立の学校教育『四つの柱』（重点事項）

 【１　ひたちスタイルの教育の推進（学力向上Ⅰ）　Ｐ６～Ｐ10】

【４　ひたちらしさを活かした多様な力の育成　Ｐ24～Ｐ42】

 【２　デジタル技術を活用した新しい学びの構築（学力向上Ⅱ）　Ｐ11～Ｐ13】

　すべての教員が今、目の前にいる子どもたちの10年後、20年後の姿を思い浮かべ、学習
指導要領の趣旨を十分に踏まえながら、指導に当たる必要があります。
　また、本市の学校教育において最優先で取り組む事項として、
「１　ひたちスタイルの教育の推進」、「２　デジタル技術を活用した新しい学びの構築」、
「３　一人一人に寄り添う指導体制・教育環境の充実」、「４　ひたちらしさを活かした多様
な力の育成」という『四つの柱』（重点事項）を定めました。

○小さなことでもすぐ報告（チームでの対応）
○定期的なアンケートと面談の実施（記録の積み重ね）
○「学校いじめ防止基本方針」の定期的な見直しと共通理解
○ＷＥＢＱＵを活用した児童生徒理解と学級集団づくり

○児童生徒の支援ニーズの早期把握、児童生徒・保護者に寄り添う支援（連続欠席は、家庭訪問）
○「わかる・できる」喜びが実感できる授業づくり（「学びの保障」）
○称賛の場を多く設定（学校行事等の掲示物や振り返り、賞状授与等の可視化）
○多様な学びの機会の提供（オンラインでの支援、ちゃれんじくらぶ・フリースクール等の検討）

○日常の観察による子ども、保護者、家庭状況の把握（早期発見）
○教育相談、アンケート等による情報収集
○チームとしての対応（情報共有、対応検討、ＳＣ・ＳＳＷの活用）→関係機関への通告・通報

○わくわくしながら取り組める「考え、議論する道徳」の推進
○仲間とともに問題解決しようとする態度の育成

いじめの早期発見・早期対応・解決に向けた支援

新たな不登校を生まない支援、社会的自立に向けた支援

学校における虐待対応

道 徳 教 育 の 充 実

いじめのない、楽しく夢のある学校・学級をつくります 

 

 

　すべての学校、すべての授業で、１時間の「学習課題」と
「まとめ」が明確な授業（１時間完結型授業）を実現します。

　児童生徒の実態を踏まえた上で、「目指す子どもの姿から考える
授業づくり（ゴールから考える授業づくり）」を実践します。

　単元（題材）の内容や時間のまとまりにおいて、「指導と評
価の一体化」を推進します。

※学習者主体（子どもまんなか）の授業づくり・単元づくりをします。
※日立市では、どの学校でも授業の基本的な組立ては同じです。

新時代の到来を見据えた次世代の教育の推進

主体的・対話的で深い学びの視点から授業の質を高め
すべての児童生徒に確かな学力を保障します

学習指導要領の理念を実現するために インプットとアウトプットの往還

誰一人取り残さない、子どもたちの可能性を引き出す、
個別最適な学びと協働的な学びを実現します

習熟度に応じた指導の充実 構造的な板書と電子黒板のベストミックス

　グローバル化の一層の進展や情報社会、超スマート社会（Society5.0）、ＡＩの進化等、新時代

の到来を見据え、子どもたちが新たな価値を創造する力を育みます。

　①　１人１台端末環境下での個別最適な学びと協働的な学びの充実

　②　各教科の見方・考え方を働かせる電子黒板・デジタル教科書等の効果的な活用

　③　ＩＣＴ活用スキル及び情報モラルの指導目標の設定

　④　プログラミング的思考を育む教育の推進
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○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○

・児童生徒自身の言葉を基に、学習課題に正対
したまとめを行う。

・評価の観点に応じた適用問題、評価問題等に
取り組ませる。

　（評） ○○○○できる。（評価の観点、手段）
　【目標を達成した児童生徒の姿】
　　
　　
　　

・目標が達成できていない児童生徒に対しては、
補充指導を行う。

・適用問題、既習事項を踏まえ、学習の深まり・高ま
りが実感できる振り返りのための発問を準備する。

　（教師）「○○○○○○○○」

○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○

Ⅲ  学力向上に向けてⅢ  学力向上に向けて
１　授業の充実

（1）基本的な授業の流れの例（算数・数学）　　※各教科等の特性と児童生徒の実態を踏まえ、自校化します。
　学校の教育目標　〇〇〇〇〇〇〇　　学校の目指す子どもの姿　〇〇〇〇〇〇〇〇
　本時の目標　○○○○○○○○○○○○○○○○○できる。（評価の観点）

　すべての児童生徒に確かな学力を保障するために、各単元の個々の授業を「学習課題」と「ま
とめ」が明確な授業（１時間完結型授業）に質を高めていく必要があります。
　そのためには、児童生徒の実態を踏まえた上で、目標を達成した児童生徒の具体的な姿を明
らかにし、その姿を実現するために必要な学習課題や発問を具体的な言葉で準備するなど「目
指す子どもの姿から考える授業づくり（ゴールから考える授業づくり）」を実践していくことが
大切です。

　学校においては、計画、実践、評価という一連の活動を繰り返し、児童生徒の
視座に立った学びの構造改革を図りながら日々の授業づくりに取り組めるよう、
「授業づくりのためのＲＰＤＣＡサイクル」を活性化させることが重要です。

　日々の授業等において、板書と電子黒板の活用について、試行錯誤しながらベストミック
スを図るとともに、「インプットとアウトプットの往還」や「ひたちスタイルの教育の推進」、「デ
ジタル技術を活用した新しい学びの構築」を目指し、各校で研究を深めていくことが重要です。

（2） 基本的な板書(日立の基本)と電子黒板の活用例(参考)

（3）授業づくりのためのＲＰＤＣＡサイクル
学習内容・活動 指導上の留意点、評価等

〈
導
入

　○
分
〉

〈
展
開

　○
分
〉

〈
終
末

　○
分
〉

４　学習課題を解決する。
・個人で課題を解決する。
・個々の考えを基に、課題解決
に向けて話し合う。

・児童生徒のつまずき等を予想し、一人一人に
応じた支援を準備する。

・目標に迫る話し合いの内容を予想し、必要な
発問を具体的に準備する。

　（教師）　　 「○○○○○○○○」
　（児童生徒） 「△△△△△△△△」
　（教師）　　 「○○○○○○○○」
・児童生徒の活動時間を多く取り入れる。

５　学習のまとめを行う。

６　適用問題、評価問題等に取り
組む。

７　学習を振り返る。

１　本時の学習問題を知る。

２　問題解決のための見通しを立
てる。
３　本時の学習課題をつかむ。

・本時の目標と児童生徒の実態を踏まえ、学習
意欲を喚起する問題を提示する。

　（教師）「○○○○○○○○」
＜児童生徒が考える時間を○分確保する。＞
・問題の解決方法について既習事項を基に見通
しを立てたり、結果を予想したりさせる。

・児童生徒の考えを基にして、学習する必要性
を感じるように本時に解決すべき学習課題を
まとめる。

時間の見通しをもって
授業を進め、時間内に
目標が達成できるよう
にする。

本時の目標と
評価が一致
する

本時の「まとめ」と「振り返り」
は明確に区別する。

整合性を

確認する
整合性を

確認する

問題

学習課題

見通し 予想

話し合い まとめ

練習問題

振り返り

Ｒ　正確な実態把握
・事前調査の結果から、児童生徒の実態を明らかにします。
・全国学力・学習状況調査、学力診断のためのテストなども活用し、
解答類型別の結果や誤答、無解答の状況を分析します。

Ｄ　手立ての焦点化
・学習する必要性を感じるように学習課題を提示します。
・目標に迫る話し合いの内容を予想し発問を具体的な言葉で準備します。

Ｃ　客観的な評価
・個々の児童生徒の目標達成度を客観的に把握できる評価場面と評
価方法を明らかにします。

Ａ　改善策の検討
・学習指導における実態把握・目標・手立て・評価について反省し、
その改善策を明らかにします。

Ｐ　目標の明確化
・目標を達成した児童生徒の具体的な姿を明らかにします。
・目標を達成した姿を基に、児童生徒にもたせたい「まとめ」を子
どもの言葉で設定します。

・「まとめ」が答えとなるような問いの言葉で「学習課題」を設定
します。

目指す子どもの
姿から考える授
業づくりを実践
します。

授業前

授業前

授業中

授業中

授業後

学習課題とまと
めを枠で囲むな
どして明示

ワークシートへの記述
○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○

評価の手段が（ワークシート）
であれば、目標を達成した児
童生徒が書くべきワークシート
への記述を明示し、個々の児
童生徒の目標達成度を客観
的に把握できるようにする。

整合性を

確認する
整合性を

確認する

「書きこみ」や「保存・再生」
などができます。

・デジタル教科書や静止画・
動画等を表示できます。
・実物投影機でノートやワー
クシート等を表示できます。
・ＰＣ画面やタブレット端末
画面等を表示できます。
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・目標が達成できていない児童生徒に対しては、
補充指導を行う。
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りが実感できる振り返りのための発問を準備する。

　（教師）「○○○○○○○○」

○○○○○○○○○○○○○
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（1）基本的な授業の流れの例（算数・数学）　　※各教科等の特性と児童生徒の実態を踏まえ、自校化します。
　学校の教育目標　〇〇〇〇〇〇〇　　学校の目指す子どもの姿　〇〇〇〇〇〇〇〇
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　すべての児童生徒に確かな学力を保障するために、各単元の個々の授業を「学習課題」と「ま
とめ」が明確な授業（１時間完結型授業）に質を高めていく必要があります。
　そのためには、児童生徒の実態を踏まえた上で、目標を達成した児童生徒の具体的な姿を明
らかにし、その姿を実現するために必要な学習課題や発問を具体的な言葉で準備するなど「目
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大切です。
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スを図るとともに、「インプットとアウトプットの往還」や「ひたちスタイルの教育の推進」、「デ
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（2） 基本的な板書(日立の基本)と電子黒板の活用例(参考)
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その改善策を明らかにします。
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どもの言葉で設定します。
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　日々の授業で「指導と評価の一体化」を計画的に実施していくためには、「単元（題材）の内
容や時間のまとまり」を見通して、目標に照らして観点別の評価を行う上で必要な要素を盛
り込んだ指導計画をもとに実践を積み重ねることが有効です。各教科等の特性や児童生徒の
実態、重点施策等を踏まえ、各校で語順や記載の仕方等を柔軟に変更し、自校化します。
　１　単元（題材）名　○○○○○○
　２　本単元（題材）の目標
　　（１） ○○○○○○○○○○○○。
　　（２） ○○○○○○○○○○○○。
　　（３） ○○○○○○○○○○○○。
　３　単元（題材）の評価規準　

　４　単元について　　・・・（１）～（３）と項立てしないで、段落ごとに書く方法もある。
　　（１）教材（題材）観・・・単元のねらいと他学年との系統的つながり・関連、単元構想の
　　　　　○○○○○　　　　　意図などについて記述する。
　　（２）児童（生徒）観・・・単元につながるこれまでの学びや各種テスト、実態調査（数値）等
　　　　　○○○○○　　　　　から、身に付けさせたい資質・能力などを記述する。
　　（３）指導観　　　・・・・児童（生徒）観に書かれた課題を受け、単元のねらいに迫るため
　　　　　○○○○○　　　　　の指導上の手立て・支援について記述する。
　５　単元（題材）の指導計画（○時間扱い）　※ 評価は１単位時間に１つを原則とする。

（4） 単元（題材）の内容や時間のまとまりを見通した指導計画の例

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

態①

態②

思①

思②

知①

技①

次 時 知 技 思 態学習内容・活動 指導上の留意点、評価等

知①　　　　　　　　　【ワークシート】

態①

問題（課題）

・○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○。

１ １

２

○

　「主体的に学習に取り組む態度」については、①「知識及び技能」を獲得したり、「思
考力、判断力、表現力等」を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組を行おうと
する側面と、②①の粘り強い取組を行う中で、自らの学習を調整しようとする側面、と
いう２つの側面から「内容のまとまりごとの評価規準」を設定する。

まとめ（結論）
振り返り

まとめ（結論）
振り返り

振り返り
技①：（◎記録に残す評価までに、この段階
では何が身に付いているとよいのか）につ
いて見取り、身に付いていない児童生徒に
は（身に付くための手立て）を講じる。
　　　　　　　　 　【観察、試作の作品】

問題（課題）

・○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○。

２ ３

４

○

◎

◎

問題（課題）

・○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○。
・○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○

３ ５

６

まとめ（結論）
振り返り

知①　　　　　　【発言、ワークシート】

思①　　　　　　　　　【ワークシート】

思②　　　　　　　　　【ワークシート】

単元の評価規準を（１時間ごとや）
まとまりに落とし込み、何につい
て見取るのかを具体で表すととも
に、Ｃと判断される児童生徒につ
いての手立てを示す。

単元の後半に「◎記録に残す評価」を多
めに設定できるよう評価計画を立てる。

「（１）は知識及び技能、（２）は思考力、判断力、表現力等、
（３）は学びに向かう力、人間性等」に関する目標を記述する。

この指導計画の例をもとに公開授業用の指導案を作
成する場合は、「本時」の目標を明確に示し、指導
上の留意点や支援等の記述を充実させる。

毎回の授業ではなく、単元や
題材などの内容や時間のまとま
りごとに、それぞれの実現状況
を把握できる段階で行うなど、
評価する場面を精選する。

主な学習内容、活
動を簡単に示す。

まとめは課題の結論（答え）
振り返りは思考の捉え直し

単元の評価規準で書いたものを示す。

○は指導に生かす評価、◎は記録
に残す評価を示している。

正対する。

こんなことに気をつけていますか？　 ～□をチェックしてみましょう～

＜授業前＞　目標を達成した児童生徒の具体的な姿が明らかですか。

＜授業中＞　目標に迫る発問等を具体的な言葉で準備していますか。

①各種学力調査・事前調査の結果から、児童生徒の実態を明らかにしている。
②目標を達成した児童生徒の具体的な姿を明らかにしている。
③児童生徒の目標達成度を客観的に把握できる評価場面と評価方法を明らかにしている。
④目標を達成した姿を基に児童生徒にもたせたい「まとめ」を子どもの言葉で設定している。
⑤「まとめ」が答えとなるような問いの言葉で「学習課題」を設定している。
⑥目標を達成するために必要な教材・教具、ＩＣＴ機器を準備している。
⑦学習用具、実験・実習器具など、事前に安全確認をして学習環境を整えている。

□
□
□
□
□
□
□

⑧本時の目標と実態を踏まえ、児童生徒の学習意欲を喚起する問題を提示している。
⑨問題の解決に向け、既習事項を基に見通しを立てさせたり結果を予想させたりしている。
⑩児童生徒の考えを基にして、学習する必要性を感じるように学習課題をまとめている。
⑪ＩＣＴを活用するなどして、児童生徒の一人一人の考えや意見を可視化して表出している。
⑫つまずき等を予想し、ＩＣＴを活用するなどして、個に応じた支援を準備している。
⑬目標に迫る話し合いの内容を予想し、必要な発問を具体的に準備している。

＜教師の言葉の例＞

□
□
□
□
□
□

⑭児童生徒自身の言葉を基に、学習課題に正対したまとめを行っている。
⑮ＩＣＴを活用するなどして、評価の観点に応じた適用問題、評価問題等に取り組ませている。
⑯目標が達成できていない児童生徒に対して、補充指導を行っている。
⑰学習の深まり・高まりが実感できる振り返りのための発問を準備している。

□
□
□
□

＜授業後＞　実施した授業についての課題と改善策が明らかですか。

⑱実態把握・目標・手立て・評価について反省し、その課題を明らかにしている。
⑲課題に応じた改善策やＩＣＴの効果的な活用場面・活用方法等を明らかにしている。

□
□

「～さんの考えの続き
がわかりますか。」

「～さんの考えを隣同士
で説明し合いましょう。」

「～さんの考えはつまり
どういうことですか。」

「～さんのよいとこ
ろはどこですか。」

「ヒントが言え
ますか。」

「どうしてそう考えましたか。」
「なぜですか。どうしてですか。」

「どうやって考
えましたか。」

「どういうこと
ですか。」

「考えてみてどう
思いましたか。」

「～さんはどうしてこの考え
がうかんだと思いますか。」

「～さんの気持ち
がわかりますか。」

「よく考えて
いますね。」

「すばらしい考
えですね。」

※参考文献　茨城県教育委員会「教員ハンドブック」
　　　　　　日立市教育研究所「どの子もわかる楽しい授業づくりハンドブック」
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　日々の授業で「指導と評価の一体化」を計画的に実施していくためには、「単元（題材）の内
容や時間のまとまり」を見通して、目標に照らして観点別の評価を行う上で必要な要素を盛
り込んだ指導計画をもとに実践を積み重ねることが有効です。各教科等の特性や児童生徒の
実態、重点施策等を踏まえ、各校で語順や記載の仕方等を柔軟に変更し、自校化します。
　１　単元（題材）名　○○○○○○
　２　本単元（題材）の目標
　　（１） ○○○○○○○○○○○○。
　　（２） ○○○○○○○○○○○○。
　　（３） ○○○○○○○○○○○○。
　３　単元（題材）の評価規準　

　４　単元について　　・・・（１）～（３）と項立てしないで、段落ごとに書く方法もある。
　　（１）教材（題材）観・・・単元のねらいと他学年との系統的つながり・関連、単元構想の
　　　　　○○○○○　　　　　意図などについて記述する。
　　（２）児童（生徒）観・・・単元につながるこれまでの学びや各種テスト、実態調査（数値）等
　　　　　○○○○○　　　　　から、身に付けさせたい資質・能力などを記述する。
　　（３）指導観　　　・・・・児童（生徒）観に書かれた課題を受け、単元のねらいに迫るため
　　　　　○○○○○　　　　　の指導上の手立て・支援について記述する。
　５　単元（題材）の指導計画（○時間扱い）　※ 評価は１単位時間に１つを原則とする。

（4） 単元（題材）の内容や時間のまとまりを見通した指導計画の例

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

態①

態②

思①

思②

知①

技①

次 時 知 技 思 態学習内容・活動 指導上の留意点、評価等

知①　　　　　　　　　【ワークシート】

態①

問題（課題）

・○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○。

１ １

２

○

　「主体的に学習に取り組む態度」については、①「知識及び技能」を獲得したり、「思
考力、判断力、表現力等」を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組を行おうと
する側面と、②①の粘り強い取組を行う中で、自らの学習を調整しようとする側面、と
いう２つの側面から「内容のまとまりごとの評価規準」を設定する。

まとめ（結論）
振り返り

まとめ（結論）
振り返り

振り返り
技①：（◎記録に残す評価までに、この段階
では何が身に付いているとよいのか）につ
いて見取り、身に付いていない児童生徒に
は（身に付くための手立て）を講じる。
　　　　　　　　 　【観察、試作の作品】

問題（課題）

・○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○。

２ ３

４

○

◎

◎

問題（課題）

・○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○。
・○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○

３ ５

６

まとめ（結論）
振り返り

知①　　　　　　【発言、ワークシート】

思①　　　　　　　　　【ワークシート】

思②　　　　　　　　　【ワークシート】

単元の評価規準を（１時間ごとや）
まとまりに落とし込み、何につい
て見取るのかを具体で表すととも
に、Ｃと判断される児童生徒につ
いての手立てを示す。

単元の後半に「◎記録に残す評価」を多
めに設定できるよう評価計画を立てる。

「（１）は知識及び技能、（２）は思考力、判断力、表現力等、
（３）は学びに向かう力、人間性等」に関する目標を記述する。

この指導計画の例をもとに公開授業用の指導案を作
成する場合は、「本時」の目標を明確に示し、指導
上の留意点や支援等の記述を充実させる。

毎回の授業ではなく、単元や
題材などの内容や時間のまとま
りごとに、それぞれの実現状況
を把握できる段階で行うなど、
評価する場面を精選する。

主な学習内容、活
動を簡単に示す。

まとめは課題の結論（答え）
振り返りは思考の捉え直し

単元の評価規準で書いたものを示す。

○は指導に生かす評価、◎は記録
に残す評価を示している。

正対する。

こんなことに気をつけていますか？　 ～□をチェックしてみましょう～

＜授業前＞　目標を達成した児童生徒の具体的な姿が明らかですか。

＜授業中＞　目標に迫る発問等を具体的な言葉で準備していますか。

①各種学力調査・事前調査の結果から、児童生徒の実態を明らかにしている。
②目標を達成した児童生徒の具体的な姿を明らかにしている。
③児童生徒の目標達成度を客観的に把握できる評価場面と評価方法を明らかにしている。
④目標を達成した姿を基に児童生徒にもたせたい「まとめ」を子どもの言葉で設定している。
⑤「まとめ」が答えとなるような問いの言葉で「学習課題」を設定している。
⑥目標を達成するために必要な教材・教具、ＩＣＴ機器を準備している。
⑦学習用具、実験・実習器具など、事前に安全確認をして学習環境を整えている。

□
□
□
□
□
□
□

⑧本時の目標と実態を踏まえ、児童生徒の学習意欲を喚起する問題を提示している。
⑨問題の解決に向け、既習事項を基に見通しを立てさせたり結果を予想させたりしている。
⑩児童生徒の考えを基にして、学習する必要性を感じるように学習課題をまとめている。
⑪ＩＣＴを活用するなどして、児童生徒の一人一人の考えや意見を可視化して表出している。
⑫つまずき等を予想し、ＩＣＴを活用するなどして、個に応じた支援を準備している。
⑬目標に迫る話し合いの内容を予想し、必要な発問を具体的に準備している。

＜教師の言葉の例＞

□
□
□
□
□
□

⑭児童生徒自身の言葉を基に、学習課題に正対したまとめを行っている。
⑮ＩＣＴを活用するなどして、評価の観点に応じた適用問題、評価問題等に取り組ませている。
⑯目標が達成できていない児童生徒に対して、補充指導を行っている。
⑰学習の深まり・高まりが実感できる振り返りのための発問を準備している。

□
□
□
□

＜授業後＞　実施した授業についての課題と改善策が明らかですか。

⑱実態把握・目標・手立て・評価について反省し、その課題を明らかにしている。
⑲課題に応じた改善策やＩＣＴの効果的な活用場面・活用方法等を明らかにしている。

□
□

「～さんの考えの続き
がわかりますか。」

「～さんの考えを隣同士
で説明し合いましょう。」

「～さんの考えはつまり
どういうことですか。」

「～さんのよいとこ
ろはどこですか。」

「ヒントが言え
ますか。」

「どうしてそう考えましたか。」
「なぜですか。どうしてですか。」

「どうやって考
えましたか。」

「どういうこと
ですか。」

「考えてみてどう
思いましたか。」

「～さんはどうしてこの考え
がうかんだと思いますか。」

「～さんの気持ち
がわかりますか。」

「よく考えて
いますね。」

「すばらしい考
えですね。」

※参考文献　茨城県教育委員会「教員ハンドブック」
　　　　　　日立市教育研究所「どの子もわかる楽しい授業づくりハンドブック」
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○　「授業の改善」と「評価の改善」を両輪として行いましょう。
○　評価の場面を計画しましょう。日々の授業では「指導に生かす評価」を中心に
　　据え、授業の節目で「記録に残す評価」を行うなど評価計画を立てましょう。

２　指導と評価の一体化を目指して
～児童生徒一人一人の資質・能力を育む授業づくりのために～

　子どもたちの学習状況を評価し、必要
に応じて指導計画を変更し、理解や習
熟度に応じた指導を加えたり、興味関心
に応じた課題に設定し直したりするなど、
指導の改善を行うための評価です。

　教師が「子どもたちにどのような力が
身に付いたか」を観点別に把握し、記録
する評価です。C評価の児童生徒が多
いときは、指導方法や評価方法の改善
が必要です。

（山本五十六　1884 ～ 1943）

「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。」
「話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。」
「やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。」

指導に生かす評価

評価計画のイメージ

記録に残す評価

次 時 思 態学習内容・活動 評価及び評価方法等

１

２

３

１

２

３

４

５

６

７

知

○

◎

◎

○

◎

◎

○

○

◎

指導に生かす評価

記録に残す評価

単元前半に多く行うことで、児童生
徒の実態を把握し、「Ｃ」を「Ｂ」に
するような支援を行っていく。

単元後半に向けて多く行うようにし
ていくことで、児童生徒の評価と、
指導の妥当性を評価する。

「ほめる」「承認する」「信頼する」ことも指導の改善に繋がります。
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３　ＧＩＧＡスクール構想におけるＩＣＴの活用

　これまでの日立市の教育実践とＩＣＴを最適に組み合わせることで、教師や児童生徒の力
を最大限に引き出します。資質・能力の３つの柱をバランスよく育成するために、「それぞ
れの良さを活かした学び」を一体的に推進します。

子どもの学びや教員を支える環境

「学びのハイブリッド化」 未来を拓く人づくり

これまでの教育実践
・一斉授業の中で教師が行う個別指導
・習熟度別クラスによる学習指導

これまでの教育実践
・ペア学習やグループ学習による学
　び合い
・資料を模造紙等にまとめる探究活動

ＩＣＴの活用 ＩＣＴの活用
・各自がタブレット端末を活用した
　探究的な学び
・各自がＡＩドリル等を活用した知
　識・技能の習得

・クラウドを活用した学校と家庭の
　切れ目のない学習
・共同編集機能を生かした協働的な
　学び

個
別
最
適
な
学
び

協
働
的
な
学
び

デジタル教科書導入検証事業
　〇各教科や児童生徒の発達段階に応じたデジタル教科書の効果的な活用方法を検証する。
　　・（国）学習者用デジタル教科書　小５～中３（英語：全学校）
　　・（市）指導者用デジタル教科書（国語、算数・数学、理科、社会、英語）
授業がもっと分かる　電子黒板
　〇効率的に児童生徒の興味・関心が高まる授業や協働的な学びができる。
　　・資料やデジタル教科書の拡大提示
　　・注目させたいポイントへの書き込み
　　・児童生徒のタブレット端末の画面を同時に表示しての比較検討
ＧＩＧＡだより　※C4th電子書庫
　〇ＩＣＴを活用した教育の情報提供
　　・休業中の課題の出し方など、タイムリーな話題を提供
　　・市内各校の取組の紹介
家庭でも学び続ける　オンライン学習
　〇家庭学習の充実や不登校児童生徒等への支援においても、個別最適な学びができる。
　　・Microsoft Teamsを活用したリモート学習 
　　・ラインズeライブラリ アドバンスを活用した補充学習
学校のＩＣＴ化を支える　ＩＣＴ支援員
　〇ＩＣＴ支援員が児童生徒や教員の支援を行うことで、授業において効果的にＩＣＴを
　　活用し、児童生徒の学力向上を図る。
　　・授業支援　　・校務支援　　・教員のＩＣＴ指導力向上支援

遠隔・オンライン教育

対 面 指 導

参考文献　「教育の情報化に関する手引（追補版）」（令和２年６月）文部科学省
　　　　　「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」（令和３年１月）中央教育審議会答申
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ＩＣＴ活用スキル指導目標

情報モラル指導目標

コンピュータや周辺機器の機能を理解し、基本的な操作ができる。

小学校　高学年 中学校小学校　低学年 小学校　中学年

小学校　高学年 中学校小学校　低学年 小学校　中学年

・IDやパスワードを入力し、
起動や終了ができる。

・ ローマ字を用いて、 キー
ボードで、 文字の入力
ができる。

・ ホームポジションを意識し
て、 キーボードを用いて正
確に文字の入力ができる。
（10分間に200文字程度）

・ キーボードを用いて、 十
分な速さで正確に文字を
入力することができる。
（10分間に300文字程度）

コンピュータや周辺機器を活用し、問題を解決したり表現したりすることができる。

・ 用意されたWebページを
見ることができる。

・ 用意された分類から、
必要な情報を検索するこ
とができる。

・キーワード検索をすること
ができる。

・複数のキーワードを活用
するなど、 効率的に情報
を検索することができる。

問題解決における情報の大切さを意識しながら、情報モラルについて考えることができる。

・ タブレット端末などを利用する
ときの基本的なルールを知る
ことができる。

・ タブレット端末などを利
用するときの基本的な
ルールの必要性を理解
し、 実践することができ
る。

・IDやパスワードの大切さについて知ることができる。

・ タブレット端末の、 自分のID
やパスワードを知り、 活用す
ることができる。

・ タブレット端末のパスワードを、 他人から類推しづらいものに変更し、 活用すること
ができる。

・タブレット端末などを利用するときに必要なルールは何かを
考え、 理解し、 それに従って行動することができる。

・ 自分の情報をむやみに教え
てはいけないことを知ることが
できる。

・ 友達の個人情報をむや
みに教えてはいけないこ
とを知ることができる。

・ 文字のやりとりは、 相手が見
えないので行き違いが起きや
すいことを知ることができる。

・ ネットの先には相手がいることを知り、 携帯電話やネッ
ト利用のマナーを理解することができる。

・心当たりのない相手との連絡には、 注意をする必要がある
ことを知ることができる。

・ 友達の作品には、 著作権が
あることを知り、 大切にしよう
とすることができる。

・ 写真を撮ったり、 友達の
作品を使ったりする時
は、 許可を得る必要が
あることを知ることができ
る。

・ ネットいじめは人権侵害であることを知り、 人権を大切
にしようとすることができる。

・ 著作権を理解し、 これらの権利を守ることの大切さが
分かる。

・ ノートをプロジェクターで
拡大提示し、 発表するこ
とができる。

・ 必要な箇所を撮影し、
プロジェクターで拡大提
示して発表することがで
きる。

・写真や文字を活用し、 相
手に伝わるプレゼン資料を
作り、 発表することができ
る。

・写真や文字、 動画を活用
し、 相手に伝わるプレゼン
資料を作り、 発表すること
ができる。

・ 写真や動画を撮影するこ
とができる。

・ 写真や動画に、 タッチ
操作で説明やイラストを
加えることができる。

・ 写真や動画に、 説明や
イラストを加えることがで
きる。

・ 写真や動画を編集するこ
とができる。

基
本
的
な
操
作
に
関
す
る
こ
と

問
題
解
決
・
探
究
に
お
け
る

情
報
活
用
力
に
関
す
る
こ
と

参考文献：「学校教育の情報化推進指針」（平成30年３月　日立市教育委員会指導課）
　　　　　「ＧＩＧＡ　ＳＣＨＯＯＬ　ＨＡＮＤＢＯＯＫ」（令和３年９月　日立市教育委員会指導課）

自分の考えを発表する

　電子黒板と書画カメラを活用することで、児
童生徒がノートを拡大提示し、自分の考えを説
明することができる。

自分と友達の考えを比較する

　電子黒板とスカイメニューを活用し、児童生
徒のタブレット端末の画面を共有することで、
比較・議論をすることができる。

ホーム画面にデジタル教科書を表示する

　電子黒板のインターネットブラウザでデジタ
ル教科書を開き、「ホーム画面に追加」をする
ことで、パソコンを持参しなくてもデジタル教
科書を教室で使うことができる。

板書を保存する

　電子黒板で書いた板書は保存することができ
る。USBにも保存できるので、学年で共有した
り、教科担任制なら複数のクラスで活用したり
することができる。

ノートやワークシート、デジタル
教科書を拡大提示する

　電子黒板に児童生徒のワークシートやデジタ
ル教科書を映し、書き込み機能を使うことで、
自分の考えた過程を説明することができる。

英語の学習者用デジタル
教科書を活用する

　デジタル教科書とヘッドセットを活用するこ
とで、各自が繰り返し英文を発音しながら覚え
ることができる。

ＩＣＴの活用に関する教育研究所の参考文献
　「未来を拓く資質・能力を育む学習指導の在り方～発問の精選とＩＣＴの活用を通して～」（令和６年３月）

電子黒板やデジタル教科書の活用例　～各校の実践＆ＧＩＧＡだより～

　すべての普通教室に電子黒板が導入されたことで、児童生徒の興味・関心を高め、さらに分
かりやすい授業をすることができるようになりました。教科等のねらいや児童生徒の実態に応
じて、電子黒板やデジタル教科書等を積極的に活用してください。
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ＩＣＴ活用スキル指導目標

情報モラル指導目標

コンピュータや周辺機器の機能を理解し、基本的な操作ができる。

小学校　高学年 中学校小学校　低学年 小学校　中学年

小学校　高学年 中学校小学校　低学年 小学校　中学年

・IDやパスワードを入力し、
起動や終了ができる。

・ ローマ字を用いて、 キー
ボードで、 文字の入力
ができる。

・ ホームポジションを意識し
て、 キーボードを用いて正
確に文字の入力ができる。
（10分間に200文字程度）

・ キーボードを用いて、 十
分な速さで正確に文字を
入力することができる。
（10分間に300文字程度）

コンピュータや周辺機器を活用し、問題を解決したり表現したりすることができる。

・ 用意されたWebページを
見ることができる。

・ 用意された分類から、
必要な情報を検索するこ
とができる。

・キーワード検索をすること
ができる。

・複数のキーワードを活用
するなど、 効率的に情報
を検索することができる。

問題解決における情報の大切さを意識しながら、情報モラルについて考えることができる。

・ タブレット端末などを利用する
ときの基本的なルールを知る
ことができる。

・ タブレット端末などを利
用するときの基本的な
ルールの必要性を理解
し、 実践することができ
る。

・IDやパスワードの大切さについて知ることができる。

・ タブレット端末の、 自分のID
やパスワードを知り、 活用す
ることができる。

・ タブレット端末のパスワードを、 他人から類推しづらいものに変更し、 活用すること
ができる。

・タブレット端末などを利用するときに必要なルールは何かを
考え、 理解し、 それに従って行動することができる。

・ 自分の情報をむやみに教え
てはいけないことを知ることが
できる。

・ 友達の個人情報をむや
みに教えてはいけないこ
とを知ることができる。

・ 文字のやりとりは、 相手が見
えないので行き違いが起きや
すいことを知ることができる。

・ ネットの先には相手がいることを知り、 携帯電話やネッ
ト利用のマナーを理解することができる。

・心当たりのない相手との連絡には、 注意をする必要がある
ことを知ることができる。

・ 友達の作品には、 著作権が
あることを知り、 大切にしよう
とすることができる。

・ 写真を撮ったり、 友達の
作品を使ったりする時
は、 許可を得る必要が
あることを知ることができ
る。

・ ネットいじめは人権侵害であることを知り、 人権を大切
にしようとすることができる。

・ 著作権を理解し、 これらの権利を守ることの大切さが
分かる。

・ ノートをプロジェクターで
拡大提示し、 発表するこ
とができる。

・ 必要な箇所を撮影し、
プロジェクターで拡大提
示して発表することがで
きる。

・写真や文字を活用し、 相
手に伝わるプレゼン資料を
作り、 発表することができ
る。

・写真や文字、 動画を活用
し、 相手に伝わるプレゼン
資料を作り、 発表すること
ができる。

・ 写真や動画を撮影するこ
とができる。

・ 写真や動画に、 タッチ
操作で説明やイラストを
加えることができる。

・ 写真や動画に、 説明や
イラストを加えることがで
きる。

・ 写真や動画を編集するこ
とができる。

基
本
的
な
操
作
に
関
す
る
こ
と

問
題
解
決
・
探
究
に
お
け
る

情
報
活
用
力
に
関
す
る
こ
と

参考文献：「学校教育の情報化推進指針」（平成30年３月　日立市教育委員会指導課）
　　　　　「ＧＩＧＡ　ＳＣＨＯＯＬ　ＨＡＮＤＢＯＯＫ」（令和３年９月　日立市教育委員会指導課）
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（1）　小学校のプログラミング教育
　コンピュータに意図した処理を行うように指示することができるということを体験させながら、将来
どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる力としての「プログラミング的思考」
を育成します。

４　プログラミング的思考を育む教育の推進

「情報活用能力」に含まれる以下の資質・能力を育成すること
小
学
校
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
の
ね
ら
い

各教科等での学びをより確実なものとすること

「思考力、判断力、表現力等」
◎プログラミング的思考

自分が意図する一連の活動を実
現するために、どのような動き
の組み合わせが必要であり、一
つ一つの動きに対応した記号を、
どのように組み合わせたらいい
のか、記号の組み合わせをどの
ように改善していけば、より意
図した活動に近づくのか、といっ
たことを論理的に考えていく力

「知識及び技能」
身近な生活でコンピュータが
活用されていることや問題の
解決には必要な手順があるこ
とに気付くこと

プログラミング教育を通じ
て、児童がおのずとプログラ
ミング言語を覚えたり、プロ
グラミングの技能を習得した
りすることは考えられるが、
それ自体を、ねらいとはしない。

「学びに向かう力、人間性等」
コンピュータの働きを、よりよ
い人生や社会づくりに生かそう
とする態度

（2）　中学校のプログラミング教育
　各教科等の特性を生かし、教科横断的な視点から教育課程の編成を図るとともに、技術・家庭（技
術分野）の内容「D 情報の技術」において指導することになっています。
　技術・家庭（技術分野）では、小学校において育成された資質・能力を土台に、以下の学習を
充実させます。

・生活や社会を支える情報の技術や、その技術に込められた問題解決の工夫
・ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングや、計測・制御の
　プログラミングによる課題の解決

各校に整備されているプログラミング教育に関する教材
　・（小学校）LEGO　WeDo　電気の利用セット　各学校に、クラスあたり２人で１台使える程度の台数
　・（小中学校）micro:bit　　各学校に、クラスあたり１人１台使える程度の台数
教育研究所で貸し出すことができるプログラミング教育に関する教材
　・LEGO　WeDo　電気の利用セット　２４台
　・micro:bit　４０台　　貸し出しの希望がある場合は、教育研究所までご連絡ください。

教育研究所から発行されているプログラミング教育参考資料
　・研究報告書１７５号「日立市の小学校プログラミング教育～Let’ｓ PROGRAMMING for Hitachi kids! ～」
　・研究報告書１７７号「日立市の小学校プログラミング教育２０２０」

各教科等の内容を指導する中で実施する場合には、

★　適切なカリキュラム・マネジメントによるプログラミング教育の実施が必要です。
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小
学
校
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
年
間
指
導
計
画
（
参
考
）

※
ペ
ー
ジ
数
は
、
日
立
市
教
育
研
究
所
研
究
報
告
書
の
ペ
ー
ジ
に
な
り
ま
す
。

※
学
習
活
動
の
分
類
に
つ
い
て

：
A
…
学
習
指
導
要
領
／
B
…
学
習
指
導
要
領
以
外
の
各
教
科
内
／
C
…
教
育
課
程
内
で
各
教
科
等
以
外
（
余
剰
時
間
利
用
）
／
D
…
ク
ラ
ブ
、
委
員
会
な
ど

４
月

５
月

６
月

７
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

年 年 年 年 年 年

細
枠

は
研
究
報
告
書
17
5号
「
日
立
市
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育

～
Le

t’s
 P
R
O
G
R
A
M
M
IN
G
 f
or
 H

ita
ch

i k
id
s!
～
」

太
枠

は
研
究
報
告
書
17
7号
「
日
立
市
の
小
学
校
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
20
20
」参

照

A
[算

数
]

S
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正
多
角
形
と
円

☆
P
８
～
１
０

分
類

利
用
教
材

教
材
名

単
元
/活

動
名

掲
載
ペ
ー
ジ

B
[生

活
]

ア
ン
プ
ラ
グ
ド

き
れ
い
に
さ
い
て
ね

P
１
０

B
[音

楽
]

V
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cu
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は
く
に
の
っ
て

リ
ズ
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を
う
と
う

P
１
１

C
[―

]

V
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cu
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体
験
し
て
み
よ
う
①

P
8
～
P
１
０

B
[国

語
]

ア
ン
プ
ラ
グ
ド

お
も
い
出
し
て

か
こ
う
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7号
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C
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数
]

ア
ン
プ
ラ
グ
ド

ゴ
ー
ル
を
め
ざ
そ
う

P
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C
[―

]

V
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体
験
し
て
み
よ
う
②

P
８
～
P
１
0

C
[―

]

V
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cu

it

体
験
し
て
み
よ
う
③

P
８
～
P
10

B
[図

画
工
作
]

V
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ふ
し
ぎ
な
た
ま
ご

P
１
８

C
[生

活
]

ア
ン
プ
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グ
ド

ど
き
ど
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わ
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ま
ち
た
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ん

P
１
３

C
[―

]

S
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体
験
し
て
み
よ
う
②

P
５
～
P
７

B
[算

数
]

ア
ン
プ
ラ
グ
ド

ひ
っ
算
の
し
か
た
を

考
え
よ
う

P
１
４

B
[国

語
]

S
cr
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ch

主
語
と
じ
ゅ
つ
語

P
１
９

B
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数
]

S
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三
角
形
と
四
角
形

P
１
５

C
[―

]
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G
O

体
験
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う
②

P１
１
～
P１

４
 

A
[総

合
的
な
学
習
の
時
間
]L
EG

O
例
）3

年
お
助
け
ロ
ボ
ッ
ト
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

※
実
施
学
年
、
実
施
時
期
は
、
各
学
校
の
実
態
に
合
わ
せ
て

B
[社

会
]

S
cr
at
ch

拍
に
の
っ
て
リ
ズ
ム

を
か
ん
じ
と
ろ
う

P１
１
～
P１

４
 

C
[理

科
]

LE
G
O

ゴ
ム
や
風
の
力

P
２
１

C
[―

]
m
ic
ro
:b
it

挑
戦
し
て
み
よ
う

（
１
）
（
２
）
 

P
４

C
[算

数
]

ア
ン
プ
ラ
グ
ド

数
あ
て
ゲ
ー
ム
を
し
よ
う

P
２
３

B
[国

語
]

ア
ン
プ
ラ
グ
ド

漢
字
辞
典
の

使
い
方

P
1
９

B
[社

会
]

S
cr
at
ch

わ
た
し
た
ち
の
県

17
5号

 P
24

17
7号

 P
20

B
[図

画
工
作
]

V
is
cu

it
ま
ぼ
ろ
し
の
花

17
5号

 P
２
５

17
7号

 P
２
１

C
[―

]
m
ic
ro
:b
it

挑
戦
し
て
み
よ
う

（
３
）

P
４
～
５

A
[総

合
的
な
学
習
の
時
間
]m

ic
ro
:b
it

例
）４

年
ク
イ
ズ
大
会
を
し
よ
う
 P
24

※
実
施
学
年
、
実
施
時
期
は
、
各
学
校
の
実
態
に
合
わ
せ
て

B
[算

数
]

ア
ン
プ
ラ
グ
ド

２
け
た
の
数
で
わ
る
計
算

P
２
２

B
[理

科
]

ア
ン
プ
ラ
グ
ド

も
の
の
温
度
と
体
積

P
２
３

C
[―

]
LE

G
O

体
験
し
て
み
よ
う
③

P
１
１
～
１
４

B
[算

数
]

LE
G
O

２
つ
の
量
の

変
わ
り
方

P
２
７

B
[図

画
工
作
]

V
is
cu

it
形
が
動
く

絵
が
動
く

17
5号

 P
28

17
7号

 P
２
５

B
[国

語
]

S
cr
at
ch

敬
語
の

使
い
方

P
３
０

B
[理

科
]

LE
G
O

流
れ
る
水
の
は
た
ら
き
と

土
地
の
変
化

P
２
９

B
[社

会
]

LE
G
O
/ア

ン
プ
ラ
グ
ド

わ
た
し
た
ち
の
生
活
と

工
業
生
産
Ⅰ
Ⅱ

Ⅰ
P
26

（
LE

G
O
）

Ⅱ
P
27

（
ア
ン
プ
ラ
グ
ド
）

B
[外

国
語
]

ア
ン
プ
ラ
グ
ド

W
he

re
 is

th
e 
po

st
 o
ffi
ce

?
P
28

A
[算

数
]

S
cr
at
ch

正
多
角
形
を

か
こ
う

P
３
２

A
[総

合
的
な
学
習
の
時
間
]L
EG

O
例
）
６
年
夢
を
か
た
ち
に

※
実
施
学
年
、
実
施
時
期
は
、
各
学
校
の
実
態
に
合
わ
せ
て

B
[家

庭
]

S
cr
at
ch

朝
食
か
ら
健
康
な

1
日
の
生
活
を

P
３
３

B
[家

庭
]

LE
G
O

夏
を
涼
し
く
さ
わ
や
か
に

P
３
４

B
[音

楽
]

S
cr
at
ch

い
ろ
い
ろ
な
和
音
の

ひ
び
き
を
感
じ
取
ろ
う

P
３
２

B
[理

科
]

ア
ン
プ
ラ
グ
ド

水
溶
液
の
性
質

P
35

C
[算

数
]

S
cr
at
ch

グ
ラ
フ
を
か
こ
う

P
32

B
[算

数
]

S
cr
at
ch

拡
大
図
と
縮
図

P
３
３

C
[国

語
]

V
is
cu

it

ス
イ
ミ
ー

P
17

C
[―

]

S
cr
at
ch

体
験
し
て
み
よ
う
①

P
５
～
７

B
/C

[社
会
]

LE
G
O

工
場
の
仕
事

17
5号

 P
22

17
7号

 P
18

特 別 支 援 教 育 C [－
]

P3
7

B
[算

数
]

ア
ン
プ
ラ
グ
ド

か
け
算
九
九

づ
く
り

P
１６

C
[―

]
LE

G
O

体
験
し
て
み
よ
う

①
P
１
１
～
１
４

C
[算

数
]

ア
ン
プ
ラ
グ
ド

す
ご
ろ
く
ゲ
ー
ム

P
２
０

C
[―

]

S
cr
at
ch

体
験
し
て
み
よ
う
③

P
５
～
７

C
[算

数
]

ア
ン
プ
ラ
グ
ド

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム

P
２
６

C
[―

]

LE
G
O

体
験
し
て
み
よ
う
④

P１
１
～
P１

４

B
[体

育
]

ア
ン
プ
ラ
グ
ド

器
械
運
動

（
マ
ッ
ト
運
動
）

P
2９

B
[算

数
]

LE
G
O

速
さ

17
5号

 P
31

17
7号

 P
30

B
[特

別
活
動
]

m
ic
ro
:b
it

メ
ッ
セ
ー
ジ
を

送
ろ
う

P
３
１

A
[理

科
]

LE
G
O
/プ

ロ
ロ
ボ

私
た
ち
の

生
活
と
電
気

17
5号

 P
３
６

17
7号

 P
３
４

B
[家

庭
]

m
ic
ro
:b
it

冬
を
明
る
く
暖
か
く

P
３
５

年 年 D 活 動 Scratch 迷 路 遊 P3
6

１ ２ ３ ４ ５ ６

（1）　小学校のプログラミング教育
　コンピュータに意図した処理を行うように指示することができるということを体験させながら、将来
どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる力としての「プログラミング的思考」
を育成します。

４　プログラミング的思考を育む教育の推進

「情報活用能力」に含まれる以下の資質・能力を育成すること
小
学
校
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
の
ね
ら
い

各教科等での学びをより確実なものとすること

「思考力、判断力、表現力等」
◎プログラミング的思考

自分が意図する一連の活動を実
現するために、どのような動き
の組み合わせが必要であり、一
つ一つの動きに対応した記号を、
どのように組み合わせたらいい
のか、記号の組み合わせをどの
ように改善していけば、より意
図した活動に近づくのか、といっ
たことを論理的に考えていく力

「知識及び技能」
身近な生活でコンピュータが
活用されていることや問題の
解決には必要な手順があるこ
とに気付くこと

プログラミング教育を通じ
て、児童がおのずとプログラ
ミング言語を覚えたり、プロ
グラミングの技能を習得した
りすることは考えられるが、
それ自体を、ねらいとはしない。

「学びに向かう力、人間性等」
コンピュータの働きを、よりよ
い人生や社会づくりに生かそう
とする態度

（2）　中学校のプログラミング教育
　各教科等の特性を生かし、教科横断的な視点から教育課程の編成を図るとともに、技術・家庭（技
術分野）の内容「D 情報の技術」において指導することになっています。
　技術・家庭（技術分野）では、小学校において育成された資質・能力を土台に、以下の学習を
充実させます。

・生活や社会を支える情報の技術や、その技術に込められた問題解決の工夫
・ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングや、計測・制御の
　プログラミングによる課題の解決

各校に整備されているプログラミング教育に関する教材
　・（小学校）LEGO　WeDo　電気の利用セット　各学校に、クラスあたり２人で１台使える程度の台数
　・（小中学校）micro:bit　　各学校に、クラスあたり１人１台使える程度の台数
教育研究所で貸し出すことができるプログラミング教育に関する教材
　・LEGO　WeDo　電気の利用セット　２４台
　・micro:bit　４０台　　貸し出しの希望がある場合は、教育研究所までご連絡ください。

教育研究所から発行されているプログラミング教育参考資料
　・研究報告書１７５号「日立市の小学校プログラミング教育～Let’ｓ PROGRAMMING for Hitachi kids! ～」
　・研究報告書１７７号「日立市の小学校プログラミング教育２０２０」

各教科等の内容を指導する中で実施する場合には、

★　適切なカリキュラム・マネジメントによるプログラミング教育の実施が必要です。

Ⅲ

学
力
向
上
に
向
け
て
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Ⅳ  生徒指導（いじめ・不登校・虐待対策・道徳）Ⅳ  生徒指導（いじめ・不登校・虐待対策・道徳）

【児童生徒の視点に立った生徒指導】“させる指導”から“支える指導”へ

１　児童生徒の自己指導能力の獲得を支える生徒指導と授業づくり

チーム学校として、一人一人の児童生徒に対して、
一貫性のある生徒指導を行うことが大切です！

一人一人の児童生徒の人
格を尊重し、多様な社会
的資質・能力を獲得する 

よりよい人間関係を形成
し、有意義で充実した学
校生活になる 

現在及び将来における自
己実現を図るための自己
指導能力を身に付ける 

引用・参考文献：「生徒指導提要」（令和４年12月）　文部科学省

※この場合の児童とは、18歳未満の全ての者を指します。

【生徒指導の実践上の視点】 「授業づくり」

・「自分も一人の人間として大切にされている」とい
う自己存在感を、児童生徒が実感することが大切

・自己肯定感：ありのままの自分を肯定的に捉える
・自己有用感：他者のために役立った、認められた

・学習の状況に基づく「指導の個別化」や児童生
徒の興味・関心等に応じた「学習の個性化」に
より個別最適な学びを実現する授業改善

・分かりやすい授業、誰もが出番のある全員参加
の授業（授業へ参加できたことやよりよい考えを
もつことができた実感をもたせる）

○自己存在感の感受

・失敗を恐れない、間違いやできないことを笑わな
い、むしろ、なぜそう思ったのか、どうすればで
きるようになるのかを皆で考える支持的で創造的
な学級づくり

・お互いを認め合い・励まし合い・支え合える学習
集団づくり　※お互いに関心を抱き合う授業

・一人一人の反応やつぶやき、誤答を大事にし、そ
れらを生かして学びを深めていく授業

・学び方のよさを価値付け、全体に広げる授業

○共感的な人間関係の育成

・授業場面で自らの意見を述べる、観察・実験・調
べ学習等を通じて自己の仮説を検証してレポート
する等、自ら考え、選択し、決定する、あるいは発
表する、制作する等の体験が何より重要

・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた
授業改善

・児童生徒から問いや思い・願い・やってみたいこ
とを引き出し、自分（たち）で決めさせることで、
必要感と責任感を伴わせる授業

○自己決定の場の提供

・お互いの個性や多様性を認め合い、安心して授
業や学校生活が送れるような風土を、教職員の
支援の下で、児童生徒自らが作り上げるようにす
ることが大切　※誰一人取り残さない生徒指導

・児童生徒の個性が尊重され、安全かつ安心して
学習ができるように配慮された授業

・児童生徒にとって安全・安心な居場所づくりへと
つながる児童生徒が規範意識を身に付けることを
意識した授業

○安全・安心な風土の醸成

≪授業はすべての児童生徒を対象とした発達支持的生徒指導の場です≫

〇児童生徒の基本的人権に十分配慮し、一人一人を大切
　にした教育が行われることが求められています。
【四つの原則】
　①児童生徒に対するいかなる差別もしないこと
　②児童生徒にとって最もよいことを第一に考えること
　③児童生徒の命や生存、発達が保障されること
　④児童生徒は自由に自分の意見を表明する権利をもっ
　　ていること

児童の権利に関する条約

　いじめや暴力行為は、児童生
徒の人権を侵害するばかりでなく、
進路や心身に重大な影響を及ぼ
します。教職員は、いじめの深刻
化や自殺の防止を目指す上で、
児童生徒の命を守るという当たり
前の姿勢を貫くことが大切です。

Ⅳ

生
徒
指
導（
い
じ
め
・
不
登
校
・
虐
待
対
策
・
道
徳
）
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Ⅳ  生徒指導（いじめ・不登校・虐待対策・道徳）Ⅳ  生徒指導（いじめ・不登校・虐待対策・道徳）

【児童生徒の視点に立った生徒指導】“させる指導”から“支える指導”へ

１　児童生徒の自己指導能力の獲得を支える生徒指導と授業づくり

チーム学校として、一人一人の児童生徒に対して、
一貫性のある生徒指導を行うことが大切です！

一人一人の児童生徒の人
格を尊重し、多様な社会
的資質・能力を獲得する 

よりよい人間関係を形成
し、有意義で充実した学
校生活になる 

現在及び将来における自
己実現を図るための自己
指導能力を身に付ける 

引用・参考文献：「生徒指導提要」（令和４年12月）　文部科学省

※この場合の児童とは、18歳未満の全ての者を指します。

【生徒指導の実践上の視点】 「授業づくり」

・「自分も一人の人間として大切にされている」とい
う自己存在感を、児童生徒が実感することが大切

・自己肯定感：ありのままの自分を肯定的に捉える
・自己有用感：他者のために役立った、認められた

・学習の状況に基づく「指導の個別化」や児童生
徒の興味・関心等に応じた「学習の個性化」に
より個別最適な学びを実現する授業改善

・分かりやすい授業、誰もが出番のある全員参加
の授業（授業へ参加できたことやよりよい考えを
もつことができた実感をもたせる）

○自己存在感の感受

・失敗を恐れない、間違いやできないことを笑わな
い、むしろ、なぜそう思ったのか、どうすればで
きるようになるのかを皆で考える支持的で創造的
な学級づくり

・お互いを認め合い・励まし合い・支え合える学習
集団づくり　※お互いに関心を抱き合う授業

・一人一人の反応やつぶやき、誤答を大事にし、そ
れらを生かして学びを深めていく授業

・学び方のよさを価値付け、全体に広げる授業

○共感的な人間関係の育成

・授業場面で自らの意見を述べる、観察・実験・調
べ学習等を通じて自己の仮説を検証してレポート
する等、自ら考え、選択し、決定する、あるいは発
表する、制作する等の体験が何より重要

・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた
授業改善

・児童生徒から問いや思い・願い・やってみたいこ
とを引き出し、自分（たち）で決めさせることで、
必要感と責任感を伴わせる授業

○自己決定の場の提供

・お互いの個性や多様性を認め合い、安心して授
業や学校生活が送れるような風土を、教職員の
支援の下で、児童生徒自らが作り上げるようにす
ることが大切　※誰一人取り残さない生徒指導

・児童生徒の個性が尊重され、安全かつ安心して
学習ができるように配慮された授業

・児童生徒にとって安全・安心な居場所づくりへと
つながる児童生徒が規範意識を身に付けることを
意識した授業

○安全・安心な風土の醸成

≪授業はすべての児童生徒を対象とした発達支持的生徒指導の場です≫

〇児童生徒の基本的人権に十分配慮し、一人一人を大切
　にした教育が行われることが求められています。
【四つの原則】
　①児童生徒に対するいかなる差別もしないこと
　②児童生徒にとって最もよいことを第一に考えること
　③児童生徒の命や生存、発達が保障されること
　④児童生徒は自由に自分の意見を表明する権利をもっ
　　ていること

児童の権利に関する条約

　いじめや暴力行為は、児童生
徒の人権を侵害するばかりでなく、
進路や心身に重大な影響を及ぼ
します。教職員は、いじめの深刻
化や自殺の防止を目指す上で、
児童生徒の命を守るという当たり
前の姿勢を貫くことが大切です。

引用・参考文献：「生徒指導提要」（令和４年12月）　文部科学省

【生徒指導の構造】時間軸に
着目すると

課題性と対応の
種類から分類する

生徒指導の 
重層的支援構造

＜低い＞

＜高い＞

 【課題発生前】

常態的
先行的

（プロアクティブ）

【課題発生後】

即応的
継続的

（リアクティブ）

〖２軸〖２軸〖２軸 ３類３類３類 ４層４層４層 構造〗構造〗構造〗

　児童生徒がＳＯＳを出しやすい環境をつくることにより、いじめに関する悩みやストレス
を抱えた児童生徒の思い等を、より適時に受け止められるようにし、早期対応につなげるこ
とが大切です。「ＳＯＳの出し方に関する教育」を少なくとも年１回実施し相談体制の充実に
努めることが、学校に求められています。

～日常の様々な働きかけの中でも生徒指導の観点をもちましょう～
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の声かけ、授業、行事等を通じて、自己理解力、コミュニケーション力、共感性を育む社
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徒に対して組織的に対応。関係機
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課題予防的生徒指導
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【学級満足度尺度】 ＜親和性のある学級づくりのための条件＞

・いじめや悪ふざけ
を受けているかも
・トラブルになって
いる可能性がある

【侵害行為認知群】
・学校生活を意欲
的に送っている
・自分の居場所が
ある

【学級生活満足群】

・いじめや悪ふざけ
深刻（可能性大）
・不安傾向　大

【学級生活不満足群】
・認められること
が少ない

【非承認群】

・SCの積極的な活用
・継続的な個別支援

【要支援群】
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　学級の児童生徒
全員にルールが理
解され、定着する
ように、一貫した
指導を行うことが
大切です。

　お互いに構えのない人
間関係を学級の中に築く
ことができるように、日
常生活におけるきめ細や
かな指導や配慮を行うこ
とが必要です。

満 

足

不 

満

不 安 安 心

発達支持的生徒指導

課題未然防止教育

課題予防的生徒指導
課題早期発見対応

困難課題対応的生徒指導

課
題
性

全ての児童生徒が自発的・主体的に自らを発達させる過程を支えるという視点が大切

ＷＥＢＱＵの活用

ＳＯＳの出し方に関する教育
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学校の組織的な体制

・「いじめ防止対策推進法」
第22条に基づいた「学校
いじめ対策組織」等の確
実な設置と運用

・「学校いじめ防止基本方
針」の定期的な見直しと、
ホームページでの公表

・担任、学年主任、生徒指
導主事等から管理職への
速やかな報告・連絡・相談・
確認と時系列に沿った記
録の蓄積

児童生徒への対応

・複数の職員による実態把握
・被害児童生徒の保護と心の
ケア、支援案の提示と確認

・加害児童生徒への指導・
援助

・関係機関との適切な連携

※いじめの解消の目安
①いじめが止んで３か月が
経過していること　

②被害児童生徒が心身の苦
痛を感じていないこと

被害・加害保護者への対応

・情報収集を確実に行い、で
きる限り直接会って客観的
な事実関係を正確に伝える

・「学校いじめ防止基本方針」
に基づいた具体的な対策を
保護者に提示し確認する

・保護者と学校が連携して
支援・指導を継続してい
くことを確認する

・保護者へ、対応の経過や
結果を丁寧に伝える

２　いじめの早期発見・早期対応・解決に向けた支援 重点項目1

すべての子どもが、被害者にも、加害者にも、傍観者にもならないために

 
 
積極的にいじめを認知し、解決を図る
・いじめに気付くネットワークを拡げる
　（家庭や地域、関係機関と連携）
・小さなサインを見逃さない
　一人で判断しない（組織へ報告）

 

  
 
いじめは見ようとしなければ見えない

いじめを見逃さない姿勢 

いじめを生まない学級、学校づくり
・わかる、できる喜びを感じる授業
・一人一人を認め、生かす体験活動
・保護者、地域との協力体制

いじめの未然防止 

いじめの早期発見
  

児童生徒一人一人の居場所の保障と楽しく生活できる魅力ある学校

・日常の観察と記録の積み重ね
　※『いばらき「心の健康観察」』等の活用
・アンケート調査（迅速な内容確認と対応）
・校内の見回りや相談体制の充実

１．「生命心身財産重大事態」【いじめ防止対策推進法第28条1項第1号】
　→いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
　　　①児童生徒が自殺を企図した場合（軽傷で済んだものも含む。）
　　　②心身に重大な被害を負った場合
　　　　・リストカット等の自傷行為を行った。　　・暴行を受け、骨折した。（歯が折れた。）
　　　　・カッターで刺されそうになった。　　　　・心的外傷後ストレス障害と診断された。
　　　　・わいせつな画像や顔写真を加工した画像をインターネット上で拡散された。
　　　③金品等に重大な被害を被った場合
　　　　・複数の生徒から金銭を強要され、総額1万円を渡した。
　　　④いじめにより転学等を余儀なくされた場合

２．「不登校重大事態」【いじめ防止対策推進法第28条1項第２号】
　→いじめにより児童等が相当の期間（年間30日が目安）学校を欠席することを余儀なくされている疑

いがあると認めるとき。
　　※欠席の原因がいじめ（疑いを含む）と認知した段階で速やかに日立市教育委員会へ報告！！

いじめの重大事態とは

引用・参考文献：「生徒指導提要」（令和４年12月）　文部科学省
　　　　　　　　いじめの重大事態対応マニュアル（平成31年1月）茨城県教育委員会

方針を決め組織的かつ継続的に対応する
・いじめ防止基本方針の共通理解
・複数の教員による事実確認と情報収集
・継続的な支援と指導、経過観察
・加害児童生徒への成長支援という視点

いじめ解決への対応

いじめの解消は保護者にも確認を!!
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学校の組織的な体制

・「いじめ防止対策推進法」
第22条に基づいた「学校
いじめ対策組織」等の確
実な設置と運用

・「学校いじめ防止基本方
針」の定期的な見直しと、
ホームページでの公表

・担任、学年主任、生徒指
導主事等から管理職への
速やかな報告・連絡・相談・
確認と時系列に沿った記
録の蓄積

児童生徒への対応

・複数の職員による実態把握
・被害児童生徒の保護と心の
ケア、支援案の提示と確認

・加害児童生徒への指導・
援助

・関係機関との適切な連携

※いじめの解消の目安
①いじめが止んで３か月が
経過していること　

②被害児童生徒が心身の苦
痛を感じていないこと

被害・加害保護者への対応

・情報収集を確実に行い、で
きる限り直接会って客観的
な事実関係を正確に伝える

・「学校いじめ防止基本方針」
に基づいた具体的な対策を
保護者に提示し確認する

・保護者と学校が連携して
支援・指導を継続してい
くことを確認する

・保護者へ、対応の経過や
結果を丁寧に伝える

２　いじめの早期発見・早期対応・解決に向けた支援 重点項目1

すべての子どもが、被害者にも、加害者にも、傍観者にもならないために

 
 
積極的にいじめを認知し、解決を図る
・いじめに気付くネットワークを拡げる
　（家庭や地域、関係機関と連携）
・小さなサインを見逃さない
　一人で判断しない（組織へ報告）

 

  
 
いじめは見ようとしなければ見えない

いじめを見逃さない姿勢 

いじめを生まない学級、学校づくり
・わかる、できる喜びを感じる授業
・一人一人を認め、生かす体験活動
・保護者、地域との協力体制

いじめの未然防止 

いじめの早期発見
  

児童生徒一人一人の居場所の保障と楽しく生活できる魅力ある学校

・日常の観察と記録の積み重ね
　※『いばらき「心の健康観察」』等の活用
・アンケート調査（迅速な内容確認と対応）
・校内の見回りや相談体制の充実

１．「生命心身財産重大事態」【いじめ防止対策推進法第28条1項第1号】
　→いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
　　　①児童生徒が自殺を企図した場合（軽傷で済んだものも含む。）
　　　②心身に重大な被害を負った場合
　　　　・リストカット等の自傷行為を行った。　　・暴行を受け、骨折した。（歯が折れた。）
　　　　・カッターで刺されそうになった。　　　　・心的外傷後ストレス障害と診断された。
　　　　・わいせつな画像や顔写真を加工した画像をインターネット上で拡散された。
　　　③金品等に重大な被害を被った場合
　　　　・複数の生徒から金銭を強要され、総額1万円を渡した。
　　　④いじめにより転学等を余儀なくされた場合

２．「不登校重大事態」【いじめ防止対策推進法第28条1項第２号】
　→いじめにより児童等が相当の期間（年間30日が目安）学校を欠席することを余儀なくされている疑

いがあると認めるとき。
　　※欠席の原因がいじめ（疑いを含む）と認知した段階で速やかに日立市教育委員会へ報告！！

いじめの重大事態とは

引用・参考文献：「生徒指導提要」（令和４年12月）　文部科学省
　　　　　　　　いじめの重大事態対応マニュアル（平成31年1月）茨城県教育委員会

方針を決め組織的かつ継続的に対応する
・いじめ防止基本方針の共通理解
・複数の教員による事実確認と情報収集
・継続的な支援と指導、経過観察
・加害児童生徒への成長支援という視点

いじめ解決への対応

いじめの解消は保護者にも確認を!!

３　新たな不登校を生まない支援、社会的自立に向けた支援 重点項目2

１　未然防止
（1）教育活動全体を通して、「すべての子どもたちにとって魅力のある学校」をつくる
　・居場所づくりと絆づくり　（参考　生徒指導リーフ）
　・「わかる・できる」喜びが実感できる授業づくり（１時間完結型授業）
　・称賛の場を増やす　　　自己有用感の高まりを意識した取組
　・児童生徒にとって相談しやすい環境づくり（ＳＯＳの出し方）
（2）子どもの発するサインを見逃さない組織的な体制づくり
　・一人一人に毎日声をかけ、日常の様子から児童生徒の状態を把握
　　※1人1台端末を活用した『いばらき「心の健康観察」』の活用
　・多様な背景を持つ児童生徒の把握
　　→「発達障害・精神疾患・健康課題・支援を要する家庭状況（ヤングケアラー等）」
　・WEBＱＵの活用（要支援群の児童生徒への個別支援）
（3）児童生徒理解・教育支援シート等を活用した適切で課題予防的な支援
　・相互コンサルテーションの実施と支援シート等を活用したケース会議の開催

２　早期対応
（1）学年での対応・生徒指導主事との連携・管理職への報告 
　 □報告・連絡・相談・確認（担任だけで悩まない）
　 □学年主任や生徒指導主事と連携した家庭訪問や電話連絡

３　社会的自立に向けた支援
（1）定期的な家庭訪問、電話連絡やオンラインによる本人、保護者とのつながり
　「傷ついた自己肯定感の回復」「コミュニケーション力やソーシャルスキルを身に付ける」
　「人に上手にＳＯＳを出せるようになる」等を身近で支える
（2）多様な学びの機会の提供
　・オンラインでの支援…タブレット端末による双方向型の授業、授業視聴、学習支援
　　ソフトを活用した学習等　※指導要録上の出席扱いの積極的な検討
　・ちゃれんじくらぶ（適応指導教室）やフリースクールの検討　
（3）受け入れ体制づくり
　・学級の雰囲気づくり
　・別室登校（校内フリースクール）や放課後登校等、様々な支援方法の検討

 不登校の　前兆かも？

不
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を
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な
い
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校
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の
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の
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（2）個別支援の開始
　 □気になることはまず、報告（学年主任、生徒指導主事→管理職への報告）
　 □養護教諭や不登校担当教員、教育相談員、ＳＣと相談
（3）校内チーム支援の開始（長期的目標と短期的目標の設定）
　 □学年会や生徒指導部員会での情報共有と支援方針の検討
　 □ケース会議（担任、学年主任、ＳＣ、生徒指導主事、教頭、校長など）
　　 ※多様な背景を持つ児童生徒への適切な教育機会の確保と関係機関との連携
　 □家庭に支援方針を伝達（保護者と不登校支援の協力者としての関係を築く）

【学校では…】
□保健室の利用が増えた □遅刻や早退が増えた
□授業に集中しなくなった □忘れ物が多くなるなど無気力になった
□宿題をしなくなり成績が下がった □友人と遊ばなくなり休み時間孤立している
□認められないと不機嫌になった □連続的に欠席をすることが多くなった
□理由をつけて部活動や学校行事を休む □休み明けの欠席が多くなった
【家庭では…】
□起きるのが遅くなった □登校時刻になるとよくトイレに行く
□支度に時間がかかる □頭痛や腹痛（下痢や吐き気）が多くなった
□学校や勉強のことを言うと不機嫌になる □家であまり口をきかなくなった
□偏食が多くなった □他人を必要以上に気にするようになった

引用・参考文献：「生徒指導提要」（令和４年12月）　文部科学省
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教育相談体制の充実
・SCや市教育相談員
等の効果的な活用

・相談窓口の周知
  （校内オンライン相
談窓口）

相談・指導
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重点項目3

＜学校が通告を判断するに
当たってのポイント＞

①確証がなくても通告する
こと（誤りであったとし
ても責任は問われない）

②虐待の有無を判断するの
は児童相談所等の専門機
関であること

③保護者との関係よりも子
どもの安全を優先するこ
と

④通告は守秘義務違反に当
たらないこと

学校における早期発見
　・日常の観察による子ども、保護者、家庭状況の把握
　・健康診断、水泳指導
　・教育相談、アンケートなど
　　→子ども・保護者・状況について違和感あり
　　→虐待サイン発見のチェックリストに複数該当

チームとしての対応、早期対応（情報収集・共有、対応検討）
（メンバー）管理職、生徒指導主事、養護教諭、学級担任、学年主任、
　　　　　スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等

・本人（子ども、保護者）からの訴え
・前在籍校　　・学校医や学校歯科医
・他の保護者　・放課後児童クラブ等

直ちに管理職へ報告・相談

発生予防等
　・子どもや保護者への相談窓口の周知、相談対応
　・児童虐待未然防止のための教育、啓発活動
　・研修の実施、充実
　・日頃からの家庭との良好な関係の構築

引用・参考文献：「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」（令和２年６月改訂版）文部科学省

通告

日立児童相談所　
☎ 0294-22-0294

児童相談所全国共通ダイヤル
☎ 189（いちはやく）

市子育て支援課

（家庭児童相談室）

☎ 050-5528-5071

警察　☎ 110

通告 通報

安全確認、情報収集、調査

（必要に応じて）一時保護

調査継続

援助方針の決定

（必要に応じて）施設入所

在宅での支援（登校）

児
童
相
談
所
や
市
町
村
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役
割
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校
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ず
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に
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員
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☎22-3111 

４　学校における虐待対応の流れ　～通告・通報まで～

軽微なケース
右の①～④に
該当しないが、
虐待かどうか
判断が難しい
場合

　　　　　　　　　　　　重篤なケース
① 身体的虐待（打撲傷、あざ（内出血）、骨折、刺傷、やけど等）が疑われる場合
② ネグレクト（栄養失調、医療放棄等）があると疑われる場合
③ 性的虐待が疑われる場合
④ 子どもが帰りたくないと言った場合
　（子ども自身が保護・救済を求めている場合）

虐待が疑われる場合

緊急性・危険性が高いと考えられる場合
　　命の危険がある！
　　一刻を争う！

いじめの早期発見のための 虐待の早期発見のための
チェックリスト

時 間

場 面 チェックリスト

登 校 時
朝 の 会

授 業 中

休み時間

給 食 時

健康
診断

※　これらは、いじめ・虐待が疑われる場合の「サイン」の一例です。この他にも様々な「サイン」
　があることを認識しておく必要があります。　　

保
護
者
と
の
関
わ
り
の
中
で

そ
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
他

□遅刻・欠席が多くなる
□表情がさえず、目を合わせない
□出席確認の声が小さい、返事をしない
□頭痛、腹痛などを頻繁に訴える

□傷跡やあざ、やけどの跡などが見られる
□過度に緊張し、教員と視線が合わせられ
　ない
□季節にそぐわない服装をしている

□衣服を脱ぐことに過剰な不安を見せる
□説明がつかないけが、やけど、出血斑（痕
跡を含む）が見られる

□不自然な体重の減少が見られる

□子どもとのかかわり方に不自然なところ
が見られる

□子どもが夜遅くまで外で遊んでいたり徘
徊したりしているのを黙認している

□欠席が続き、訪問しても子どもに会わせ
ようとしない

□家庭訪問や担任との面談を拒否する
□連絡帳への返事がなく、学校からの電話
には出ない

□子どもの健康状態に関心が低く、受診や
入院の勧めを拒否する

□握手など身体的接触に対して過度に反応
する

□他の人を執拗に責める
□教員等の顔色をうかがったり、接触を避
けようとしたりする 

□用事がなくても教員のそばに近づいてこ
ようとする

□集団から離れていることが多い
□食べ物への執着が強く、過度に食べる
□極端な食欲不振が見られる
□なにかと理由をつけてなかなか家に帰り
たがらない

□学習意欲が低下し、忘れ物が増える
□グループ分けで孤立しがちである
□ノートの文字が雑、またはとらない
□集中してボールを当てられる
□仲良しでもない者とトイレに行く
□一人でいることが多い
□職員室へ来ることが多い
□保健室へよく行くようになる
□給食の配膳量が少ない、あるいは多い
□配膳すると嫌がられる
□好きなものを譲る
□机を離される

□清掃用具等の片付けを、毎回一人でし
ている

□帰りの会後急いで教室を出る
□言葉づかいが投げやりな感じになる
□活気がなく、おどおどした感じになる
□暗くさえない表情をする
□視線を合わせない
□独り言が多い
□周囲を非常に気にする 
□持ち物が壊される
□刃物などの危険物を所持する
□教室の壁、掲示物などに落書きがある
□提出物の提出が遅れるあるいはなくす
□作文や絵画などに気にかかる表現や描
写が表れる

□部活動を休みがちになる

いじめ・虐待の早期発見のためのチェックリスト チェックした日付

／ ／ ／
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　・日頃からの家庭との良好な関係の構築
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★日立市としての重点事項★
（1）学級全体で「考え、議論する」ための発問の工夫　  （2）振り返りができる「構造的な板書」の工夫

５　道徳教育の充実 重点項目4

（1）学級全体で「考え、議論する」ための発問の工夫

（2）振り返りができる「構造的な板書」の工夫

【こんな発問を目指しましょう。】
 ○　考えたくなる、考えざるをえない発問
 ○　自問・内省できるような発問
 ○　他の人の考えを聴きたくなるような発問
 ○　自己の生き方や人間としての生き方に
 　ついて深く考えさせられる発問
 ○　今までに考えたことのないようなことや
 　観点から考えようとする発問

【「考え、議論する」きっかけとなる「問い返し」（補助発問）の例】
○　意図的にゆさぶる発問　　　　○　発言の根拠を問う発問　　　　　○　考えを整理する発問

〇　考えを深める発問　　　　　　〇　考えを広げる発問　等

読み物教材において、自己の生き方や人間としての　
生き方について深く考えさせる発問例

【「あなたなら、どうしますか？」という発問の使い方】

【板書例】　　　　　　　　　　　　　　　※縦書きでも横書きでも、授業者が明確な意図をもつ。

素直に本音を出せなくなってしまう可能性がある。

教材やねらい、実態に応じて
教師が発問を使い分けていく
ことが大切です。

～のとき、（登場人物）さんは、どんな
気持ちで（行動）したのでしょうか？

〇〇って本当かな？

詳しく話してみて みんなはどう思う？

どうしてそう思ったの？ 〇〇ってどんなことだろう？

 →登場人物の立場に、自らの体験から
　 共感することで、自分の気持ちに深
　 く向き合う（自我関与）。

こんなこと言ったら笑われるかも。

こんなこと言ったら、叱られるかな。

だ
い
〇
か
い
　
ど
う
と
く

授業の中心部分（ねらい、中心発
問等）が強調されている板書

教材の理解を促す図や写真
が使われている板書

思考の流れを可視化できるよ
うな対比的・構造的な板書
（枠・記号・ネームプレート
・ＩＣＴ機器などの活用）

児童生徒の発言の
内容の要点が整理
して書かれている
板書

【
成
沢
小

　青
山
久
留
美
先
生
よ
り
提
供
】

児童生徒の反応を予想し
て、様々なパターンの「問
い返し」を用意しておき
ましょう。

道徳的価値についての理解を基に、自己を見つめ物事を
（広い視野から）多面的・多角的に考える授業を目指して
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教師が発問を使い分けていく
ことが大切です。

～のとき、（登場人物）さんは、どんな
気持ちで（行動）したのでしょうか？

〇〇って本当かな？
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 →登場人物の立場に、自らの体験から
　 共感することで、自分の気持ちに深
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こんなこと言ったら笑われるかも。
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道徳的価値についての理解を基に、自己を見つめ物事を
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参考資料：「令和５年度道徳教育パワーアップ研究協議会」講話資料
　　　　　「令和４年度道徳教育推進研修（第２回）」浅見哲也調査官　講義資料
　　　　　リーフレット「特別の教科　道徳」全面実施に向けて（平成29年３月）茨城県教育委員会

（3）道徳の授業づくり

１　道徳科の授業とはどんなもの？
　小学校１年生から中学校３年生までの義務教育の９年間で、ＡからＤの22の内容項目を手掛かりと
して、継続的に道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てることで道徳性を養い、よりよい生き
方ができる子どもを育てる。

２　道徳科の学習指導過程の例

段階

導入 ・実態や問題を知る。 ・道徳的価値について、問題意
　識をもつ。

・道徳的価値の意義を理解し、
　自己の生き方に生かす。

・自分自身との関わりで考える。
・多面的・多角的に考える。
・自己の（人間としての）生き
　方についての考えを深める。

・教材を活用して、道徳的
　価値を理解し、よりよい
　生き方を考える。

・よりよい生き方の実現へ
　の思いや願いを深める。

展開

終末

学習活動・主な発問 指導上の留意点予想される
児童生徒の反応

☆学校の全教育活動を通じて道徳教育を推進するために☆
　■ 教育活動全体で行う道徳教育の目標設定
　■ 道徳教育の目標に向けた重点内容項目の設定
　■ 重点内容項目を指導する機会や時期の設定
　■ 道徳科の授業の年間35（34）単位時間における指導内容の設定

指導方法の
工夫

道徳科の指導方法の工夫
　ア　教材を提示する工夫
　イ　発問の工夫
　ウ　話合いの工夫
　エ　書く活動の工夫
　オ　動作化、役割演技など表現活動の工夫
　カ　板書を生かす工夫
　キ　説話の工夫　等

行動の変容だけでなく、
気持ちの変容を見取る。

・動きや言葉をまねる。
・場面の続きを考えて表現する。
・登場人物の気持ちを想像
　して動きや表情で表現する。

考えを
「示す」

「共有する」
「蓄積する」
場面等で

ＩＣＴ機器の
活用を！

各学校が主体的に設定する
必要があります！

学校長のリーダーシップのもと、道徳教育推進教師を中心に、
全体計画、年間指導計画及び別葉をリニューアルしていきましょう！！

コラム

『お薦めの本について』

　たった今、『日立の学校教育』を読んでいる途中だと
思います。どんな気持ちで、『日立の学校教育』を開い
たのでしょうか。とりあえず、1回は見ておくか…、
とぱらぱらとページをめくっているのか、教材研究に
燃えているのか、対応に困っている児童生徒がいて、
何かヒントがないか探しているのか…、このコラムを
書きながら、様々な先生方の姿を想像しています。
　わたしは、子どもたちの相談を受けるなかで、迷っ
た時に読む本が何冊かあります。自分自身の対応が間
違っていなかったか、ふり返りをするために読む専門
書もありますが、子どもたちの視点で書かれた本や、
面談をした子どもたちにすすめられた本や漫画で、ホッ
としたり、思いがけない気づきがあったりすることも
少なくありません。
　ある時、学校を休みがちな子から、猫が家政婦になっ

てテキパキと家事をこなす漫画をすすめられたことが
ありました。「こういう猫が欲しいの？」と尋ねたら、「こ
んな猫になりたい」と言って、心配してくれている母
親に、何かしてあげたい気持ちを話してくれました。
子どもたちの思いは複雑で、言語化することが難しい
時もありますが、本が本人の思いを代弁してくれるこ
ともあるようです。
　先生も、手に取るとホッとしたり、自分の思いに通
じていたりする本はあるで
しょうか。『日立の学校教
育』もその1冊に入ってい
るでしょうか…。お会いす
る機会があったら、おすす
めの本を教えて頂きたいで
す。

日立市教育委員会委員　　朝日　華子　

コラム
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ＮＩＥ推進員

各校にＮＩＥ推進
員を設け、ＮＩＥを
推進します。
・各校１名の設置

市教育委員会に
よる支援体制
各校のＮＩＥへの
取組方法などにつ
いて支援します。
・NIE通信の発行

・NIE研修会の実施

新聞社との連携

各学校等で新聞
社による出前授業
が開催できます。
・新聞各社の出前授
業

ＮＩＥ事例集の
作成
１年間の取組事例
を集め、事例集を
発行して、活用方
法を共有します。
・令和３・４・５年
度実践事例集

【日立市のＮＩＥ推進体制】 

生きる力 

Newspaper In Education「教育に新聞を」

 
 
  

言語能力 情報活用能力 多様性の受容 郷土愛の育成 

１　新聞を活用して日々の授業を魅力的にするＮＩＥの推進

Ⅴ  各種教育の実践（ひたちらしさを活かした多様な力の育成）Ⅴ  各種教育の実践（ひたちらしさを活かした多様な力の育成）

これからの社会が、どんなに変化して予測困難な時代になっても、
自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、判断して行動する力が必
要です。

学習指導要領に位置付けられている新聞活用 文科省の計画（学校図書館への新聞配備）

学習指導要領において、主体的・対話的で
深い学びの実現に向けた授業改善の一つと
して、「各種の統計資料や新聞、視聴覚教
材や教育機器などの教材・教具の適切な活
用を図ること。」（第１章総則 第３教育課
程の実施と学習評価）を挙げています。

「選挙権年齢の18歳以上への引下げや、成
年年齢の18歳への引下げに伴い、児童生
徒が主体的に主権者として必要な資質・能
力を身につけることの重要性に鑑み、発達
段階に応じた学校図書館への新聞の複数紙
配備を図る。」とあります。

　１つの事象について複数の新聞記事を比較し読み解くことで、現代の子どもたちに必要
な様々な能力を高め、変化の激しい社会を生き抜く力を身に付けさせることができます。

エヌ アイ イー

ＮＩＥの充実で…

新聞購読

各校に新聞を購読
するための支援を
します。
・各校２紙以上の購
読

社会に目を向け、考えるきっかけが生まれます！

多様な文章や資料を読み解く力の向上が期待できます！

メディアリテラシーを高めることにつながります！

新聞を購読していない家庭
が多くなってきているから
こそNIEを積極的に進めま
しょう!!
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ＮＩＥ推進員

各校にＮＩＥ推進
員を設け、ＮＩＥを
推進します。
・各校１名の設置

市教育委員会に
よる支援体制
各校のＮＩＥへの
取組方法などにつ
いて支援します。
・NIE通信の発行

・NIE研修会の実施

新聞社との連携

各学校等で新聞
社による出前授業
が開催できます。
・新聞各社の出前授
業

ＮＩＥ事例集の
作成
１年間の取組事例
を集め、事例集を
発行して、活用方
法を共有します。
・令和３・４・５年
度実践事例集

【日立市のＮＩＥ推進体制】 

生きる力 

Newspaper In Education「教育に新聞を」

 
 
  

言語能力 情報活用能力 多様性の受容 郷土愛の育成 

１　新聞を活用して日々の授業を魅力的にするＮＩＥの推進

Ⅴ  各種教育の実践（ひたちらしさを活かした多様な力の育成）Ⅴ  各種教育の実践（ひたちらしさを活かした多様な力の育成）

これからの社会が、どんなに変化して予測困難な時代になっても、
自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、判断して行動する力が必
要です。

学習指導要領に位置付けられている新聞活用 文科省の計画（学校図書館への新聞配備）

学習指導要領において、主体的・対話的で
深い学びの実現に向けた授業改善の一つと
して、「各種の統計資料や新聞、視聴覚教
材や教育機器などの教材・教具の適切な活
用を図ること。」（第１章総則 第３教育課
程の実施と学習評価）を挙げています。

「選挙権年齢の18歳以上への引下げや、成
年年齢の18歳への引下げに伴い、児童生
徒が主体的に主権者として必要な資質・能
力を身につけることの重要性に鑑み、発達
段階に応じた学校図書館への新聞の複数紙
配備を図る。」とあります。

　１つの事象について複数の新聞記事を比較し読み解くことで、現代の子どもたちに必要
な様々な能力を高め、変化の激しい社会を生き抜く力を身に付けさせることができます。

エヌ アイ イー

ＮＩＥの充実で…

新聞購読

各校に新聞を購読
するための支援を
します。
・各校２紙以上の購
読

社会に目を向け、考えるきっかけが生まれます！

多様な文章や資料を読み解く力の向上が期待できます！

メディアリテラシーを高めることにつながります！

新聞を購読していない家庭
が多くなってきているから
こそNIEを積極的に進めま
しょう!!

社会に目を向け、考えるきっかけが生まれます！

【ＮＩＥへの道標（ＮＩＥの実践例）】
　・ＮＩＥ　教育に新聞をホームページ　https://nie.jp/・日立のＮＩＥ（令和３・４・５年度実践事例集）
　・茨城県ＮＩＥ実践報告書　・ＮＩＥ・学校新聞づくり実践事例集

ＮＩＥコーナーに郷土や国内外
のニュース記事をスクラップして
掲示することで、郷土や社会へ
の興味関心が高まります。

金沢小 大みか小 助川小

久慈小 駒王中 滑川小

豊浦中 河原子中 滑川中

ＮＩＥコーナーの新聞を読み、
教科書で学習していることとニ
ュース記事の関連に気づき、児
童生徒の理解の深まりが期待で
きます。

複数の新聞記事を個人やグルー
プで選択・分類することで、現代
的な諸課題を身近に感じること
ができます。

多様な文章や資料を読み解く力の向上が期待できます！

朝の会等の時間を使って「１分
間スピーチ」を行うことで『文章
を資料と関連付けながら読む
力』を付けることが期待できま
す。

単元のまとめ等で自分の考えを
伝える場と友達の考えを聞き合
う場を設定することで、自分とは
違った考えや自分が知らなかっ
たことなどを知ることができ、学
びが深まります。

新聞のプロによる出前授業と組
み合わせることで、新聞のしくみ
や基本的な読み方などを知り、
文章や資料を読み解く力の向上
が期待できます。

メディアリテラシーを高めることにつながります！

新聞を一面から最終面までめく
り、ざっと俯瞰することで、その日
の出来事を把握し、今まで知ら
なかったことに気付き、視野を広
げることができます。

スクラップを行うことで、どのよう
な記事がいいか、自分が求めて
いる記事はどれかが分かるよう
になり、数多くの情報の中から必
要なものだけを選び取る力が身
に付きます。

読み比べることで同じ出来事で
も新聞によって扱いや書き方が
異なることを知り、社会には多様
な見方・考え方があることを理解
できます。

※参考文献　小学校学習指導要領解説　総則編（平成29年７月）文部科学省
　　　　　　中学校学習指導要領解説　総則編（平成29年７月）文部科学省
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　理数教育の充実に取り組み、科学への興味・関心を深めることで、仮説を立て、観察を行い、
その結果を考えて評価し、まとめて表現する科学的思考力を育成します。

（1）日立理科クラブの活用
　児童生徒の科学への興味・関心を高めるために、各学校で日立理科クラブの専門性の高い
地域人材を活用し、理数教育の充実を図ります。

２　科学的思考力の基礎となる理数教育の充実

理科室のおじさん（科学大好きエキスパート）

【小学校】
１　理科室に駐在（２回程度/週）
２　授業の準備・教材作成
３　授業の補助・実験演示
４　理科室・準備室の整理、器具の修理　等 理科室のおじさんの演示実験

小６算数「立体をつくろう」授業風景

理数アカデミー

【理数に興味・関心のある児童生徒】
１　学年別のハイレベルな授業
２　演習中心で実生活の不思議解明
３　自由研究で研究者体験
４　特別教室や先端研究施設見学等でキャリアアップ等

中３「エネルギーとその移り変わり」授業風景

理科授業支援

【小・中学校】
１　理科授業・科学クラブ支援
２　自作教材による実験・体験
３　教科書の内容や発展的な内容
４　身近な現象や製品を解説　等

１　４月に活用の計画を立てる。
２　支援の申込をする。
　　年度始めに年間を通して申し込む。
　　（支援が必要になった場合は、随時日立理科
　　クラブに直接申し込み可能）
３　申込後、学校と日立理科クラブで実施日や
　具体的な内容等の打合せを行う。
４　授業支援を実施する。

理科授業支援の申込について理科授業支援の申込について

※詳細は４月に各校に発出される通知文で
　ご確認ください。
　教材の貸出も行っています。

〈申込参考例〉
学年

3年

実施月

10/中
～

11月

2月
～
3月

単元、内容

【太陽の光】
光の性質（クイズと実験）
自由時間で光の不思議体験
実験
（親子学習教室としても実施
可能）

【おもちゃショーを開こう】
おもちゃショー（クイズと
実験）
「電気の通り道」、「磁石の不
思議」を含む
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　理数教育の充実に取り組み、科学への興味・関心を深めることで、仮説を立て、観察を行い、
その結果を考えて評価し、まとめて表現する科学的思考力を育成します。

（1）日立理科クラブの活用
　児童生徒の科学への興味・関心を高めるために、各学校で日立理科クラブの専門性の高い
地域人材を活用し、理数教育の充実を図ります。

２　科学的思考力の基礎となる理数教育の充実

理科室のおじさん（科学大好きエキスパート）

【小学校】
１　理科室に駐在（２回程度/週）
２　授業の準備・教材作成
３　授業の補助・実験演示
４　理科室・準備室の整理、器具の修理　等 理科室のおじさんの演示実験

小６算数「立体をつくろう」授業風景

理数アカデミー

【理数に興味・関心のある児童生徒】
１　学年別のハイレベルな授業
２　演習中心で実生活の不思議解明
３　自由研究で研究者体験
４　特別教室や先端研究施設見学等でキャリアアップ等

中３「エネルギーとその移り変わり」授業風景

理科授業支援

【小・中学校】
１　理科授業・科学クラブ支援
２　自作教材による実験・体験
３　教科書の内容や発展的な内容
４　身近な現象や製品を解説　等

１　４月に活用の計画を立てる。
２　支援の申込をする。
　　年度始めに年間を通して申し込む。
　　（支援が必要になった場合は、随時日立理科
　　クラブに直接申し込み可能）
３　申込後、学校と日立理科クラブで実施日や
　具体的な内容等の打合せを行う。
４　授業支援を実施する。

理科授業支援の申込について理科授業支援の申込について

※詳細は４月に各校に発出される通知文で
　ご確認ください。
　教材の貸出も行っています。

〈申込参考例〉
学年

3年

実施月

10/中
～

11月

2月
～
3月

単元、内容

【太陽の光】
光の性質（クイズと実験）
自由時間で光の不思議体験
実験
（親子学習教室としても実施
可能）

【おもちゃショーを開こう】
おもちゃショー（クイズと
実験）
「電気の通り道」、「磁石の不
思議」を含む

（2）科学的な問題解決活動・探究活動の充実
　学習指導要領に基づき、理科のねらいや内容を踏まえるとともに、日立市の自然や施設、
ＩＣＴ、副読本等を活用することで、科学的な問題解決活動・探究活動の充実を図ります。

学校や地域に向けた活動内容

１　科学ふしぎ発見教室
　　　（水ロケット・レーシングカー教室・ドローン教室）
２　モノづくり工房（理科工作・実験）　等

水ロケット大会　ロケット発射風景

日立理科クラブ通信

日立理科クラブの活動内容を紹介しています。
　例　：　理数アカデミー 算数・数学クラス、理科クラス
　　　　　各学校での授業支援、理科室のおじさんを訪ねて

※C4thの連絡掲示板にアップしています。ご覧ください。

問題解決の力・科学的に探究する力の育成を意識した授業展開の工夫
　１　問いを見いだすことから始める
　　　・自然の事物・現象に関わり、素朴な「疑問」を出す。
　　　・「疑問」を、観察や実験によって解決可能な具体的な
　　　　「問い」に作り直す。

　２　観察、実験の充実を図る
　　　・日常生活や社会との関連を重視した指導をする。
　　　・１人１台端末を効果的に活用した観察、実験の工夫をする。
　　　※事故防止の徹底（予備実験の実施、保護メガネの着用等）
　　　　　参考「理科の授業におけるヒヤリハット体験事例について」令和５年７月７日付け事務連絡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （日立理科クラブ「理科室のおじさん」研修会より）

　３　ＩＣＴを道具として活用する
　　　「観察、実験の代替」としてではなく、理科学習の一層の充実を図るための有用
　　　な道具として活用する
　　　※理科デジタル教材（ＵＳＢメモリー）
　　　　　参考「小学４・５・６年生向け理科デジタル教材の送付について」
　　　　　　　　令和５年10月２日付け事務連絡（日立理科クラブより）

理科副読本「日立の自然と科学　わくわくサイエンス」
　日立市でみられる動植物など、理科を学習する小学３年生から
使える観察・実験に役立つ資料です。

星空学習
　日立シビックセンター天球劇場のプラネタリウムを利用して、
小学４年生が星空や天体の様子や動きを観察し月や星座などへ
の理解を深めることができます。

直接体験が
基本

※参考資料　小学校学習指導要領解説　理科編（平成29年７月）文部科学省
　　　　　　中学校学習指導要領解説　理科編（平成29年７月）文部科学省
　　　　　　各教科等の指導におけるＩＣＴの効果的な活用について（令和２年９月）文部科学省
　　　　　　ＮＰＯ法人日立理科クラブ10年の歩み　2019年６月改訂

Ⅴ

各
種
教
育
の
実
践
（
ひ
た
ち
ら
し
さ
を
活
か
し
た
多
様
な
力
の
育
成
）

− 27 −



次世代を担うグローバル人材の育成
　小中（高）の学びを円滑に接続させ、「英語を使って何ができる
ようになるか」という観点での教育を実施していきます。

　園や特別支援学校にも、各園・各校の希望に合わせて、年２～３回
ＡＬＴを派遣しています。

３　思いを伝え合う英語教育の推進

学　　年 目指す児童生徒の姿（ＣＡＮ－ＤＯリスト形式で）
※指導の留意点目　　標

３・４年

５・６年

英語に触れたり親
しんだりする
（ＡＬＴ活用：
　朝の会等で
　15分×９回）

・あいさつや歌、絵本の読み聞かせ等で、英語特
有の音やリズムに親しんでいる。

・ネイティブの発音や発話を真似ようとする。
・いろいろな国の人に興味をもち、主体的にコミュ
ニケーションを図ろうとする。

・アルファベットの音に親しみ、文字と音を関連
づけてとらえようとする。

・自分のことや身の回りの物について、身振りや
表情、ジェスチャーなどを交えながら、簡単な
語句や基本的な表現を用いて、自分の考えや気
持ちなどを伝え合おうとする。

・ＡＬＴを通して言語やその背景にある文化に対
する理解を深め、相手に配慮しながら、コミュ
ニケーションを図ろうとする。

・日常生活に関する身近で簡単な事柄について、簡
単な語句や基本的な表現を用いて自分の考えや気
持ちなどを話したり、伝え合ったりすることができる。

・大文字、小文字を４線上に正確に書くことができる。
また、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基
本的な表現を読んだり、書き写したりすることがで
きる。

・ＡＬＴを通して外国語の背景にある文化に対する理
解を深め、他者に配慮しながら、コミュニケーショ
ンを図ろうとする。

コミュニケーション
を図る素地となる
資質・能力を育成
する

（ＡＬＴ活用

：年間35時間）

コミュニケーション
を図る基礎となる
資質・能力を育成
する

（ＡＬＴ活用

：年間70時間）

小中連携
・情報交換（授業参観等）
・交流（研究協議等）
・連携したカリキュラムや学習到達目標の設定

【言語活動例 Small Talk】身近な話題について英語でやり取り
５年生は教師と児童のやりとり、6年生は児童同士のやり
とりが中心
・中間指導（言語活動の間の確認・指導）を行い、「英語
使用の正確さ（言語面）」と「表現内容の適切さ（内容面）」
を指導します。

【小学校】

日立市独自
１・２年

Hi !
How are

you ?

英語で遊べたよ。

英語で話すのは
楽しいな。

英語で話したり聞いたり
するって楽しいな。
もっと英語でいろいろな
ことを伝えたいな。

Hello

自分の考えや気持ちなどを簡単な英語で伝えたり、相手の考えや気持ちを理解して受け答え
したりする言語活動を授業に取り入れ、主体的なコミュニケーション力の育成を目指す。
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次世代を担うグローバル人材の育成
　小中（高）の学びを円滑に接続させ、「英語を使って何ができる
ようになるか」という観点での教育を実施していきます。

　園や特別支援学校にも、各園・各校の希望に合わせて、年２～３回
ＡＬＴを派遣しています。

３　思いを伝え合う英語教育の推進

学　　年 目指す児童生徒の姿（ＣＡＮ－ＤＯリスト形式で）
※指導の留意点目　　標

３・４年

５・６年

英語に触れたり親
しんだりする
（ＡＬＴ活用：
　朝の会等で
　15分×９回）

・あいさつや歌、絵本の読み聞かせ等で、英語特
有の音やリズムに親しんでいる。

・ネイティブの発音や発話を真似ようとする。
・いろいろな国の人に興味をもち、主体的にコミュ
ニケーションを図ろうとする。

・アルファベットの音に親しみ、文字と音を関連
づけてとらえようとする。

・自分のことや身の回りの物について、身振りや
表情、ジェスチャーなどを交えながら、簡単な
語句や基本的な表現を用いて、自分の考えや気
持ちなどを伝え合おうとする。

・ＡＬＴを通して言語やその背景にある文化に対
する理解を深め、相手に配慮しながら、コミュ
ニケーションを図ろうとする。

・日常生活に関する身近で簡単な事柄について、簡
単な語句や基本的な表現を用いて自分の考えや気
持ちなどを話したり、伝え合ったりすることができる。
・大文字、小文字を４線上に正確に書くことができる。
また、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基
本的な表現を読んだり、書き写したりすることがで
きる。

・ＡＬＴを通して外国語の背景にある文化に対する理
解を深め、他者に配慮しながら、コミュニケーショ
ンを図ろうとする。

コミュニケーション
を図る素地となる
資質・能力を育成
する

（ＡＬＴ活用

：年間35時間）

コミュニケーション
を図る基礎となる
資質・能力を育成
する

（ＡＬＴ活用

：年間70時間）

小中連携
・情報交換（授業参観等）
・交流（研究協議等）
・連携したカリキュラムや学習到達目標の設定

【言語活動例 Small Talk】身近な話題について英語でやり取り
５年生は教師と児童のやりとり、6年生は児童同士のやり
とりが中心
・中間指導（言語活動の間の確認・指導）を行い、「英語
使用の正確さ（言語面）」と「表現内容の適切さ（内容面）」
を指導します。

【小学校】

日立市独自
１・２年

Hi !
How are

you ?

英語で遊べたよ。

英語で話すのは
楽しいな。

英語で話したり聞いたり
するって楽しいな。
もっと英語でいろいろな
ことを伝えたいな。

Hello

自分の考えや気持ちなどを簡単な英語で伝えたり、相手の考えや気持ちを理解して受け答え
したりする言語活動を授業に取り入れ、主体的なコミュニケーション力の育成を目指す。

互いの考えや気持ち、情報などを英語で伝え合う対話的な言語活動を重視
目的や場面、状況を工夫して設定し、英語を使用する必然性のある授業へ！

自分や友達の関
心のある事柄に
ついてもっと話
したい。

将来の夢や郷土
のよさ、さらに、
社会的な話題に
ついての考えな
ども、伝え合い
たい！

自分のことや学校
生活、身近な地域
など、日常的な話
題についてコミュ
ニケーションを図
りたい。

【中学校】
1年

2年

3年

簡単な情報や考え
などを理解した
り、表現したり伝
え合ったりするコ
ミュニケーション
を図る資質・能力
を育成する

（ＡＬＴ活用

：年間70時間）

（ＡＬＴ活用

：年間35時間）

（ＡＬＴ活用

：年間30時間）

・簡単な語句や文を用いて互いの考えや気持ち、
情報などを伝え合うことができる。

※学校で扱ってきた内容を繰り返し活用し、確実な
定着を図る。ＡＬＴを有効に活用しながらトピック
の設定を工夫し、即興で「話す」活動を取り入れる。

・理由や具体例などを加えて、互いの考えや気持ち、
情報などを伝え合うことができる。

※伝え合う必要性や相手意識を感じられるコミュニ
ケーションを行う目的や場面、状況を設定する。

・より論理的に互いの考えや気持ち、情報を伝え
合うことができる。

※自分の考えを積極的に発信できる場面を設定する。

【言語活動例 Small Talk】
・日立の魅力を紹介、スピーチ、プレゼンテーション、簡
　単なディスカッションなど

【言語活動例 Small Talk】
・経験したことや日本文化の紹介、質問を含むやりとり
　のあるプレゼンテーション、ディベートなど

【言語活動例 Small Talk】
互いの考えや気持ち、情報などを伝え合う対話的な言語活動
・自己紹介、show and tell などの簡単なスピーチ
※聞き手には、「相づちをうつ、感想を伝える、質問をする」
　などして対話を続けることを意識させる。
→（書くことも含めた）パフォーマンステストとして実施

※参考資料
　〇小学校外国語活動・外国語研修ハンドブック（文部科学省）
　〇「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料（国立教育政策研究所）

・音声読み上げ機能

現代の標準的な発音や語彙、表現などの確認等について個人のペースで学習することができる。（いつで

も、すぐに、ネイティブ・スピーカー等が話す音声を、自分に適した速度で、何度でも繰り返して聞ける。）

・書き込み機能

書き込んだ内容を基に交流することにより、自分の考えを深めたり、より適切な表現に気付いたりすること

ができる。また、思考や成長の履歴が残るので、学びのポートフォリオとなる。

（「学習者用デジタル教科書実践事例集」より）学習者用デジタル教科書の活用

郷土日立や日本の文化・歴史への理解を深めるとともに、グローバル社会の中で
主体的に行動するために必要な態度やコミュニケーション能力を育成
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○小学校外国語教育
　３・４年生では「聞くこと」「話すこと（やりとり・発表）」、５・６年生では
それらに「読むこと」「書くこと」を加えた言語活動を通して、コミュニケーショ
ンを図る素地や基礎となる資質・能力を育成する授業を目指します。

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

よりよい授業を実現するために確認したいこと

年間指導計画の確認と見直し

※参考資料
　「小学校外国語活動・外国語　研修ガイドブック」（平成29年６月）文部科学省
　「なるほど！なっとく！小学校外国語 (1) ～ (3)」（令和３年12月）文部科学省YouTube公式チャンネル
　「小学校外国語教育スタートアップガイド」茨城県教育委員会

Small Talkの効果的な活用

ＩＣＴの効果的な活用

振り返りカードの工夫・活用

一人一人の学習状況の把握と評価

〇どの時期にどのような言語活動（言語材料や活動場面）が設定されているか、
どの段階で評価するか等を確認している。

〇児童の実態と合っているかを確認し、必要に応じて修正している。

〇単元のゴールを見通すことのできる内容にしている。
〇気づいたこと、できるようになったこと、友達の良かったところなどを記述
させ、学級全体で共有している。

〇毎時間のゴールを示し、できたことを賞賛し、児童が主体的に取り組めるよ
うにしている。

〇毎時間の終末に、学習内容を確認するもしくは記入させ、できるようになっ
たことなどを明確にさせている。

〇単元の終末などに個人やペアで発表する機会を設け、評価している。

〇歌やチャンツでの歌詞や映像、Small Talkなどの英文を大型提示装置等で映
し、視覚的に捉えやすくしている。

〇児童同士でタブレット端末を活用してShow and Tellなどを行い、相手に配
慮しながら伝え合う活動を行っている。

〇自分の発表などを録音・録画して視聴し、気づいた点を基に改善に生かすこ
とができるようにしている。

〇児童にとって「話す必然性のある本物のこと」を伝え合えるようなテーマを
設定している。

〇担任の先生がALTとのモデル対話を示し、どのような表現を使うべきかを
理解させた上で、やり取りをさせている。

〇中間指導により、子どもたちが使用できる表現を増やせるように努めている。
※文部科学省「小学校の外国語教育はこう変わる！②・⑦ Small Talkの進め方」（YouTube）
なども参考にしてみましょう。

《課題設定例》 
探究課題 身近な自然環境や環境問題とそれに関わる人々
学習テーマ 小木津山自然公園を探検しよう！
学習課題 １．小木津山自然公園ってどんなところか知っている？

２．小木津山自然公園に行って・聞いて調べよう！
３．小木津山自然公園についてみんなでまとめよう！
４．わたしたちの小木津山自然公園を紹介しよう！

２．鳥の鳴き声が聞こ
えたね。どんな鳥がい
るのかな？ 

１．たくさんの木があ
ったけれど、全部同じ
だったかな？ 

２．ユリの花が咲いて
いたよ。他の季節には
どんな花が咲くの？ど
うやって調べよう？ 

３．みんなの調べたこと
をわかりやすくまとめ
たいな！何かいいまと
め方はあるかな？ 

２．大きくてきれいな
公園だけれど、誰かお
手入れしているの？ 
誰に聞いたらいい？ 

３．わたしたち人間
だけでなく、動物や
植物にも小木津山は
必要だね。 

４．小木津山自然公園の
ことをたくさんの人に伝
えて知ってもらいたいな。
どうしたらいいかな？ 

１．わたしは動物を見
かけたよ。どんな動物
がいるのかな？ 

２．いろいろな種類の木があ
るね。なぜいろいろな種類が
あるのかな？ 

１．犬のお散歩
で毎日パパと歩
いているよ！ 

資質・能力の定着・向上

【授業の流れ及び指導のポイント】 

活動内容 授　業　展　開　例

１ 挨拶

例：How are you?  I’m very lucky.
I saw a shooting star last night. I wished for happiness.
Did anyone see the shooting star last night? 

★Small Talk（スモールトーク）の活用

教師 ：This is my favorite animal. I like lions very much.
What animal do you like? 

A Elephant. Oh, you like elephants. We can see them at Kamine zoo.
B You like squirrels. They're so cute!

２ 中心と
なる言語
活動

★必然性のある言語活動の設定
○身近な話題を設定。実物や写真、文字やイラストを見せることで理解を促す。

○授業の終盤や単元末では、今まで学んできたことを生かしながら、やり取りを中心
とした達成感のある活動を行う。

３ 振り返り

言い直して気付かせる、一言感想を添えるなど

児童 ： → 教師：
児童 ：リス。 → 教師：

デジタル教科書やタブレット端末等を活用しながら JTEやALTのサポートを受けながら

児童と目を合わせて気持ちを込めて挨拶する。（ALTがいる時は、ALTとも気持ち
や考えが伝わる会話をしましょう。）

○既習表現を想起させ、興味を引く話題で質問しながら、
自然な会話を引き出す。

・振り返りシートに、本時の目標に対して「気づいたこと、できるようになったこと、
友達のよかったところ」などを記入する。全体で共有し、互いの気づきから学びを
深められるようにする。

I’d like 〇〇. How much is it?
Go straight for  〇〇 blocks.
Turn right. You can see it on your left.

What would you like? Excuse me. Where is the 〇〇?

小学校等外国語教育強化事業（小学校教員対象）
　茨城キリスト教大学と連携し、小学校外国語教育の強化に貢献できる中核教員を養成します。
  ・ハワイ・パシフィック大学での約２週間の英語教員研修プログラム（８月）

≪日立市の事業≫
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○小学校外国語教育
　３・４年生では「聞くこと」「話すこと（やりとり・発表）」、５・６年生では
それらに「読むこと」「書くこと」を加えた言語活動を通して、コミュニケーショ
ンを図る素地や基礎となる資質・能力を育成する授業を目指します。

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

よりよい授業を実現するために確認したいこと

年間指導計画の確認と見直し

※参考資料
　「小学校外国語活動・外国語　研修ガイドブック」（平成29年６月）文部科学省
　「なるほど！なっとく！小学校外国語 (1) ～ (3)」（令和３年12月）文部科学省YouTube公式チャンネル
　「小学校外国語教育スタートアップガイド」茨城県教育委員会

Small Talkの効果的な活用

ＩＣＴの効果的な活用

振り返りカードの工夫・活用

一人一人の学習状況の把握と評価

〇どの時期にどのような言語活動（言語材料や活動場面）が設定されているか、
どの段階で評価するか等を確認している。

〇児童の実態と合っているかを確認し、必要に応じて修正している。

〇単元のゴールを見通すことのできる内容にしている。
〇気づいたこと、できるようになったこと、友達の良かったところなどを記述
させ、学級全体で共有している。

〇毎時間のゴールを示し、できたことを賞賛し、児童が主体的に取り組めるよ
うにしている。

〇毎時間の終末に、学習内容を確認するもしくは記入させ、できるようになっ
たことなどを明確にさせている。

〇単元の終末などに個人やペアで発表する機会を設け、評価している。

〇歌やチャンツでの歌詞や映像、Small Talkなどの英文を大型提示装置等で映
し、視覚的に捉えやすくしている。

〇児童同士でタブレット端末を活用してShow and Tellなどを行い、相手に配
慮しながら伝え合う活動を行っている。

〇自分の発表などを録音・録画して視聴し、気づいた点を基に改善に生かすこ
とができるようにしている。

〇児童にとって「話す必然性のある本物のこと」を伝え合えるようなテーマを
設定している。

〇担任の先生がALTとのモデル対話を示し、どのような表現を使うべきかを
理解させた上で、やり取りをさせている。

〇中間指導により、子どもたちが使用できる表現を増やせるように努めている。
※文部科学省「小学校の外国語教育はこう変わる！②・⑦ Small Talkの進め方」（YouTube）
なども参考にしてみましょう。

《課題設定例》 
探究課題 身近な自然環境や環境問題とそれに関わる人々
学習テーマ 小木津山自然公園を探検しよう！
学習課題 １．小木津山自然公園ってどんなところか知っている？

２．小木津山自然公園に行って・聞いて調べよう！
３．小木津山自然公園についてみんなでまとめよう！
４．わたしたちの小木津山自然公園を紹介しよう！

２．鳥の鳴き声が聞こ
えたね。どんな鳥がい
るのかな？ 

１．たくさんの木があ
ったけれど、全部同じ
だったかな？ 

２．ユリの花が咲いて
いたよ。他の季節には
どんな花が咲くの？ど
うやって調べよう？ 

３．みんなの調べたこと
をわかりやすくまとめ
たいな！何かいいまと
め方はあるかな？ 

２．大きくてきれいな
公園だけれど、誰かお
手入れしているの？ 
誰に聞いたらいい？ 

３．わたしたち人間
だけでなく、動物や
植物にも小木津山は
必要だね。 

４．小木津山自然公園の
ことをたくさんの人に伝
えて知ってもらいたいな。
どうしたらいいかな？ 

１．わたしは動物を見
かけたよ。どんな動物
がいるのかな？ 

２．いろいろな種類の木があ
るね。なぜいろいろな種類が
あるのかな？ 

１．犬のお散歩
で毎日パパと歩
いているよ！ 

資質・能力の定着・向上

【授業の流れ及び指導のポイント】 

活動内容 授　業　展　開　例

１ 挨拶

例：How are you?  I’m very lucky.
I saw a shooting star last night. I wished for happiness.
Did anyone see the shooting star last night? 

★Small Talk（スモールトーク）の活用

教師 ：This is my favorite animal. I like lions very much.
What animal do you like? 

A Elephant. Oh, you like elephants. We can see them at Kamine zoo.
B You like squirrels. They're so cute!

２ 中心と
なる言語
活動

★必然性のある言語活動の設定
○身近な話題を設定。実物や写真、文字やイラストを見せることで理解を促す。

○授業の終盤や単元末では、今まで学んできたことを生かしながら、やり取りを中心
とした達成感のある活動を行う。

３ 振り返り

言い直して気付かせる、一言感想を添えるなど

児童 ： → 教師：
児童 ：リス。 → 教師：

デジタル教科書やタブレット端末等を活用しながら JTEやALTのサポートを受けながら

児童と目を合わせて気持ちを込めて挨拶する。（ALTがいる時は、ALTとも気持ち
や考えが伝わる会話をしましょう。）

○既習表現を想起させ、興味を引く話題で質問しながら、
自然な会話を引き出す。

・振り返りシートに、本時の目標に対して「気づいたこと、できるようになったこと、
友達のよかったところ」などを記入する。全体で共有し、互いの気づきから学びを
深められるようにする。

I’d like 〇〇. How much is it?
Go straight for  〇〇 blocks.
Turn right. You can see it on your left.

What would you like? Excuse me. Where is the 〇〇?

小学校等外国語教育強化事業（小学校教員対象）
　茨城キリスト教大学と連携し、小学校外国語教育の強化に貢献できる中核教員を養成します。
  ・ハワイ・パシフィック大学での約２週間の英語教員研修プログラム（８月）

≪日立市の事業≫
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４　探究のプロセスを重視した総合的な学習の時間の充実
（１）子どもたちの主体性を生かした探究的な学習の過程の一層の充実
　「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」の 探究のプロセス を発展的に繰り返す
ように展開します。またＩＣＴを活用し、協働することで集団においても深い学びが期待できます。

例 ＜総合的な学習の時間において＞
☆社会で資料活用の方法を生かして情報収集する。
☆数学で統計の手法でデータを整理する。
☆国語で学習した文章の書き方を生かして分かりやすいレポートを作成する。
☆理科で学んだ生物と環境の学習を生かして地域に生息する生き物の生態系を考える。

例 ＜各教科で＞
★総合の体験活動を生かして国語の時間に案内状やお礼状を書く。
★総合で食や健康に関心をもって取り組んだことで、家庭における栄養を考えた食事や
快適な住まい方の学習に前向きに取り組む。

★総合で福祉や健康について学んだことの成果を生かして、体育における学習に深まり
と広がりを生み出す。

（２）年間指導計画の改善・充実と探究課題設定の工夫
　　 ～ひたちらしさを活かした課題で児童・生徒の体験を生かす～

探 究 課 題　身近な自然環境や環境問題とそれに関わる人々
学習テーマ　市の花であるさくらについて調べよう !

（３）教科横断的な探究課題に即して、各教科、領域との相互の関わりを意識

まとめたことを市役所の方や
他学年に発信しよう。

小単元
４

桜を活かして、日立市を盛り
上げる取り組みを考えよう。

小単元
３

日立市では桜を活かしてどのよう
な取り組みをしているのだろうか。

小単元
２

平和通りにはなぜ桜の木が多
く植えられているのだろうか。

小単元
１

＜探究的な学習の過程を質的に高めるポイント＞
① 他者と協働して課題を解決しようとする学習活動を行う。
② 言語により分析し、まとめたり表現したりする学習活動を
行う。

③ 探究的な学習の目的に応じたＩＣＴの活用を行う。
④ 「考えるための技法」（思考ツール等）を活用する。

写真
左上：金沢小　左下：助川中
中央：河原子小
　右：滑川小

・自分たちの考えに対する助言をもらいたいな!
・地域の人たちにも発表してみたいな!

・桜にちなんだゆるキャラを作ってみたい!
・日立市観光物産協会の方に提案してみたいな!

・春にお祭りやロードレースが開催されているね。
・市役所のさくら課に話を聞きに行ってみよう!

＜探究的な学習の過程における児童生徒の姿＞
① 課題の設定 … 体験活動を通して、課題を設定し課題意識をもつ。
② 情報の収集 … 必要な情報を取りだしたり、収集したりする。
③ 整理・分析 … 収集した情報を、整理したり分析したりして思考する。
④ まとめ・表現 … 気付きや発見、自分の考えなどをまとめ、判断し、表現する。
     　　　　　　　自分の学習を振り返る、未解決なことを整理する。

・大煙突と関係があるらしいよ。図書室にある冊子で調べてみよう!
・桜はみんな同じ種類なのかな？どんな種類があるのかな？

総合的な学習の時間

各教科、領域
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へ
決
解
題
課
の
次

へ
決
解
題
課
の
次

（1）学級や学校における生活づくりへの参画

① 問題の発見・確認

）例（程過習学の）3（）2（と）1（動活級学

（1）は全員で協力して楽しく豊かな学級・学
校生活にするために、みんなで取り組みたい
こと、つくってみたいこと解決したいことなど
の課題を取り上げる。

③ 解決方法の決定

（2）は現在の生活上の課題、（3）は現在及び
将来を見通した学習に関する課題を取り上げる。

事前の活動

② 解決方法等の話合い
内容や方法、役割分担などについて意
見を出し合ったり、くらべ合ったりしな
がら話し合う。

原因や改善の必要性を探ったり、具体
的な解決方法を見つけたりするために話
し合う。

本時の活動・話合い活動

⑤ 振り返り
一連の実践の成果や課題を振り返り、
次の課題解決に生かす。

実践を定期的に振り返り、意識化を図
るとともに、次の課題解決に生かす。

④ 決めたことの実践
決定したことについて、自己の役割を
果たしたり、互いのよさを生かして協働
して実践したりする。

意思決定した解決方法をもとに目標の
実現に向けて、個人で実践し粘り強く努
力する。

事後の活動

（2）日常の生活や学習への適応と自己の成長
及び健康安全

（3）一人一人のキャリア形成と自己実現

生活上の諸問題から課題を見いだし、
学級全員で「議題」を決定する。

日常生活における共通の問題から教
師が「題材」を設定する。

意見の違いや多様性を認め合い、折り
合いをつけて集団として「合意形成」を
図る。

話し合いを活かして、自分に合った具
体的な解決方法や個人目標を一人一人
が「意思決定」する。

●特質を踏まえた学級活動の実践の流れ
⑴ ：「出し合う」「くらべ合う」「まとめる（決

める）」で集団として合意形成します。
⑵⑶：「つかむ」「さぐる」「見つける」「決める」

で一人一人が意思決定します。

●「話合いの充実」を図る学級会の 事前の指導
⑴ ：議題ポスト・日誌・つぶやきなどから議題

の必要性を共有します。 
⑵⑶：アンケートや振り返りシートなどの資料

を効果的に活用し、課題につなげます。

●次の活動へつなげる学級会の事後の指導
⑴ ：決まったことや役割分担などを学級活動

コーナーに掲示します。 
⑵⑶：定期的に振り返りの時間を設けて、日常

生活で意識させます。 

（学級 ンイポのりくづ業授の）3（）2（）1（動活 ト） 

５　集団を生かし、「話合い活動」を積み重ねた特別活動の充実
（１）特別活動の充実で期待できる効果

（２）学級活動の充実を図りましょう
　　　～学級活動は学級経営の要!教師の的確な指導で話合い活動の充実を!～
《学級活動の３つの内容と基本的な流れ》

〇学級活動（1）：学級や学校生活がもっとよくなるために、みんなで取り組みたいことなど
生活の中から議題を見つけ、合意形成します。

〇学級活動（2）：現在の自分を見つめ、自己の成長を考えて課題を持ち、意思決定します。
〇学級活動（3）：将来を見通し、なりたい自分に向けて課題をもち、意思決定します。

※参考文献　「みんなでよりよい学級・学校生活をつくる特別活動　小学校編」（平成31年1月）
　　　　　　「学校文化を創る特別活動　中学校・高等学校編」（令和５年３月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部科学省　国立教育政策研究所　教育課程研究センター

児童会活動 クラブ活動 学校行事学級活動小学校

生徒会活動 学校行事学級活動中学校

１.学級経営に役立ちます !
特別活動において一人一人児童生徒
のよさが認められる

２.学力向上につながります ! 
特別活動の話合い活動を行って合意
形成する

３.キャリア教育の要になります !
特別活動において集団の中で役割を
果たす

４.生徒指導上の問題を未然防止します !
特別活動において自己決定したりみ
んなで活動したりする

児童生徒の自己有用感や自己肯定感が醸成さ
れ、学級が居心地の良い場所になります。

集団で問題解決をする力が身に付き、各教科で
積極的に対話し、学び合う雰囲気に繋がります。

児童生徒が自立して生きるために必要な能力や
態度が育ちます。

自己指導能力や所属感、連帯感の高まりにより、
いじめや不登校の未然防止につながります。
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学びの芽生えから自覚的な学びへ  ～幼児教育と小学校教育の違い～

　未来を担う子どもに学びや生活の基盤と持続可能な社会の創り手となることができる力の
基礎を育むために、幼児期から児童期の発達を見通しつつ、５歳児と小学校１年生のカリキュ
ラムを一体的に捉え、幼児教育と小学校関係者が連携して、カリキュラムや教育方法の充実・
改善にあたることが大切です。

　これらの違いは、発達段階に応じた適切な教育をする上で必要なものです。
　一方、この違いによって、小学校進学時に適応が難しい児童がみられたり、違いが強く意識
され、接続のための取り組みが進みにくかったりするなどの指摘があります。

※「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、幼児一人一人の発達していく姿を捉え、生活や学びの質を高
めていくよう、先生方の関わりや環境の構成を改善・充実していくための視点として活用する。

　「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえ、小学校教育が円滑に行われるよう、幼児
教育施設の保育者と小学校の教師との意見交換や合同の研究の機会などを設け、幼児教育と小
学校教育との円滑な接続を図るようにすることが大切です。

６　幼児教育と小学校教育の円滑な接続

幼児教育と小学校教育の円滑な接続のステップ

ステップ１：教育の特性の相互理解
発達段階の特性を理解し、育てたい子どもの
姿を明確にする。

ステップ２：授業や行事、教職員の交流
園や学校、地域の特色を生かしながら互いに
学びのある交流活動を行う。

ステップ３：連絡体制の整備
園だより・学校だよりや就学前の引継ぎで情
報交換を密にする。

教育のねらい・目標

教育課程

教育の方法等

幼児教育
・方向目標
  （「～を味わう」「感じる」等の方向付け
を重視）

・経験カリキュラム
  （一人一人の生活や経験を重視）
・個人、友達、小集団
・遊びを中心として、頭も心も体も動
かして様々な対象と直接関わりなが
ら、総合的に学んでいく。

・遊びを通して思考を巡らし、想像力
を発揮し、自分の体を使って、また、
友達と共有したり、協力したりして、
様々なことを学んでいく。

小学校教育
・到達目標
  （「～できるようにする」といっ
た目標への到達度を重視）

・教科カリキュラム
  （学問の体系を重視）
・学級・学年
・入学当初は、幼児期の生活に
近い活動と児童期の学び方を
織り交ぜて学んでいく。

・各教科等の学習内容について
授業を通して学んでいく。

小学校〔スタートカリキュラム〕

「茨城県保幼小接続カリキュラム　家庭教育の視点＋ぷらす」（平成30年３月）茨城県教育委員会

幼児期の豊かな学びと育ちを踏まえて、自己を発揮できる場面を設定します

 

 

  

【幼児期の終わりまでに育ってほしい姿】は小学校でも連続して育っていくもの

健康な
心と体 自立心 協同性

道徳性・
規範意識の
芽生え

社会生活との
関わり

思考力の
芽生え

自然との関わり・
生命尊重

数量・図形、
文字などへの
関心・感覚

言葉による
伝え合い

豊かな感性と
表現

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

※　参考文献　「幼稚園教育要領解説」（平成30年３月）文部科学省
　　　　　　　「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」（平成30年３月）文部科学省
　　　　　　　「学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続について～保幼小の協働による
　　　　　　　 架け橋期の教育の充実～」（令和５年２月）中央教育審議会
　　　　　　　「幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き（初版）」 （令和４年３月） 文部科学省

学

　び

　の

　連

　続

　性

　・

　一

　貫

　性

幼稚園・認定こども園・保育園〔アプローチカリキュラム〕

様々な遊びを通して育み、小学校につなげます

 
幼児期の遊びを通し
た学びが各教科等の
学びにつながるよう
に、幼児期の生活に
近い活動を織り交ぜ
ていきます。

 
遊びを中心として、
頭も心も体も動か
し、主体的に様々な
対象と直接かかわり
ながら、総合的に学
んでいきます。

  ○アプローチカリキュラム作成のポイント
  ○スタートカリキュラム作成のポイント
  ○茨城県保幼小接続カリキュラム
  ○保護者と共有したい家庭教育の視点
  ○特別支援教育の充実に向けて

主な内容
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学びの芽生えから自覚的な学びへ  ～幼児教育と小学校教育の違い～

　未来を担う子どもに学びや生活の基盤と持続可能な社会の創り手となることができる力の
基礎を育むために、幼児期から児童期の発達を見通しつつ、５歳児と小学校１年生のカリキュ
ラムを一体的に捉え、幼児教育と小学校関係者が連携して、カリキュラムや教育方法の充実・
改善にあたることが大切です。

　これらの違いは、発達段階に応じた適切な教育をする上で必要なものです。
　一方、この違いによって、小学校進学時に適応が難しい児童がみられたり、違いが強く意識
され、接続のための取り組みが進みにくかったりするなどの指摘があります。

※「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、幼児一人一人の発達していく姿を捉え、生活や学びの質を高
めていくよう、先生方の関わりや環境の構成を改善・充実していくための視点として活用する。

　「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえ、小学校教育が円滑に行われるよう、幼児
教育施設の保育者と小学校の教師との意見交換や合同の研究の機会などを設け、幼児教育と小
学校教育との円滑な接続を図るようにすることが大切です。

６　幼児教育と小学校教育の円滑な接続

幼児教育と小学校教育の円滑な接続のステップ

ステップ１：教育の特性の相互理解
発達段階の特性を理解し、育てたい子どもの
姿を明確にする。

ステップ２：授業や行事、教職員の交流
園や学校、地域の特色を生かしながら互いに
学びのある交流活動を行う。

ステップ３：連絡体制の整備
園だより・学校だよりや就学前の引継ぎで情
報交換を密にする。

教育のねらい・目標

教育課程

教育の方法等

幼児教育
・方向目標
  （「～を味わう」「感じる」等の方向付け
を重視）

・経験カリキュラム
  （一人一人の生活や経験を重視）
・個人、友達、小集団
・遊びを中心として、頭も心も体も動
かして様々な対象と直接関わりなが
ら、総合的に学んでいく。

・遊びを通して思考を巡らし、想像力
を発揮し、自分の体を使って、また、
友達と共有したり、協力したりして、
様々なことを学んでいく。

小学校教育
・到達目標
  （「～できるようにする」といっ
た目標への到達度を重視）

・教科カリキュラム
  （学問の体系を重視）
・学級・学年
・入学当初は、幼児期の生活に
近い活動と児童期の学び方を
織り交ぜて学んでいく。

・各教科等の学習内容について
授業を通して学んでいく。

小学校〔スタートカリキュラム〕

「茨城県保幼小接続カリキュラム　家庭教育の視点＋ぷらす」（平成30年３月）茨城県教育委員会

幼児期の豊かな学びと育ちを踏まえて、自己を発揮できる場面を設定します

 

 

  

【幼児期の終わりまでに育ってほしい姿】は小学校でも連続して育っていくもの

健康な
心と体 自立心 協同性

道徳性・
規範意識の
芽生え

社会生活との
関わり

思考力の
芽生え

自然との関わり・
生命尊重

数量・図形、
文字などへの
関心・感覚

言葉による
伝え合い

豊かな感性と
表現

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

※　参考文献　「幼稚園教育要領解説」（平成30年３月）文部科学省
　　　　　　　「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」（平成30年３月）文部科学省
　　　　　　　「学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続について～保幼小の協働による
　　　　　　　 架け橋期の教育の充実～」（令和５年２月）中央教育審議会
　　　　　　　「幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き（初版）」 （令和４年３月） 文部科学省

学
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幼稚園・認定こども園・保育園〔アプローチカリキュラム〕

様々な遊びを通して育み、小学校につなげます

 
幼児期の遊びを通し
た学びが各教科等の
学びにつながるよう
に、幼児期の生活に
近い活動を織り交ぜ
ていきます。

 
遊びを中心として、
頭も心も体も動か
し、主体的に様々な
対象と直接かかわり
ながら、総合的に学
んでいきます。

  ○アプローチカリキュラム作成のポイント
  ○スタートカリキュラム作成のポイント
  ○茨城県保幼小接続カリキュラム
  ○保護者と共有したい家庭教育の視点
  ○特別支援教育の充実に向けて

主な内容
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７　未来パスポートについて
【未来パスポートとは】
　児童生徒が自分のよさや普段の頑張り、将来の希望を記録し、教
員や保護者がそれを受けとめ、励ますコメントを記入するものです。
　また、「１年後にはこうなっていたい。」という願いを自分自身が
思い描き、そこに向かって少しでも努力できるように、次年度の自
分に向けたメッセージを記入する欄を設けています。これを、小学
１年生から中学３年生まで積み重ねることで、児童生徒の「自分に
はこんないいところがある」と思える「自己肯定感」を高め、「自
分はこうなりたい」といった将来への夢と希望を育みます。

【保護者】
子どもの気持ちに寄り添っ
た励ましの言葉を記入。

【教員】
子どものよさを認め肯定的
に捉えたコメントを記入。

【児童生徒】
自分の長所や将来の
夢、普段の頑張り、
希望などを記入。

子どもたちの今を足跡に残し
『輝く未来』へ続く道を描く

※日立市では「未来パスポート」を「いばらき　キャリア・パスポート」として扱います。

（1）記入する時間
　〇道徳科の授業や学級活動、朝の時間で
　　・道徳科の授業で「向上心・個性の伸長」
　　　について扱う際に、自我関与を促す教材
　　　として
　　・キャリアについての学習で、事前・事後
　　　活動の教材として
　　・中学生社会体験学習の事前・事後活動の
　　　教材として
　　・学校行事での自己の努力を振り返る教材
　　　として

　〇保護者と一緒に、家庭で
　　・保護者自身の話を聴き、児童生徒が自分
　　　の将来を思い描けるようにするための
　　　きっかけづくりとして
　　　※学期末に持ち帰るなど、児童生徒が記入したり、保護者が目を通したりする時間を
　　　　実態に応じて設定し、効果的な活用をお願いします。

（2）活用方法
　〇面談や教育相談の資料として
　　・児童生徒の思いや考えを保護者と共有し今後の指導に役立てる。

　〇道徳科や学級活動における話合いの補助教材として
　　・道徳科の授業を振り返り、自分の長所に気付き、自己を高めようとする意欲や態度を
　　　育むための道徳的実践の場として活用する。
　　・児童生徒が自分の考えを振り返ったり、友人の考えに触れながら自分の考えを広げた
　　　りすることにつなげる。

未来パスポートの活用例
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７　未来パスポートについて
【未来パスポートとは】
　児童生徒が自分のよさや普段の頑張り、将来の希望を記録し、教
員や保護者がそれを受けとめ、励ますコメントを記入するものです。
　また、「１年後にはこうなっていたい。」という願いを自分自身が
思い描き、そこに向かって少しでも努力できるように、次年度の自
分に向けたメッセージを記入する欄を設けています。これを、小学
１年生から中学３年生まで積み重ねることで、児童生徒の「自分に
はこんないいところがある」と思える「自己肯定感」を高め、「自
分はこうなりたい」といった将来への夢と希望を育みます。

【保護者】
子どもの気持ちに寄り添っ
た励ましの言葉を記入。

【教員】
子どものよさを認め肯定的
に捉えたコメントを記入。

【児童生徒】
自分の長所や将来の
夢、普段の頑張り、
希望などを記入。

子どもたちの今を足跡に残し
『輝く未来』へ続く道を描く

※日立市では「未来パスポート」を「いばらき　キャリア・パスポート」として扱います。

（1）記入する時間
　〇道徳科の授業や学級活動、朝の時間で
　　・道徳科の授業で「向上心・個性の伸長」
　　　について扱う際に、自我関与を促す教材
　　　として
　　・キャリアについての学習で、事前・事後
　　　活動の教材として
　　・中学生社会体験学習の事前・事後活動の
　　　教材として
　　・学校行事での自己の努力を振り返る教材
　　　として

　〇保護者と一緒に、家庭で
　　・保護者自身の話を聴き、児童生徒が自分
　　　の将来を思い描けるようにするための
　　　きっかけづくりとして
　　　※学期末に持ち帰るなど、児童生徒が記入したり、保護者が目を通したりする時間を
　　　　実態に応じて設定し、効果的な活用をお願いします。

（2）活用方法
　〇面談や教育相談の資料として
　　・児童生徒の思いや考えを保護者と共有し今後の指導に役立てる。

　〇道徳科や学級活動における話合いの補助教材として
　　・道徳科の授業を振り返り、自分の長所に気付き、自己を高めようとする意欲や態度を
　　　育むための道徳的実践の場として活用する。
　　・児童生徒が自分の考えを振り返ったり、友人の考えに触れながら自分の考えを広げた
　　　りすることにつなげる。

未来パスポートの活用例

努力事項及び具現化のための視点・内容

学
校
図
書
館
教
育

人
権
教
育

福
祉
教
育

体
力
の
向
上

○　学校図書館の機能を生かすための環境の整備・充実
　・学校図書館全体計画・年間指導計画（活用計画）の見直しと改善・充実
　・児童生徒が主体的に本と関わる読書環境の整備・充実及び市立図書館との連携
　・学校の実態に応じた情報発信及び読書活動の充実
○　司書教諭等を中心とした児童生徒の豊かな心や読解力・情報活用能力の育成
　・司書教諭等を中心とした指導体制の確立（読書活動、委員会活動の活性化）
　・多様な図書資料から必要な情報を得て、考えたことを伝え合う学習活動の充実
　・「みんなにすすめたい一冊の本推進事業」への積極的な参加と読書記録の確実な蓄積

○　人権感覚を身に付け、人権意識を育み、自他のよさを認め合える学級・学校経営の充実
　・人権教育全体計画及び推進計画に沿った取組の点検・評価・見直し及び改善・充実
　・道徳科との関連を重視した指導方法の充実および人権教育関係資料（『人権教育実践事例集』や『人

権教育指導資料集』、『三人兄妹』や『めぐみ』、『ホーム』等の視聴覚教材の資料）の積極的な活用
　・中学校における「性的マイノリティへの理解促進に関する講師派遣事業」の活用
○　教職員の意識の向上や校内の環境整備による人権教育の日常化
　・研修センターの校内研修支援訪問、「人権教室」（市人権擁護委員協議会）の活用や人権に関

わる講演会・シンポジウムへの積極的な参加等による、様々な人権課題への正しい理解の深化
　・各学校における「人権教育コーナー」の充実及び「人権だより」などによる啓発
　・学校と人権擁護機関及び社会教育機関との連携（「人権作文」や「人権書道」への応募）

○　豊かな体験活動を通して、思いやりの心や助け合いの心を育て、社会の一員としてよ
　　りよい社会づくりに参画しようとする児童生徒の育成
　・福祉教育の現状や課題、指導目標の明確化と教科等の指導計画への位置付け
　・ボランティア活動、自然体験活動、社会奉仕体験活動等の充実（ＪＲＣ活動等）
　・家庭、地域社会、福祉関係機関（日立市社会福祉協議会、ひたち生き生き百年塾等）
との連携を密にした福祉教育の理解・啓発活動の推進（「認知症サポーター養成講座」等）

○　学校教育活動全体をとおした体育・スポーツ活動の充実と体力の向上
　・学校の実態に即した体力アップ推進プランの改善、充実（ＲＰＤＣＡサイクルの確立）
　・体力テストの結果の活用と体力テスト総合評価Ｄ及びＥの児童生徒への支援
　・業間運動や放課後活動の計画的・継続的実践による運動（遊び）・スポーツの習慣化
　・泳力アップ（25ｍ以上泳げるようになる）を目指した支援
　・ラジオ体操の積極的な普及
　・小学校体育（陸上運動）における外部講師の積極的な活用（市小学校体育連盟との連携）
○　体育・スポーツ活動における安全指導の充実
　・施設・用具（遊具を含む）の適切な使用及び定期的な安全点検の徹底
　・事故の未然防止（健康観察の徹底など）と事故発生時の適切かつ迅速な対応
　・健康、安全に関する自己管理能力を育てる指導の徹底
○　適切な運動部活動の運営
　・「日立市部活動の運営方針」や「各学校の部活動に係る活動方針」の周知徹底
　・外部指導者（地域エキスパート）や部活動指導員との連携・協力

学
校
保
健
教
育

○　健康の保持増進のための実践力の育成を図る学校保健の充実
　・保護者、地域、関係機関との連携による学校保健（安全）委員会の活性化
　・健康観察、健康診断等実施後の個に応じた事後措置の徹底
　・飲酒・喫煙・薬物乱用防止教育（実施率目標100%）
　　（外部講師を招いた薬物乱用防止教室及び性に関する講演会の実施）
　・児童生徒の実態に応じたがん教育の推進
○　児童生徒の発達に応じた性に関する系統的、発展的な指導
　・保護者、地域と連携した「いのちの教育」の実践（実施率100%）
　　※　小学４年生対象：助産師が伝える「いのちの教育」
　　※　中学３年生対象：医師等が伝える「いのちの教育」

Ⅵ  各種教育の指導の重点Ⅵ  各種教育の指導の重点
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努力事項及び具現化のための視点・内容

学
校
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育

○　児童生徒の実態や発達段階に応じた計画的な安全教育の実践
　・地域と連携した学校防災訓練や避難訓練の実施
　・交通安全教室、防犯教室の実施
　・危険予知トレーニング（ＫＹＴ）等の実践による児童生徒の危険回避能力の向上
　・学校ホームページや緊急メール配信等による保護者、地域との安全情報の共有
　・事故防止のための、組織的・計画的な安全点検と適切な処置の実施
○　発達段階に応じたＡＥＤ及び心肺蘇生法に関する指導の充実
　・関係機関と連携した普通救命講習の実施（中学校１年生対象）
　・心肺蘇生トレーニングキット（あっぱくんライト）の活用

○　学校教育活動全体で行う食に関する指導の充実
　・栄養教諭や学校栄養職員等を活用した指導体制の確立
　・食に関する専門家（栄養教諭等）を活用した授業の実施（目標実施率100%）
　・朝食摂取率100％を目指す啓発活動の充実：「早寝・早起き・朝ごはん」
○　ゆとりと潤いのある給食の時間の確保
　・小学校50分、中学校45分（準備・会食・片付け）
　・食育月間（６月）、食育の日（毎月19日）、地産地消強化月間（11月）の活用

○　児童生徒の発達段階に応じた、体系的・系統的なキャリア教育の推進
　・キャリア教育の視点による教育活動の振り返り
　・社会的・職業的自立に向けて自校で育成すべき能力や態度の重点化
　・体験活動等の意義やねらいを十分に踏まえた事前及び事後活動の工夫・改善
　・進路を主体的に選択する能力や態度を育成する指導の工夫
　　【参考】「キャリア教育の手引き」小・中・高（文部科学省）
　　　　　「キャリア教育リーフレットシリーズ特別編」（国立教育総合研究所）
○　中学生社会体験事業の充実
　・県「TRIAL HANDBOOK」の積極的な活用
○　未来パスポート（いばらき  キャリア・パスポート）の活用
○　家庭・地域との連携によるキャリア教育の充実
　・小学校での職場見学や社会人講話、中学校での社会体験事業への理解・啓発

コラム
『日々是波乗り』

　我が家では、反抗期の波が行ったり来たりしていま
す。物にあたる、口答え、無視と態度も様々。
　ある時、サッカーの試合中思うようなプレーができ
なかったと泣く娘に、日頃の鬱憤から、「泣いてサッカー
は上手くなるんですか？」と絡みました。『さめざめと
泣く』姿を見て、少し呆れながら理由を聞いてみました。
「勇気が出なかった。」予想外の素直な答えでした。幼
稚にも後に引けなくなった私は、「勇気が出なかったの
は、自分を信じてないからだよ！自分を信じられない
のは、日々の積み重ねがないからだよ！」半ば絶叫し
ながら、心の中で「わかっているのかなあ」と呟きま
した。そして、ふと私自身はどのくらい子供のことを
信頼しているか考えてみました。
　アメリカ人の義母は、「生後４週間の息子（私の夫）
が寝る前に離乳食を与えた*」とか、私の育児を見て、
「（赤ちゃんの）首は支えなくても大丈夫よ、その内上

がってくるから」とか、「生後２か月したら、水道水で
粉ミルク作っても大丈夫よ」などと結構な武勇伝の持
ち主です。育児をしている時は、「流石アメリカ人。ワ
イルド！私には無理」と思っていました。でも、なぜ
かこの状況で義母の助言を思い出し「人って基本的に
強くできているのかも。私もいろいろ言うのを止めて
みよう。」心に決めました。あれから数か月、実施率は
…高い日、低い
日と私自身も波
でした。切磋琢
磨。
※当時の育児ト
レンドだった
そう。

日立市教育委員会委員　上村　由美　

コラム
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努力事項及び具現化のための視点・内容

学
校
安
全
教
育

食
に
関
す
る
指
導

キ
ャ
リ
ア
教
育

○　児童生徒の実態や発達段階に応じた計画的な安全教育の実践
　・地域と連携した学校防災訓練や避難訓練の実施
　・交通安全教室、防犯教室の実施
　・危険予知トレーニング（ＫＹＴ）等の実践による児童生徒の危険回避能力の向上
　・学校ホームページや緊急メール配信等による保護者、地域との安全情報の共有
　・事故防止のための、組織的・計画的な安全点検と適切な処置の実施
○　発達段階に応じたＡＥＤ及び心肺蘇生法に関する指導の充実
　・関係機関と連携した普通救命講習の実施（中学校１年生対象）
　・心肺蘇生トレーニングキット（あっぱくんライト）の活用

○　学校教育活動全体で行う食に関する指導の充実
　・栄養教諭や学校栄養職員等を活用した指導体制の確立
　・食に関する専門家（栄養教諭等）を活用した授業の実施（目標実施率100%）
　・朝食摂取率100％を目指す啓発活動の充実：「早寝・早起き・朝ごはん」
○　ゆとりと潤いのある給食の時間の確保
　・小学校50分、中学校45分（準備・会食・片付け）
　・食育月間（６月）、食育の日（毎月19日）、地産地消強化月間（11月）の活用

○　児童生徒の発達段階に応じた、体系的・系統的なキャリア教育の推進
　・キャリア教育の視点による教育活動の振り返り
　・社会的・職業的自立に向けて自校で育成すべき能力や態度の重点化
　・体験活動等の意義やねらいを十分に踏まえた事前及び事後活動の工夫・改善
　・進路を主体的に選択する能力や態度を育成する指導の工夫
　　【参考】「キャリア教育の手引き」小・中・高（文部科学省）
　　　　　「キャリア教育リーフレットシリーズ特別編」（国立教育総合研究所）
○　中学生社会体験事業の充実
　・県「TRIAL HANDBOOK」の積極的な活用
○　未来パスポート（いばらき  キャリア・パスポート）の活用
○　家庭・地域との連携によるキャリア教育の充実
　・小学校での職場見学や社会人講話、中学校での社会体験事業への理解・啓発

コラム
『日々是波乗り』

　我が家では、反抗期の波が行ったり来たりしていま
す。物にあたる、口答え、無視と態度も様々。
　ある時、サッカーの試合中思うようなプレーができ
なかったと泣く娘に、日頃の鬱憤から、「泣いてサッカー
は上手くなるんですか？」と絡みました。『さめざめと
泣く』姿を見て、少し呆れながら理由を聞いてみました。
「勇気が出なかった。」予想外の素直な答えでした。幼
稚にも後に引けなくなった私は、「勇気が出なかったの
は、自分を信じてないからだよ！自分を信じられない
のは、日々の積み重ねがないからだよ！」半ば絶叫し
ながら、心の中で「わかっているのかなあ」と呟きま
した。そして、ふと私自身はどのくらい子供のことを
信頼しているか考えてみました。
　アメリカ人の義母は、「生後４週間の息子（私の夫）
が寝る前に離乳食を与えた*」とか、私の育児を見て、
「（赤ちゃんの）首は支えなくても大丈夫よ、その内上

がってくるから」とか、「生後２か月したら、水道水で
粉ミルク作っても大丈夫よ」などと結構な武勇伝の持
ち主です。育児をしている時は、「流石アメリカ人。ワ
イルド！私には無理」と思っていました。でも、なぜ
かこの状況で義母の助言を思い出し「人って基本的に
強くできているのかも。私もいろいろ言うのを止めて
みよう。」心に決めました。あれから数か月、実施率は
…高い日、低い
日と私自身も波
でした。切磋琢
磨。
※当時の育児ト
レンドだった
そう。

日立市教育委員会委員　上村　由美　

コラム

努力事項及び具現化のための視点・内容

Ｅ
Ｓ
Ｄ

○　持続可能な社会の創り手の育成
　・地球規模の課題を自分事として捉え、その解決
　　に向けて自ら行動を起こす力を身に付けるため
　　の教育「ＥＳＤ：Education  for  Sustainable
　　Development」の推進
　・持続可能な開発目標「ＳＤＧｓ：Sustainable 
　　Development Goals」（17の目標＆169のター
　　ゲット）を実現するため行動、実践の促進
　・「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）推進
　　の手引」(令和３年５月改訂)の活用

国
際
教
育

情
報
教
育

環
境
教
育

○　日本や郷土日立の文化・歴史を理解し、誇りに思う態度、他国の文化に触れ尊重
　　する態度の育成
　・郷土の文化や歴史を取り上げた学習や伝統文化を受け継ぐ人々との体験的な学習
の実施

　・英語の授業等において、日立のよさや日本の文化・歴史等を紹介する言語活動の実施
○　帰国・外国人児童生徒の受入体制の整備
　・校内組織の中への位置付け及び日本語指導等の充実（主担当を明確にし、計画的
に指導）

　　【参考】「外国人児童生徒受入れの手引き」（文部科学省）
　　　　　　「外国人児童生徒等の教育のための情報検索サイト かすたねっと」
　　　　　　「帰国・外国人児童生徒等ハンドブック」（県教委HPに掲載）
　・様々な文化を認め合う学級経営
　・学校通訳ボランティア派遣事業の活用
○　地域の教育力の積極的な活用と指導の充実
　・地域在住の外国人や海外生活体験者との交流活動（ワールドキャラバンの活用）

○　教科指導における学力向上等のためのＩＣＴ活用の推進
　・授業の目標を達成するための効果的活用の推進
○　情報活用能力の系統的な育成
　・発達段階に応じた総合的・体系的な学習活動の充実による確実な育成
　・情報特性の理解及び情報を主体的に選択・活用・発信する情報活用能力の育成
○　情報モラル教育の充実
　・地域とともにある情報モラル教育の充実（学校・家庭・地域間の連携・協力の強化）
　・有害情報への対応や個人情報の保護等、情報モラル教育の充実、情報への責任あ
る態度の育成

○　論理的思考を育てるプログラミング教育の実践
　・情報手段の基本的操作を習得するための学習やコンピュータに意図した処理を行
わせるために必要な論理的思考を身に付けるための学習活動の充実

　・プログラミング的思考を活用し、教科学習の目標達成を図る授業の計画的実践
○　デジタル教科書実証事業
　・目標「デジタル教科書を週３回以上使う」１００％

○　家庭や地域社会、関係機関との連携による環境教育の推進
　・小学生向け環境プログラム｢キッズミッション｣や中学生向け環境プログラム「『み
んなでつくろう』持続可能な茨城」の活用、県環境アドバイザー派遣事業の活用

　・各種外部人材や関連事業の積極的な活用、「こどもエコクラブ」への参加
○　自然体験や社会体験を通した環境に対する豊かな感受性の育成
　・身近な自然や地域の環境を活用した教材による、自然体験活動の積極的な推進
　・地域社会で行われる自然探索会や清掃活動、保全活動等への積極的な参加
○　学習指導要領を踏まえた、各教科等と関連させた指導計画の作成と見直し
　・各教科等の指導計画への環境教育の目標や内容の明確な位置付け
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Ⅶ  特別支援教育Ⅶ  特別支援教育

実態を踏まえ
た個別の計画
を作成し、効
果的に活用し
ましょう。

努力事項（１）一人一人の教育的ニーズを的確にとらえ、適切な個別の計画を作成・活用し、
                     指導の充実に努める。
努力事項（２）校内支援体制の充実を図り、全教職員の共通理解に基づいた組織的な支援に努める。
努力事項（３）校種間及び関係機関等との切れ目ない支援の充実に努める。

①情 報 収 集

②計 画 作 成
③作成内容の確認

個別の教育支援計画作成の手順

※特別支援学級在籍児童生徒、通級指導教室利用児童生徒については必ず全員に作成する。
　また、特別な支援を要する児童生徒についても作成することが望ましい 。

個別の教育支援計画＆個別の指導計画

保護者からニーズや外部機関利用等の情報を収集する。通常の学級に在籍
している児童生徒でも、福祉施設、医療機関等を利用している場合は計画
を作成する。

保護者に記入内容を確認し、作成・引継ぎの際は必ず保護者の了解を得る。

①計 画 作 成

②目 標 の 確 認

③評価・振り返り

個別の指導計画作成の手順

長期目標（１年後の目指す姿）、短期目標（学期ごとの目標）、学習面や
生活面での具体的な目標や支援の手立てを記入する。

学期末に、目標に対しての評価を記入し、保護者と一緒に来学期に向けて
の目標や手立ての見直しを図る。

プロフィール、支援者、支援内容を担任または担当者が記入する。

各学期初めに保護者と一緒に目標と支援の手立てを確認し、修正を加える。

障害者差別解消法（平成25年６月制定、平成28年４月１日施行）
第七条　行政機関等は（中略）当該障害者の性別、年齢及び

障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施につ
いて必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

合理的配慮について

障害のある子どもが、他の子
どもと平等に「教育を受ける権
利」を享有・行使することを確
保するために、学校の設置者及
び学校が必要かつ適当な変更・
調整を行うことであり、障害の
ある子どもに対し、その状況に
応じて、学校教育を受ける場合に
個別に必要とされるもの　
（平成 24年中央教育審議会）

合理的配慮とは

教育的ニーズに応じた支援に
なっていますか？

支援 支援 支援 支援

支援

支援

（例）みんなに同じ
       支援を与える

平等

個別に必要な分の
支援

（例）個に応じて支援の
       量や方法を変える

学校と本人・保護者の
合意形成を図った上で
提供

公平【合理的配慮】
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Ⅶ  特別支援教育Ⅶ  特別支援教育

実態を踏まえ
た個別の計画
を作成し、効
果的に活用し
ましょう。

努力事項（１）一人一人の教育的ニーズを的確にとらえ、適切な個別の計画を作成・活用し、
                     指導の充実に努める。
努力事項（２）校内支援体制の充実を図り、全教職員の共通理解に基づいた組織的な支援に努める。
努力事項（３）校種間及び関係機関等との切れ目ない支援の充実に努める。

①情 報 収 集

②計 画 作 成
③作成内容の確認

個別の教育支援計画作成の手順

※特別支援学級在籍児童生徒、通級指導教室利用児童生徒については必ず全員に作成する。
　また、特別な支援を要する児童生徒についても作成することが望ましい 。

個別の教育支援計画＆個別の指導計画

保護者からニーズや外部機関利用等の情報を収集する。通常の学級に在籍
している児童生徒でも、福祉施設、医療機関等を利用している場合は計画
を作成する。

保護者に記入内容を確認し、作成・引継ぎの際は必ず保護者の了解を得る。

①計 画 作 成

②目 標 の 確 認

③評価・振り返り

個別の指導計画作成の手順

長期目標（１年後の目指す姿）、短期目標（学期ごとの目標）、学習面や
生活面での具体的な目標や支援の手立てを記入する。

学期末に、目標に対しての評価を記入し、保護者と一緒に来学期に向けて
の目標や手立ての見直しを図る。

プロフィール、支援者、支援内容を担任または担当者が記入する。

各学期初めに保護者と一緒に目標と支援の手立てを確認し、修正を加える。

障害者差別解消法（平成25年６月制定、平成28年４月１日施行）
第七条　行政機関等は（中略）当該障害者の性別、年齢及び

障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施につ
いて必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

合理的配慮について

障害のある子どもが、他の子
どもと平等に「教育を受ける権
利」を享有・行使することを確
保するために、学校の設置者及
び学校が必要かつ適当な変更・
調整を行うことであり、障害の
ある子どもに対し、その状況に
応じて、学校教育を受ける場合に
個別に必要とされるもの　
（平成 24年中央教育審議会）

合理的配慮とは

教育的ニーズに応じた支援に
なっていますか？

支援 支援 支援 支援

支援

支援

（例）みんなに同じ
       支援を与える

平等

個別に必要な分の
支援

（例）個に応じて支援の
       量や方法を変える

学校と本人・保護者の
合意形成を図った上で
提供

公平【合理的配慮】

通級指導教室と特別支援学級の違い

就学指導の流れ ◇小学校入学時（園・家庭から）◇

特別支援学級（在籍）通級指導教室

障 害 種
知的障害、自閉症・情緒障害の特別支
援学級がある。

情緒障害、言語障害、LD/ADHDの通級
指導教室がある。

人 数 １学級８名まで

判 定

校内支援委員会で検討後、市教育支援
委員会の判定が必要。

他校通級は検査書を市教育委員会へ提
出。自校通級については、校内支援委
員会で十分検討後、市教育支援委員会
の審議、助言を得る。

時 数
週の授業時数の半分以上を目安とする。
※「小・中学校等における特別支援学級の教育課
程編成ガイド」より

情緒障害、言語障害は、週１～８時間、
LD/ADHDは、 利用

担 任 担任は、特別支援学級担任担任は、通常の学級担任

教育課程

実態とニーズがそれぞれ違うので、児
童生徒によって特別支援学級での指導
教科（自立活動含む）と時数は異なり、
保護者との話し合いにより決定する。

教育課程上、「自立活動」の取扱いとな
る。利用時数は保護者との話し合いに
より決定する。

計画作成 「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」は全員に作成する。

在籍（通
級）先希
望の確認

年度ごとに、対象児童生徒の保護者へ
特別支援学級利用の希望（入級・継続・
退級）確認を行う。在籍希望先につい
ては、口頭のみではなく、文書で保管
しておくことが望ましい。

通常の学級在籍ではあるが、通級指導
教室の利用希望について、年度ごとに
保護者へ確認を行う。口頭のみではな
く、文書で保管しておくことが望ましい。

６月上旬

７月下旬
　～８月上旬

・就学相談の案内文書を各園に送付、市報等によりお知らせ（学務課）
・保護者が学務課へ就学相談を申し込む

・就学相談会で、各対象児に担当相談員が
　つき、検査や聞き取り調査を実施

・担当相談員が園に出向いて観察、聞き取り
を行う

・教育支援委員会において審議
・保護者に対して、面談で審議結果を伝達　

・保護者は審議結果を参考に入学予定の学校を見学
　する等して検討・決定し、在籍を学務課へ連絡
・学務課から入学予定校に保護者の在籍の意向及び情報等を連絡

【審議結果の例】
・知的障害特別支援学級　適
・言語障害特別支援学級　適
・自閉症・情緒障害特別支援学級　適
・通常の学級　適
・知的障害特別支援学校　適
・自閉症・情緒障害特別支援学級
要観察知的障害特別支援学級　適

・知的障害特別支援学級
要観察知的障害特別支援学校　適
　　　　　　　　　　　　　など
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１学期

就学指導の流れ

特別な教育的支援の情報の引継ぎについて

◇在学中（小・中学校等から）◇

保護者と
相談継続

本人・保護者の意向を踏
まえた支援の充実に努め
ましょう。

（参考：令和３年３月８日付【特教第1197号】茨城県教育委員会通知） 

園・学校間における特別な教育的支援の情報の引継ぎ

引継ぎ情報

引継ぎ元の園・学校 入学・転学先の園・学校

①
園・校内委員会で
引継ぎの必要性
について検討

②
引継ぎについて
保護者（本人）の
同意を得る

引継ぎ後は、引継いだ情報を適正に管理 引継ぎを受けた情報は、各校の規定に則り管理
（引継ぎ状況は別途調査への回答をもって報告）

引継ぎ時期 入学先決定後
※年度内の引継ぎが望ましい

～５月末日個別の
教育支援
計画

個別の
指導計画 一覧表

③

④引継ぎの場の設定

⑤引継ぎ情報の手交

▲ ▲

一覧表の作成
☎

一覧表「受領の記録」欄に記入

校長以外が受領した場合は、
直ちに校長に手交

・引継ぎをする学校は、保護者の同意を得てから、引継ぎ資料とともに一覧表を学校間で原則手交する。
・引継ぎを受ける学校は、原則として年度内に受取日程を調整し、できるだけ複数の教員で引継ぎ
を受ける。校内委員会等で情報を共有し、当面の支援について確認した後、入学（転入）後本人・
保護者と面談する。

≪特別支援教育に関する参考資料≫
〇文部科学省HP　・教育支援資料　・障害に応じた通級による指導の手引き
〇国立特別支援教育総合研究所HP　・インクルーシブ教育システム構築支援データベース
〇茨城県教育委員会HP　・特別支援に関する資料　・障害のある子供のための就学事務の手引き
〇茨城県教育研修センターHP　特別支援教育課　・特別支援学級スタート応援ブック
〇校務支援システム＞書庫＞日立市教育委員会
　　　　　　　　　　　　＞教育研究所（子どもサポートブック、個別の教育支援計画書式等）

就学指導検査書を提出
観察、聞き取りを行う

審議　

９月末

・各校において校内就学支援委員会で対象児童生徒を検討
・心理検査等を行い、在籍学級の担任が就学指導検査書を記入

・審議申込み：学務課へ
担当相談員が学校で

・教育支援委員会において

・学校に審議結果を伝達　※前ページの審議結果の例参照
・学校と保護者で最終的な相談、合意形成
・学校から学務課に最終的な就学指導の結果を報告

転学の場合、転学先決定後できるだけ
早い時期。

１月
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１学期

就学指導の流れ

特別な教育的支援の情報の引継ぎについて

◇在学中（小・中学校等から）◇

保護者と
相談継続

本人・保護者の意向を踏
まえた支援の充実に努め
ましょう。

（参考：令和３年３月８日付【特教第1197号】茨城県教育委員会通知） 

園・学校間における特別な教育的支援の情報の引継ぎ

引継ぎ情報

引継ぎ元の園・学校 入学・転学先の園・学校

①
園・校内委員会で
引継ぎの必要性
について検討

②
引継ぎについて
保護者（本人）の
同意を得る

引継ぎ後は、引継いだ情報を適正に管理 引継ぎを受けた情報は、各校の規定に則り管理
（引継ぎ状況は別途調査への回答をもって報告）

引継ぎ時期 入学先決定後
※年度内の引継ぎが望ましい

～５月末日個別の
教育支援
計画

個別の
指導計画 一覧表

③

④引継ぎの場の設定

⑤引継ぎ情報の手交

▲ ▲

一覧表の作成
☎

一覧表「受領の記録」欄に記入

校長以外が受領した場合は、
直ちに校長に手交

・引継ぎをする学校は、保護者の同意を得てから、引継ぎ資料とともに一覧表を学校間で原則手交する。
・引継ぎを受ける学校は、原則として年度内に受取日程を調整し、できるだけ複数の教員で引継ぎ
を受ける。校内委員会等で情報を共有し、当面の支援について確認した後、入学（転入）後本人・
保護者と面談する。

≪特別支援教育に関する参考資料≫
〇文部科学省HP　・教育支援資料　・障害に応じた通級による指導の手引き
〇国立特別支援教育総合研究所HP　・インクルーシブ教育システム構築支援データベース
〇茨城県教育委員会HP　・特別支援に関する資料　・障害のある子供のための就学事務の手引き
〇茨城県教育研修センターHP　特別支援教育課　・特別支援学級スタート応援ブック
〇校務支援システム＞書庫＞日立市教育委員会
　　　　　　　　　　　　＞教育研究所（子どもサポートブック、個別の教育支援計画書式等）

就学指導検査書を提出
観察、聞き取りを行う

審議　

９月末

・各校において校内就学支援委員会で対象児童生徒を検討
・心理検査等を行い、在籍学級の担任が就学指導検査書を記入

・審議申込み：学務課へ
担当相談員が学校で

・教育支援委員会において

・学校に審議結果を伝達　※前ページの審議結果の例参照
・学校と保護者で最終的な相談、合意形成
・学校から学務課に最終的な就学指導の結果を報告

転学の場合、転学先決定後できるだけ
早い時期。

１月

教員の資質の向上

～「与えられた研修」から「求める研修」へ～

（１） 協調し、協働する教職員 （対人関係能力、協調性、協同性の開発）
（２） 意欲に満ち、活力ある教職員 （機動性、柔軟性、積極性の開発）
（３） 教育専門職の実力を備え、指導力のある教職員 （専門能力・知識の開発）
（４） 創造し、挑戦する教職員 （企画力、実践力、変革能力の開発）
（５） 子ども・保護者・地域に信頼される教職員 （コミュニケーション能力の開発）

＜教職員は学校で育つ＞

□■ 日立市の教職員研修が目指すもの ■□

校内研修

　校長のリーダーシップの下、研修リーダー等を校内に設け、校内研修の実施計画を整
備し、組織的・継続的な研修を推進することが大切です。

〇　教職員それぞれの特性を生かし、主体的に参加できる研修
〇　理論研修と実践研修がバランスよく考慮された研修
〇　保幼小連携・小中連携を意識し、幼児児童生徒の実態を踏まえ、その変容に視点を
　　あてた研修
〇　外部講師を活用した課題解決のための研修　など

Ⅷ  教職員研修Ⅷ  教職員研修

◆「令和の日本型学校教育」を担う教師及び教職員集団の姿
　〇変化を前向きに受け止め、教職生涯を通じて学び続ける
　〇子供一人一人の学びを最大限に引き出す役割を果たす
　〇子供の主体的な学びを支援する伴走者としての能力も備えている
　〇多様な人材の教育界内外からの確保や、教師の資質・能力の向上により、質の高い教職
員集団を実現する

　〇多様な外部人材や専門スタッフ等とがチームとして力を発揮する
　〇教師が創造的で魅力ある仕事であることが再認識され、教師自身も志気を高め、誇りを
持って働くことができる

◆教師に共通的に求められる資質能力の柱
　①教職に必要な素養　②学習指導　③生徒指導
　④特別な配慮や支援を必要とする子供への対応　⑤ＩＣＴや情報・教育データの利活用

　　～「資質の向上に関する指標」を踏まえた研修と実践の往還～
１　人間性豊かで、高い使命感をもって、教育にあたることができる
２　子どもの多様性を理解し、一人一人に寄り添った関係を築くことができる
３　子どもの実態や社会の変化を的確に捉え、効果的な学びをデザインできる
４　授業改善に向け検証と研修を重ね、実践的専門性を高めることができる
５　他の教職員と協働し、学校教育目標の具現化に資することができる 

引用・参考文献：「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について」（令和４年12月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央教育審議会答申（概要）

「令和５年度　茨城県学校教育指導方針」より
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＜充実した教職員生活のために  ～採用から退職まで～ ＞経験年数に応じた自己研修

向上を図るべき教員としての資質

基本的
資　質

①教職に必要な素養（社会人として・教員として）

高度専門職
としての教員に
求められる力量

②児童生徒の主体的・対話的で深い学びを
　支える授業力
③児童生徒を理解し支援する力
④特別な配慮を必要とする児童
　生徒を支援する力
⑤学級・学年の経営と学校の運営に関する力

自分の役割から、
常に課題を自覚し、
自らのスキルアップ
に努めましょう！

「令和５年２月　茨城県公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上に関する指標」より

●第１期（形成期）
経験年数1～5年

授業力・児童生徒理解の向上

《第1期課題》教師としての基礎的・基本的な資質・力量を育成する。
『努力目標』職場への適応、学習指導・生徒指導の充実を図る。
【研修課題】教師の心構え、教育への自覚をもつ。

●第2期（成長期）
経験年数6～11年

教科・教職の専門性の向上

《第2期課題》学校の中堅として活動し、教師としての力量を高める。
『努力目標』教科経営・学級／学年経営的視野を広める。
【研修課題】教科指導・生徒指導の深化を図る。

●第3期（発展・充実期）
経験年数12～23年

校務分掌等の企画調整、若手教員への支援

《第3期課題》学年・学校のミドルリーダーとしての自覚をもつ。
『努力目標』教育の本質に立った視野の拡大、指導的役割の自覚、経営の推進を図る。
【研修課題】学校の動向を見つめ、学年経営に努め、学校運営参画意識を高める。

●第4期（貢献・深化期）
経験年数24年～

学校運営への貢献、若手・中堅教員への支援

《第4期課題》学校運営に参画する意欲及び学校管理及び責任者としての自覚をもつ。
『努力目標』学校のリーダーとしての役割を自覚し、教育活動に専念するとともに、自
 　　ら学校運営に参画する意欲をもつ。また、校長、教頭はその職務を自覚し、
 　　教育課程の趣旨を生かした学校管理・学校運営に尽力する。
【研修課題】教育理念の確立を図る。学校運営、学校管理の実践を図る。
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＜充実した教職員生活のために  ～採用から退職まで～ ＞経験年数に応じた自己研修

向上を図るべき教員としての資質

基本的
資　質

①教職に必要な素養（社会人として・教員として）

高度専門職
としての教員に
求められる力量

②児童生徒の主体的・対話的で深い学びを
　支える授業力
③児童生徒を理解し支援する力
④特別な配慮を必要とする児童
　生徒を支援する力
⑤学級・学年の経営と学校の運営に関する力

自分の役割から、
常に課題を自覚し、
自らのスキルアップ
に努めましょう！

「令和５年２月　茨城県公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上に関する指標」より

●第１期（形成期）
経験年数1～5年

授業力・児童生徒理解の向上

《第1期課題》教師としての基礎的・基本的な資質・力量を育成する。
『努力目標』職場への適応、学習指導・生徒指導の充実を図る。
【研修課題】教師の心構え、教育への自覚をもつ。

●第2期（成長期）
経験年数6～11年

教科・教職の専門性の向上

《第2期課題》学校の中堅として活動し、教師としての力量を高める。
『努力目標』教科経営・学級／学年経営的視野を広める。
【研修課題】教科指導・生徒指導の深化を図る。

●第3期（発展・充実期）
経験年数12～23年

校務分掌等の企画調整、若手教員への支援

《第3期課題》学年・学校のミドルリーダーとしての自覚をもつ。
『努力目標』教育の本質に立った視野の拡大、指導的役割の自覚、経営の推進を図る。
【研修課題】学校の動向を見つめ、学年経営に努め、学校運営参画意識を高める。

●第4期（貢献・深化期）
経験年数24年～

学校運営への貢献、若手・中堅教員への支援

《第4期課題》学校運営に参画する意欲及び学校管理及び責任者としての自覚をもつ。
『努力目標』学校のリーダーとしての役割を自覚し、教育活動に専念するとともに、自
 　　ら学校運営に参画する意欲をもつ。また、校長、教頭はその職務を自覚し、
 　　教育課程の趣旨を生かした学校管理・学校運営に尽力する。
【研修課題】教育理念の確立を図る。学校運営、学校管理の実践を図る。

◆電話を受けた場合の対応
　①落ち着いて誠実で丁寧な態度で接すること
　②保護者等の言い分を最後までしっかりと聴
くこと

　③対応をあせらないこと
◆来校者の場合の対応
　①来校者を待たせないこと
　②複数で対応すること
　③「親切に」「丁寧に」「正確に」「迅速に」を
基本姿勢とすること

◆適切な初期対応
　①保護者の心に寄り添った対応をすること
　②傾聴に徹すること
　③主訴をとらえること
　④対応をあせらないこと
　⑤話を整理して対応すること
◆学校と保護者がよりよい関係を築く４つの視点
  【視点１】
　　何かそうせざるを得ない事情がある
  【視点２】
　　保護者は子どもの一番よい点を知っている
  【視点３】
　　家族の思い（しんどさ）を感じる
  【視点４】
　　できる範囲で子育てに協力していく

○関係機関への報告
　・救急搬送への要請
　　　搬送先の病院名の報告を忘れずに
　　　けが等の程度の状況の報告
　・警察への報告、連絡、相談
　　　「児童生徒の健全育成に関する警察と学
　　　校との連絡制度」の活用

○市教育委員会への第１報
　・まずは電話で、できるだけ早く
　・事故報告書での報告

正確で必要な内容を簡潔・明瞭に
参考となる資料は精選して添付

　・市教育委員会と情報を共有する（共に解決
　　に向けて取り組む第一歩）

○事故の発生状況の把握
　・５Ｗ１Ｈ… 「いつ」「どこで」「誰が」
 「誰と」「どんな状況で」
 「どうなったのか」
○第１発見者からの報告
　・緊急度の判断
　　（応急処置、救急搬送等の必要性）
　・誰に報告すべきなのかを判断
　　（日頃からマニュアルの確認）
○報告を受けた者からの適切な指示
○関係者への連絡
○関係機関への報告
○記録、報告文書への対応
○夜間や休日の場合の連絡体制の確認

参考文献　「学校事故対応に関する指針」（平成28年3月）文部科学省

参考文献　「信頼される学校づくりをめざして」（平成 22 年２月）茨城県教育委員会
　　　　　「信頼される学校であるために」（平成 28 年３月）茨城県教育委員会

◎大切なことは、「未然防止」・「早期対応」・「二次被害の防止」に努めること

◎大切なことは、「初期対応」・「誠意ある対応」・「解決に向けた方向性を示すこと」

【事故の発生から報告への流れ】

　事故発生
　　↓
　第１発見者
　　↓
　報告　・生徒指導主事
　　　　・学年主任、担任、養護教諭等
　　　　・管理職（校長、教頭）

【関係機関への報告・連絡】

【校内の報告・連絡・相談の体制】

　

　関係者への連絡
　・保護者等

 
    
　関係機関への報告
  ・市教育委員会
　・消防、警察等

●報告については、危機が去ったか否か等を明確にして見極めを大事にすること。
●事故等の収束後も、市教育委員会及び関係機関へ経過を連絡すること。
●「起こったことは仕方がない」・・・拡大させないために、情報を共有すること。　

◇保護者との信頼関係づくりの基本的な考え方　　「保護者も教師も願いは一つ！」
　①保護者はよきパートナー
　②保護者との信頼関係づくりは、相互理解・共通理解がカギ
　③担任や学校への要望や訴えは、改善への貴重な意見

　教職員の好感のもてる「言葉づかい」や「電
話の応対」などの接遇マナーは、保護者や地
域の方々に信頼される学校づくりを進めてい
く上で重要な要素の一つです。

管理内の事故は学校の責任で病院に！
・首から上のけが
・骨折等の重篤なけが

保護者との信頼関係の構築を大切にしていますか？２　保護者との信頼関係づくり

事件・事故発生時の報告・連絡・相談の体制は機能していますか？１　緊急時の対応

Ⅸ  安全・安心な学習環境の充実Ⅸ  安全・安心な学習環境の充実
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２　アンガーマネジメント

　□　怒りが込み上げてきた時、じっと「６秒」待てますか

　□　児童生徒は、「こうあるべきだ」と思っていませんか

　□　児童生徒の指導中に、感情がエスカレートしていくことはないですか

　□　児童生徒を指導するとき、必ず複数で対応していますか

　□　大勢の前で、怒ることはありませんか

　※　怒りをぶつけることは、指導ではありません！伝わる叱り方を考えましょう

３　危機管理

　□　もしかしたらという目で、日頃から児童生徒や学級を見ていますか

　□　危ないと感じたら、すぐに事故が起きないよう回避していますか

　□　何かあったら、適切に素早く対応していますか

　□　起きた事故の原因を考えて、二度と起きないようにしていますか

　□　自分だけで判断せず、必ず管理職に報告・連絡・相談をしていますか

　※　最悪の事態を予想し、被害を最小限に！

４　外部からの問い合わせ（苦情やマスコミ対応を含む）

　□　相手の立場に立って、ていねいに対応していますか

　□　普段から、対応の手順を決めてありますか（特に窓口の一本化）

　□　何かあったときは、問い合わせが来る前に、管理職に報告していますか

　□　問い合わせと対応の内容をメモして、管理職に報告をしていますか

　□　自分一人で抱え込んで、深みに入っていませんか

　※　最初の対応の仕方で、その後の展開が大きく変わります

１　コンプライアンスの確保

　□　校内コンプライアンス委員会等では、法令や事例等から学んでいますか

　□　コンプライアンスブックは、資料を綴じて終わりにしていませんか

　□　管理職や教務部に、必ず「報告」・「連絡」・「相談」をしていますか

　□　何でも話ができる同僚がいて、職員間は風通しのよい環境ですか

　□　仕事には、やりがいを感じていますか

　※　「自分だけは」、「これくらいは」と思う気持ちが危険です！

　①　子どもの目線に立って、物事を考えてください

　②　こまめに記録、こまめに報告。事案にはチームで対応しましょう

　③　自分が良かれとしていることも、「本当にそうなのかな」という目を大切にしてください

　④　事件・事故等の最初の対応は、その場に居合わせた先生です。いつでも誰でも対応で

　　　きるよう研修が必要です

先生方へ

緊急時に困らないよう、日頃からチェックしてみましょう！

チェックした日付３　緊急時対応の心構え
／ ／ ／
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２　アンガーマネジメント

　□　怒りが込み上げてきた時、じっと「６秒」待てますか

　□　児童生徒は、「こうあるべきだ」と思っていませんか

　□　児童生徒の指導中に、感情がエスカレートしていくことはないですか

　□　児童生徒を指導するとき、必ず複数で対応していますか

　□　大勢の前で、怒ることはありませんか

　※　怒りをぶつけることは、指導ではありません！伝わる叱り方を考えましょう

３　危機管理

　□　もしかしたらという目で、日頃から児童生徒や学級を見ていますか

　□　危ないと感じたら、すぐに事故が起きないよう回避していますか

　□　何かあったら、適切に素早く対応していますか

　□　起きた事故の原因を考えて、二度と起きないようにしていますか

　□　自分だけで判断せず、必ず管理職に報告・連絡・相談をしていますか

　※　最悪の事態を予想し、被害を最小限に！

４　外部からの問い合わせ（苦情やマスコミ対応を含む）

　□　相手の立場に立って、ていねいに対応していますか

　□　普段から、対応の手順を決めてありますか（特に窓口の一本化）

　□　何かあったときは、問い合わせが来る前に、管理職に報告していますか

　□　問い合わせと対応の内容をメモして、管理職に報告をしていますか

　□　自分一人で抱え込んで、深みに入っていませんか

　※　最初の対応の仕方で、その後の展開が大きく変わります

１　コンプライアンスの確保

　□　校内コンプライアンス委員会等では、法令や事例等から学んでいますか

　□　コンプライアンスブックは、資料を綴じて終わりにしていませんか

　□　管理職や教務部に、必ず「報告」・「連絡」・「相談」をしていますか

　□　何でも話ができる同僚がいて、職員間は風通しのよい環境ですか

　□　仕事には、やりがいを感じていますか

　※　「自分だけは」、「これくらいは」と思う気持ちが危険です！

　①　子どもの目線に立って、物事を考えてください

　②　こまめに記録、こまめに報告。事案にはチームで対応しましょう

　③　自分が良かれとしていることも、「本当にそうなのかな」という目を大切にしてください

　④　事件・事故等の最初の対応は、その場に居合わせた先生です。いつでも誰でも対応で

　　　きるよう研修が必要です

先生方へ

緊急時に困らないよう、日頃からチェックしてみましょう！

チェックした日付３　緊急時対応の心構え
／ ／ ／

◎　発達段階に応じた、危険を予測し回避できる能力と態度の育成

・緊急時に役立つ避難訓練の実施（火災、地震、津波、大雨、不審者、原子力事故等）

・地域・家庭と連携した防災訓練　　

・発達段階に応じた全教育活動をとおしての防災教育の推進

　※　学校安全資料の活用（「生きる力」を育む学校での安全教育）

　※　防災教育モデル校の自校化（災害時に自ら行動し、命を守ることができる子）

　※　防災士の資格取得（児童生徒を守れる教職員の育成）

地域との連携による学校の防災力強化推進事業（事業主体：県北生涯学習センター）

＜学校防災における地域連携の重要性＞

○学校の防災力を強化するうえで地域との連携は極めて重要であり、いざという時に円滑に

対応するためには、日頃から地域の組織や人材を活用した避難訓練や防災教室等を行うな

ど、地域との連携体制を築いておくことが求められている。

学校

行政

３者による相互連携

地域・家庭

○地域との連携を通じて教職員
の防災に関する資質の向上及
び実践力の育成を図る。

○地域の課題に対応した防災教
育を実施することにより学校
の防災力の強化を図る。

災害時に自ら行動し、命を守
ることができる子

めざす
子ども像

目　的 めざす学校
・地域像

取り組みの柱
○各学校における地域と連携した防災教育の取組
　・学校防災連絡会議の設置
　　教職員や地域コミュニティ、ＰＴＡ等で構成し、地域及び学校の実情を踏まえた
　　避難訓練等を企画立案する。
　・地域と連携した避難訓練や外部講師を活用した防災教室等の実施

４　防災教育
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１　目的
　　　通学路の安全確保に向けた取り組みを行うため、関係機関とともに基本的方針である「日立市
通学路交通安全プログラム」を策定し、安全対策を効率的かつ継続的に推進する。

２　推進体制
　　安全対策を推進し、関係機関の連携を図るため「日立市通学路安全推進会議」を設置。
＜構成メンバー＞
　　・国土交通省常陸河川国道事務所 ・日立市交通防犯課 ・日立市教育委員会学務課
　　・茨城県高萩工事事務所  ・日立市道路建設課
　　・日立警察署   ・日立市道路管理課

３　通学路安全確保のためのＰＤＣＡサイクル
　　　児童生徒の登下校の安全を確
保するため、市内における通学
路の危険箇所などを把握すると
ともに、必要に応じて合同点検
を実施する。

　　　危険箇所については、日立市
通学路安全推進会議で対策を協
議し、各関係機関において対策
を実施する。

　　　継続的に通学路の安全を確保するため対策実施後の効果把握を行い、対策の改善・充実を図る。
　　　これらの取組をＰＤＣＡサイクルとして繰り返し実施することにより、通学路の安全向上を図
る。

４　具体的方策
　⑴ 通学路における安全確保体制の整備
　　ア　地域ぐるみによる通学路の見守り協力体制の整備
　　イ　通学路における犯罪発生情報の共有
　　ウ　通学路の安全点検
　　エ　通学路のパトロールと協力要請
　　オ　「こどもを守る110番の家」の協力依頼
　　カ　登下校時の安全対策マニュアルや不審者対応マニュアルの策定
　⑵ 安全教育の充実
　　 ア　子どもを守る安全マップの作成を通じた児童生徒の危険予測能力の向上
　　 イ　「こどもを守る110番の家」の場所及び利用方法の周知や訪問活動・
　　　　　駆け込み訓練の実施
　　 ウ　地域住民、自主活動団体と連携した登下校時のあいさつ運動の実施
　　 エ　通学路において誘拐、連れ去りにあわないための対応訓練の実施
　　 オ　防犯ブザーなどの使用訓練の実施
　⑶ 通学路における安全な環境の整備
　　 ア　安全な通学路の指定・管理
　　 イ　「こどもを守る110番の家」の設置

 

  各学校（ＰＴＡや母の会などを含む）
と連携

合同点検の実施 
対策の検討 

対策効果の把握 

対策の改善・実施 対策の実施

Plan 

Do 

Check 

Action

５　学校における通学路の安全確保について
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１　目的
　　　通学路の安全確保に向けた取り組みを行うため、関係機関とともに基本的方針である「日立市
通学路交通安全プログラム」を策定し、安全対策を効率的かつ継続的に推進する。

２　推進体制
　　安全対策を推進し、関係機関の連携を図るため「日立市通学路安全推進会議」を設置。
＜構成メンバー＞
　　・国土交通省常陸河川国道事務所 ・日立市交通防犯課 ・日立市教育委員会学務課
　　・茨城県高萩工事事務所  ・日立市道路建設課
　　・日立警察署   ・日立市道路管理課

３　通学路安全確保のためのＰＤＣＡサイクル
　　　児童生徒の登下校の安全を確
保するため、市内における通学
路の危険箇所などを把握すると
ともに、必要に応じて合同点検
を実施する。

　　　危険箇所については、日立市
通学路安全推進会議で対策を協
議し、各関係機関において対策
を実施する。

　　　継続的に通学路の安全を確保するため対策実施後の効果把握を行い、対策の改善・充実を図る。
　　　これらの取組をＰＤＣＡサイクルとして繰り返し実施することにより、通学路の安全向上を図
る。

４　具体的方策
　⑴ 通学路における安全確保体制の整備
　　ア　地域ぐるみによる通学路の見守り協力体制の整備
　　イ　通学路における犯罪発生情報の共有
　　ウ　通学路の安全点検
　　エ　通学路のパトロールと協力要請
　　オ　「こどもを守る110番の家」の協力依頼
　　カ　登下校時の安全対策マニュアルや不審者対応マニュアルの策定
　⑵ 安全教育の充実
　　 ア　子どもを守る安全マップの作成を通じた児童生徒の危険予測能力の向上
　　 イ　「こどもを守る110番の家」の場所及び利用方法の周知や訪問活動・
　　　　　駆け込み訓練の実施
　　 ウ　地域住民、自主活動団体と連携した登下校時のあいさつ運動の実施
　　 エ　通学路において誘拐、連れ去りにあわないための対応訓練の実施
　　 オ　防犯ブザーなどの使用訓練の実施
　⑶ 通学路における安全な環境の整備
　　 ア　安全な通学路の指定・管理
　　 イ　「こどもを守る110番の家」の設置

 

  各学校（ＰＴＡや母の会などを含む）
と連携

合同点検の実施 
対策の検討 

対策効果の把握 

対策の改善・実施 対策の実施

Plan 

Do 

Check 

Action

５　学校における通学路の安全確保について

・子どもたちが、学習課題（問題）に興味をもてるような手立てが
ありますか。
・子どもたちが、学習する必要感をもち、粘り強く取り組むような
手立てがありますか。
・子どもたちが、学習の見通しを立てられる手立てがありますか。
・子どもたちが、学習したことを振り返って、自分の言葉で分かっ
たことを伝えたり、書いたりする場を設定していますか。

Ⅹ  資料Ⅹ  資料

　これからの時代に求められる資質・能力（三つの柱）が偏りなく実現されるよう主体的・
対話的で深い学びの視点から、教師一人一人が授業の質を高めましょう！

問いをもたせる種をまく主体的な学び

・子どもたちが学習に関することについて自由に発言する雰囲気がありますか。
・自分の考えをつぶやきたくなるような発問（わざと間違える、一見簡単そうで難しい、
解決の必要感がある等）や教材等（実物、動画、写真等）の手
立てがありますか。
・子どもたちのつぶやきを拾い、問いかけたり繋げたりしていま
すか。（子ども同士のやりとりを促したりする教師のコーディ
ネート９ページ参照）
・子ども同士の対話に加え、教師や地域の人との対話、先哲の考
え方などを手掛かりに自己の考えを広めさせていますか。

教えすぎからの脱却対話的な学び

・子どもたちは、各教科の「見方・考え方」を組み合わせて課題解決
をしていますか。
・子どもたちは、本時で学んだこととこれまでに学んだことを相互に
関連付けてより深く理解したり、新たな問題や新たな性質を発見し
たりしていますか。
・子どもたちが、自分の考えと友達の考えの違いに気付き、比較検討
したり自分の考えを修正したりする機会がありますか。
・子どもたちが、もっと知りたいこと、もっと学びたいことが生まれるような授業になっ
ていますか。

※単元（題材）の内容や時間のまとまりの中で実現を図っていきましょう。1時間の授業
ですべての学びが実現される必要はありません。

新たな問いの発見深い学び

１　主体的・対話的で深い学びの実現

Ⅹ

資　

料

− 49 −



２　よりよい学習評価のために

各教科における評価の基本構造

学習指導
要領に示す
目標や内容

観点別学習状況評価の各観点
・観点ごとに評価し、児童生徒の学習の過程や成果を分析的に捉える
・観点ごとにＡＢＣの３段階で評価

知識及び
技能

　　　　　　　評価の方法例
・ペーパーテストにおいて、事実的な知識の習得を問う問題と知識の
概念的な理解を問う問題とのバランスに配慮して評価します。
・文章による説明をしたり、観察・実験をしたり、式や
グラフで表現したりするなど実際に知識や技能を用い
る場面を設けるなど、多様な方法を適切に取り入れて
評価します。

思考力、判断
力、表現力等

　　　　　　　　　　評価の方法例
・ペーパーテストのみならず、論述やレポートの作成、
発表、グループや学級における話合い、作品の制作や
表現等の多様な活動を取り入れて評価します。

学びに向かう
力、人間性等

知識・技能

思考・判断・表現

・評定は観点別学習状況の評価の結果を総括するものであり、５段階で評価します。（小学校
は３段階。小学校低学年は行わない。）

・学年末に評定へ総括する場合には、学期末に総括した評定の結果を基にする場合と、学年
末に観点ごとに総括した結果を基にする場合が考えられます。

・評定への総括の考え方や方法について学校全体で共通認識を図り、児童生徒及び保護者に
十分説明し理解を得ることが大切です。

評　　定

・一般的には、評価結果の数が多いものがその観点の学習の実施状況を表していると考え、
記録がＡＡＢならＡ、 ＡＢＢならＢのように学期ごとに総括します。

観点別学習状況の記録の総括

評価の方法例
・ノートやレポート等における記述、授業
中の発言、教師による行動観察や児
童生徒による自己評価や相互評価等
の状況を材料の一つとして用います。 

・教師の働きかけにより、学習態度が
改善されることはよくあります。丁寧
に声掛けや指導を行いましょう。

主体的に学習に取り組む態度

（数値等による評価）

評価の方法例
・児童生徒の一人一人のよい点や可
能性、進歩の状況などを、積極的
に見つけて伝えましょう。

・授業中の対話で、日常生活で、通
知表の所見欄で、個人面談で、な
ど様々な場面を活用し、評価内容
を伝えましょう。

（称賛や励ましなど、言葉による評価）

感性や思いやりなど ※ 個人内評価
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２　よりよい学習評価のために

各教科における評価の基本構造

学習指導
要領に示す
目標や内容

観点別学習状況評価の各観点
・観点ごとに評価し、児童生徒の学習の過程や成果を分析的に捉える
・観点ごとにＡＢＣの３段階で評価

知識及び
技能

　　　　　　　評価の方法例
・ペーパーテストにおいて、事実的な知識の習得を問う問題と知識の
概念的な理解を問う問題とのバランスに配慮して評価します。
・文章による説明をしたり、観察・実験をしたり、式や
グラフで表現したりするなど実際に知識や技能を用い
る場面を設けるなど、多様な方法を適切に取り入れて
評価します。

思考力、判断
力、表現力等

　　　　　　　　　　評価の方法例
・ペーパーテストのみならず、論述やレポートの作成、
発表、グループや学級における話合い、作品の制作や
表現等の多様な活動を取り入れて評価します。

学びに向かう
力、人間性等

知識・技能

思考・判断・表現

・評定は観点別学習状況の評価の結果を総括するものであり、５段階で評価します。（小学校
は３段階。小学校低学年は行わない。）

・学年末に評定へ総括する場合には、学期末に総括した評定の結果を基にする場合と、学年
末に観点ごとに総括した結果を基にする場合が考えられます。

・評定への総括の考え方や方法について学校全体で共通認識を図り、児童生徒及び保護者に
十分説明し理解を得ることが大切です。

評　　定

・一般的には、評価結果の数が多いものがその観点の学習の実施状況を表していると考え、
記録がＡＡＢならＡ、 ＡＢＢならＢのように学期ごとに総括します。

観点別学習状況の記録の総括

評価の方法例
・ノートやレポート等における記述、授業
中の発言、教師による行動観察や児
童生徒による自己評価や相互評価等
の状況を材料の一つとして用います。 

・教師の働きかけにより、学習態度が
改善されることはよくあります。丁寧
に声掛けや指導を行いましょう。

主体的に学習に取り組む態度

（数値等による評価）

評価の方法例
・児童生徒の一人一人のよい点や可
能性、進歩の状況などを、積極的
に見つけて伝えましょう。

・授業中の対話で、日常生活で、通
知表の所見欄で、個人面談で、な
ど様々な場面を活用し、評価内容
を伝えましょう。

（称賛や励ましなど、言葉による評価）

感性や思いやりなど ※ 個人内評価

１　各園・学校の課題を明らかにし、全教職員によって研究実践に努める
　（1）同僚性を発揮し、全校体制により組織的に取り組むことで学校力の向上を図る。
　（2）ファシリテーター（研修リーダー）を中心として意欲的に研究を推進し、実践的な指導
　　 力の向上を図る。
　（3）子どもの学びの姿を通して、教師が語り合うような研究の推進を目指す。

２　マネジメントサイクルを導入した研究実践
（1）研究の主題・ねらい
　①研究主題の焦点化・具体化
　②実態（園、学校、子ども、家庭、地域等）や、教育における今日的課題の把握

（2）研究方法
　①研究の見通しとなる具体的な仮説の設定（主題との関連を意識する）

　②目指す子どもの姿の明確化
　③研究主題の解明につながる計画立案
（3）実践
　①指導計画・指導案の検討
　②研究授業の実践・相互参観
（4）評価・検証（成果と課題を分析する）
　①参観する視点の焦点化（観点・場面・方法）
　②検証する方法や場面の明確化
　　・協議会・・・・・・・・・・・・・・・ワークショップ型、授業参観評価表の活用
　　・学習状況の調査及び分析・考察・・・・ペーパーテストやノート分析等
　　・意識調査及び分析・考察・・・・・・・アンケート等
　　 ・ 子ども・保護者・地域などによる評価  ・ ・ ・ アンケート等
（5）改善（分析結果を基に改善策を講じる）
　①授業・指導計画の修正・改善
　②改善計画の立案
　③補充学習の実施等

※　実践しながら小刻みな評価を重ね、授業の中で改善（軌道修正）をしていくことも大切である。
※　Microsoft Forms などによるアンケート機能を活用し、業務の効率化を図るとよい。

３　学校課題研究推進における留意事項
（1）子どもや地域の実態、今日的な教育の動向を踏まえ、教育上の適切な配慮のもとに実施する。
（2）実施した結果については、経過も含め、継続的・追跡的に記録する。
（3）期待した成果があがらなかった事例や予期しなかった副次的な影響についても客観性を
　もって記録する。（分析により、今後有効に活用しうる貴重な実証的資料に）
（4）各学校における取組を教育論文等にまとめることも、大変有意義である。（学校・個人）

参考文献　「校内研修の手引き」茨城県教育研修センターのホームページ参照
（茨城県教育研修センター ＞ 研修支援 ＞ ワークショップ型研修の進め方）

３　園・学校課題研究の推進

研究主題の例
主題　～を育てる　　～を目指す       ～科学習指導のあり方　　～の研究
      　 （研究の目的・目指す姿）               （研究の対象領域・分野）
副題　～を通して　～を中心に 　（研究の方法・手立て）

仮説の作り方
　　～において　　　　～を　～することによって　　　　～なるであろう
   研究の対象・範囲     手立ての工夫（方法、指導内容など）     ねらい、目指す子ども像
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国　　　　語 算　　　　数

○「情報の扱い方に関する事項」、「書くこと」、
「読むこと」の内容で全国の平均正答率を上
回った。特に「書くこと」の内容の平均正答率
については、昨年度と比較して改善傾向にあ
る。また、記述式の問題においても正答率が
全国平均を上回った。

○「情報の扱い方に関する事項」の内容におい
て、原因と結果など情報と情報との関係につ
いて理解する力が定着している。

●「言葉の特徴や使い方に関する事項」、「話すこ
と・聞くこと」の内容における平均正答率が全
国の正答率を下回った。また、選択式の問題に
おいても正答率が全国平均を下回った。

●日常よく使われる敬語を理解することや、必
要なことを質問しながら聞き、話し手が伝え
たいことや自分が聞きたいことの中心を捉
えること、目的や意図に応じ話の内容を捉
え、話し手の考えと比較しながら自分の考え
をまとめることに課題がある。

◎地域の方々に学区内の歴史についてインタ
ビューするといった、具体的な目的や相手を想
定した場面を設定し、相手と自分との関係を意
識させながら尊敬語や謙譲語などの役割や必要
性を考え、実践できる学習活動を充実させる。

◎聞きたいことについて予め質問事項を決めて
おくだけでなく、「さらに詳しく聞く」、「自分
の理解が正しいかどうかを相手に確かめる」
等、質問のグッドモデルを示す。また、話し手
の話の柱部分や聞きたいことの中心を意識し
てメモするといった活動を取り入れ、実際に
校外学習等で実践できる場を設定する。

○伴って変わる二つの数量について、表から変
化の特徴を読み取り、表の中の知りたい数を
求めることができるかをみる問題において
茨城県の平均正答率を上回った。

○高さが等しい三角形について、底辺と面積の
関係を基に面積の大小を判断し、その理由を
言葉や数を用いて記述できるかどうかをみ
る問題において、全国の平均正答率を上回っ
た。

●「数と計算、図形、変化と関係」の領域におい
て、正答率が全国より大きく落ち込んでいる
問題がある。また、評価の観点においては、
「知識・技能」の正答率が全国と比較して落ち
込みが大きい。

●長文による問題や記述による回答を求める
問題、求め方と答えを式や言葉を使って書く
問題、正答が複数ある選択問題など、思考力・
表現力を問われる問題において、課題が見ら
れた。

◎計算技能の定着にあたっては、「なぜこうな
るのか」という計算の仕組みとその理由につ
いて十分に納得した上で反復練習に取り組
む。また、情報の整理の仕方や抜けのない記
述方法等を確認する。

◎「本当にそれで合っている？」等、答えを吟味
する活動を取り入れることで、与えられた条
件と結果を比較して考える力を育てるとと
もに、児童の考えを聞き、「その説明どおりだ
と、こうなるのかな？」等、教師が意図的に間
違えることで、説明に必要な条件が何か思考
する力を育てる。

１　教科に関する調査の状況について
■令和5年４月１8日（火）
　　　　　　小・中・義務教育学校全校実施
■実施教科　小学校等 … 国語　算数
　　　　　　中学校等 … 国語　数学　英語小学校等 第６学年

４　令和５年度　全国学力・学習状況調査結果の概要

改

　善

　策

課

　
　題

成

　
　果

教
科

課題のある問題の例

＜小学校国語１三(1)ア＞　学年別漢字配当表に示されている漢字を文の中で正しく使う
(1) 　　　　部を漢字でていねいに書きましょう。
　　雑草取りを続けたのですが、いがいに雑草が生えてきて、とてもこまりました。
　　⇒ 解答類型（正答）「意外」と解答しているもの　反応率：国(％)53.0　　自校(％)
＜小学校国語３三＞　日常よく使われる敬語を理解しているかどうかをみる
三　次の【谷さんのノートの一部】の　ア　と　イ　に入る内容の組み合わせとして最も適切なもの
　　を、あとの １ から ４ までの中から一つ選んで、その番号を書きましょう。
　　聞きのがしたことを相手に確かめるとき 〇〇さんが　ア　ことを、もう一度　イ　いいですか。
　　　１  ア おっしゃった　　イ うかがって　　　　２  ア 申した　　イ お聞きになって
　　　３  ア おっしゃった　　イ お聞きになって　　４  ア 申した　　イ うかがって
　　⇒ 解答類型（正答）「１」と解答しているもの　反応率：国(％)57.8　　自校(％)

　　　　　部のひらがなを漢字でていねいに書きましょう。

　　今回の調査を通して知ったことを、学級の友達にかぎらず多くの友達に伝え、公衆電
　話についてかんしんをもってもらいたいと思います。
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国　　　　語 算　　　　数

○「情報の扱い方に関する事項」、「書くこと」、
「読むこと」の内容で全国の平均正答率を上
回った。特に「書くこと」の内容の平均正答率
については、昨年度と比較して改善傾向にあ
る。また、記述式の問題においても正答率が
全国平均を上回った。

○「情報の扱い方に関する事項」の内容におい
て、原因と結果など情報と情報との関係につ
いて理解する力が定着している。

●「言葉の特徴や使い方に関する事項」、「話すこ
と・聞くこと」の内容における平均正答率が全
国の正答率を下回った。また、選択式の問題に
おいても正答率が全国平均を下回った。

●日常よく使われる敬語を理解することや、必
要なことを質問しながら聞き、話し手が伝え
たいことや自分が聞きたいことの中心を捉
えること、目的や意図に応じ話の内容を捉
え、話し手の考えと比較しながら自分の考え
をまとめることに課題がある。

◎地域の方々に学区内の歴史についてインタ
ビューするといった、具体的な目的や相手を想
定した場面を設定し、相手と自分との関係を意
識させながら尊敬語や謙譲語などの役割や必要
性を考え、実践できる学習活動を充実させる。

◎聞きたいことについて予め質問事項を決めて
おくだけでなく、「さらに詳しく聞く」、「自分
の理解が正しいかどうかを相手に確かめる」
等、質問のグッドモデルを示す。また、話し手
の話の柱部分や聞きたいことの中心を意識し
てメモするといった活動を取り入れ、実際に
校外学習等で実践できる場を設定する。

○伴って変わる二つの数量について、表から変
化の特徴を読み取り、表の中の知りたい数を
求めることができるかをみる問題において
茨城県の平均正答率を上回った。

○高さが等しい三角形について、底辺と面積の
関係を基に面積の大小を判断し、その理由を
言葉や数を用いて記述できるかどうかをみ
る問題において、全国の平均正答率を上回っ
た。

●「数と計算、図形、変化と関係」の領域におい
て、正答率が全国より大きく落ち込んでいる
問題がある。また、評価の観点においては、
「知識・技能」の正答率が全国と比較して落ち
込みが大きい。

●長文による問題や記述による回答を求める
問題、求め方と答えを式や言葉を使って書く
問題、正答が複数ある選択問題など、思考力・
表現力を問われる問題において、課題が見ら
れた。

◎計算技能の定着にあたっては、「なぜこうな
るのか」という計算の仕組みとその理由につ
いて十分に納得した上で反復練習に取り組
む。また、情報の整理の仕方や抜けのない記
述方法等を確認する。

◎「本当にそれで合っている？」等、答えを吟味
する活動を取り入れることで、与えられた条
件と結果を比較して考える力を育てるとと
もに、児童の考えを聞き、「その説明どおりだ
と、こうなるのかな？」等、教師が意図的に間
違えることで、説明に必要な条件が何か思考
する力を育てる。

１　教科に関する調査の状況について
■令和5年４月１8日（火）
　　　　　　小・中・義務教育学校全校実施
■実施教科　小学校等 … 国語　算数
　　　　　　中学校等 … 国語　数学　英語小学校等 第６学年

４　令和５年度　全国学力・学習状況調査結果の概要

改

　善

　策

課

　
　題

成

　
　果

教
科

課題のある問題の例

＜小学校国語１三(1)ア＞　学年別漢字配当表に示されている漢字を文の中で正しく使う
(1) 　　　　部を漢字でていねいに書きましょう。
　　雑草取りを続けたのですが、いがいに雑草が生えてきて、とてもこまりました。
　　⇒ 解答類型（正答）「意外」と解答しているもの　反応率：国(％)53.0　　自校(％)
＜小学校国語３三＞　日常よく使われる敬語を理解しているかどうかをみる
三　次の【谷さんのノートの一部】の　ア　と　イ　に入る内容の組み合わせとして最も適切なもの
　　を、あとの １ から ４ までの中から一つ選んで、その番号を書きましょう。
　　聞きのがしたことを相手に確かめるとき 〇〇さんが　ア　ことを、もう一度　イ　いいですか。
　　　１  ア おっしゃった　　イ うかがって　　　　２  ア 申した　　イ お聞きになって
　　　３  ア おっしゃった　　イ お聞きになって　　４  ア 申した　　イ うかがって
　　⇒ 解答類型（正答）「１」と解答しているもの　反応率：国(％)57.8　　自校(％)

　　　　　部のひらがなを漢字でていねいに書きましょう。

　　今回の調査を通して知ったことを、学級の友達にかぎらず多くの友達に伝え、公衆電
　話についてかんしんをもってもらいたいと思います。

中学校等 第３学年

国　　語 数　　学 英　　語

○「書くこと」「言葉の特徴や使
い方に関する事項」以外の内
容で全国の平均正答率を上
回った。また、「選択式」の問
題の正答率も、全国の平均正
答率を上回っている。

○「我が国の言語文化に関する
事項」の内容において、古典
における歴史的仮名遣いを
現代仮名遣いに直して読む
力が定着している。

○与えられた条件のもと、決め
られた数を代入した時の結
果を求める問題において、多
くの生徒が問題場面におけ
る考察の対象を明確に捉え
ることができた。

○数と整式の乗法の計算ができ
るかどうかをみる問題におい
て、多くの生徒が正答できた。

○ほぼすべての問題において、
無答率が全国より低い。

○問題形式では、「記述式」の問
題の平均正答率が全国の平
均正答率を上回った。「書く
こと」の領域における無答率
は全国より低い。

〇社会的な話題に関して読ん
だことについて、考えとその
理由を書くことができるか
どうかをみる問題における
平均正答率が、全国、県の平
均正答率を上回った。

●「書くこと」「言葉の特徴や使
い方に関する事項」の内容に
おける平均正答率が、全国の
平均正答率を下回った。

●読み手の立場に立って叙述
の仕方などを確かめて、文章
を整えることや、自分の考え
が伝わる文章になるように、
根拠を明確にして書くこと、
文脈に即して漢字を正しく
書くことに課題がある。

●「図形」「データの活用」の領
域で落ち込みが大きい。

●自然数や反比例、累積度数、
空間における平面決定の意
味理解など、基礎的・基本的
な知識・技能に課題がある。

●三角形の合同を基にして、あ
る事柄が成り立つことを証明
することや長文を読み解き筋
道を立てて、必要な事柄を読
み取ることに課題がある。

●「聞くこと」の領域において、平
均正答率の全国、県との差が
大きい。情報を正確に聞き取る
ことや必要な情報を聞き取る
こと、短い説明の要点を捉える
ことに課題がある。

●「書くこと」の平均正答率が全
国と同様に低い。文法事項や
言語の働きを理解し正確に書
くことやまとまりのある文章を
書くことに課題がある。

◎書いた文章について、読み手
の立場で推敲するとともに、
推敲する前後の文章を比較
し、書き換えた理由や意図を
説明し、伝えようとすること
が十分に表現されているかを
確かめる活動を充実させる。

◎漢字について、単語レベルで
の習熟を図るだけでなく、既
習の漢字を文中で適切に書く
必然性のある短文作りや意見
文の作成等の書く活動を重視
する。また、文脈に即して漢字
を書く活動を意図的・計画的
に設定する。

◎「０」の発見と関連付けて自然
数を指導することにより、「な
い」ことを数で表すことの有
用性や十進位取り記数法の有
用性を実感させるなど、学ぶ
意義や価値について十分に気
付ける場を確保する。

◎平行な２本の材木や垂直な
２本の材木には壁や屋根を
載せられるが、ねじれの位置
にある材木には壁や屋根を
載せられないなど、実生活と
関連付けて数学を学ぶこと
ができるように、単元構成や
授業づくりを工夫する。

◎「聞くこと」を通して内容を理
解する活動を日常的に繰り返
し、語と語の連結による音変
化も含め、自然な口調で話さ
れる英語に数多く触れさせ
て、自ら発音できるようにす
る機会を意図的に設定する。

◎「書くこと」について、適切な
中間指導やフィードバック
を行ったり、書いた英文を読
み返して正しく伝わる英文
かどうかを確かめ誤りに気
付いたりして、修正を加えな
がら正確さを高めていく活
動を短時間で繰り返し行う。

改

　善

　策

課

　
　題

成

　
　果

教
科

課題のある問題の例

＜中学校数学１＞　自然数の意味を理解しているかどうかをみる
１  下の ア から オ までの数の中から自然数をすべて選びなさい。
　　ア －５　　　イ ０　　　ウ ３　　　エ ４.７　　　オ ９
　　⇒ 解答類型（正答）「ウ、オ」と解答しているもの　反応率：国(％)46.6　　自校(％)　　　　　　　　
＜中学校数学２＞　数と整式の乗法の計算ができるかどうかをみる

２　　　　　　　を計算しなさい。

　　⇒ 解答類型（正答）「３ｘ＋２ｙ」と解答しているもの　反応率：国(％)80.9　自校(％)　　　　　　　　　　　　　
＜中学校数学3＞ 空間における平面が同一直線上にない３点で決定されることを理解しているかどうかをみる
３ 空間における平面が一つに決まる場合について正しく述べたものを、下の ア から エ までの中から一つ選びなさい。
　　ア １点をふくむ平面は１つに決まる。　ウ １つの直線上にある３点をふくむ平面は１つに決まる。
　　イ ２点をふくむ平面は１つに決まる。　エ １つの直線上にない３点をふくむ平面は１つに決まる。
　　⇒ 解答類型（正答）「エ」と解答しているもの　　反応率：国(％)31.1　　自校(％)　

12（ ）＋x y
4 6
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生活習慣、
規範意識

学習･生活への
取組

家で自分で計画を立てて勉強をしている児童生徒及び学級活動における学級での話合いを生かし
て、今、自分が努力すべきことを決めて取り組んでいる児童生徒の割合は、全国の割合よりも高い。

朝食を毎日食べている児童生徒の割合及び人が困っているときは進んで助けている
児童生徒の割合は、全国の割合よりも高い。

ＩＣＴの活用
中学校等においてはＩＣＴ機器を活用して学習したと考える生徒の割合は、全国の割合よりも高い。また、
家庭学習の課題としてＩＣＴ機器を英語学習に使用している児童生徒の割合は、全国の割合よりも高い。

１　質問と正答率との関係　
　　　朝食を食べている児童生徒及び家で自分で計画を立てて勉強をしている児童生徒の方が、教
　科の平均正答率が高い傾向が見られる。

２　課題
　　　情報活用能力を「学習の基盤となる資質・能力」と位置付け、その育成を図るとともに、ＩＣＴ
　機器を効果的に活用して授業を展開する。

３　改善のポイント
　　　「誰にでも出番のある全員参加型の授業」により個別最適な学びの実現を図るとともに、こ
　れまでの教育実践とＩＣＴのベストミックスを図り、ＩＣＴを活用した学習を充実させる。

学力向上のために

日立市 全国

日立市 全国

日立市 全国 日立市 全国

日立市 全国

日立市 全国

２　質問紙調査の状況について

朝食を毎日食べていますか。
　　　　　　　　　　　　　　　（児童生徒質問紙）

家で自分で計画を立てて勉強をしていますか。
　　　　　　　　　　　　　　　（児童生徒質問紙）

家庭学習の課題（宿題）として、どの程度PC･タブレットなどのICT機器を
使用して、英語の音声を聞いたり英語を話す練習をしたりしていますか。
（児童生徒質問紙）※週１回程度以上と回答した児童生徒

前学年までに受けた授業で、ＰＣ・タブレットなどの
ＩＣＴ機器を、どの程度使用しましたか。　
（児童生徒質問紙）※週３回以上と回答した児童生徒

学級活動における学級での話合いを生かして、今、自
分が努力すべきことを決めて取り組んでいますか。
　　　　　　　　　　　　　　　（児童生徒質問紙）

人が困っているときは、進んで助けていますか。
　　　　　　　　　　　　　　　（児童生徒質問紙）
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生活習慣、
規範意識

学習･生活への
取組

家で自分で計画を立てて勉強をしている児童生徒及び学級活動における学級での話合いを生かし
て、今、自分が努力すべきことを決めて取り組んでいる児童生徒の割合は、全国の割合よりも高い。

朝食を毎日食べている児童生徒の割合及び人が困っているときは進んで助けている
児童生徒の割合は、全国の割合よりも高い。

ＩＣＴの活用
中学校等においてはＩＣＴ機器を活用して学習したと考える生徒の割合は、全国の割合よりも高い。また、
家庭学習の課題としてＩＣＴ機器を英語学習に使用している児童生徒の割合は、全国の割合よりも高い。

１　質問と正答率との関係　
　　　朝食を食べている児童生徒及び家で自分で計画を立てて勉強をしている児童生徒の方が、教
　科の平均正答率が高い傾向が見られる。

２　課題
　　　情報活用能力を「学習の基盤となる資質・能力」と位置付け、その育成を図るとともに、ＩＣＴ
　機器を効果的に活用して授業を展開する。

３　改善のポイント
　　　「誰にでも出番のある全員参加型の授業」により個別最適な学びの実現を図るとともに、こ
　れまでの教育実践とＩＣＴのベストミックスを図り、ＩＣＴを活用した学習を充実させる。

学力向上のために

日立市 全国

日立市 全国

日立市 全国 日立市 全国

日立市 全国

日立市 全国

２　質問紙調査の状況について

朝食を毎日食べていますか。
　　　　　　　　　　　　　　　（児童生徒質問紙）

家で自分で計画を立てて勉強をしていますか。
　　　　　　　　　　　　　　　（児童生徒質問紙）

家庭学習の課題（宿題）として、どの程度PC･タブレットなどのICT機器を
使用して、英語の音声を聞いたり英語を話す練習をしたりしていますか。
（児童生徒質問紙）※週１回程度以上と回答した児童生徒

前学年までに受けた授業で、ＰＣ・タブレットなどの
ＩＣＴ機器を、どの程度使用しましたか。　
（児童生徒質問紙）※週３回以上と回答した児童生徒

学級活動における学級での話合いを生かして、今、自
分が努力すべきことを決めて取り組んでいますか。
　　　　　　　　　　　　　　　（児童生徒質問紙）

人が困っているときは、進んで助けていますか。
　　　　　　　　　　　　　　　（児童生徒質問紙）

40%
20%
0%

60%
80%
100%

小学校等 中学校等

92.4 92.4 94.3 94.3 91.2 91.2 93.9 93.9 

40%
20%
0%

60%
80%
100%

小学校等 中学校等

62.7 62.7 
76.9 76.9 

55.0 55.0 
70.7 70.7 

40%
20%
0%

60%
80%
100%

小学校等 中学校等

74.474.4
60.260.2 61.161.162.462.4 40%

20%
0%

60%
80%
100%

小学校等 中学校等

23.723.732.632.6 22.922.929.529.5

40%
20%
0%

60%
80%
100%

小学校等 中学校等

76.376.376.676.6 71.671.675.7 75.7 

40%
20%
0%

60%
80%
100%

小学校等 中学校等

89.9 89.9 92.1 92.1 88.1 88.1 91.6 91.6 

　９年間を見通して、今の学びが将来のどんな学びに繋がるのかを知る。これまでの、どの
ような学びが今の学びに繋がっているのかを振り返る。見通しと振り返りができる指導者
の授業は、説得力があります。

５　年間単元一覧表

コラム
教員として持ち続けたいもの

　皆さんは、どうして教員を志しましたか。数多くの
職業がある中、教員を選んだのにはそれなりの理由が
あり、熱い思いがあったことと思います。
　まず、教員として持ち続けたいものの一つ目は、教
育に対する情熱です。子どもたちとの向き合い方ひと
つで、子どもたちは変わります。子どもたちは先生の
ことをよく見ています。先生の言動や後ろ姿から、そ
の本気度を見抜いています。初心を忘れることなく、
子どもたちの成長を支えたいと思います。
　二つ目として、最後まであきらめない姿勢です。別
の言い方をすれば、子どもたちを絶対に見捨てない姿
勢を持ち続けることです。子どもたちが困難な状況に
あるときこそ、温かい手を差し伸べ続けることです。
　三つ目として、常に自分の指導を振り返ることです。

指導が独善的になってもいけませんし、指導がうまく
いかずに落ち込んでいるわけにもいきません。謙虚に
自分の指導を振り返り、学び続けることで、教員とし
ての成長につながります。
　最後に、感謝の気持ちを忘れないことです。私自身、
これまで、子どもたちや同僚の先生方、保護者の皆様
から、多くのことを学ばせていただき、様々な場面で
助けていただきました。今、振
り返ると、崖っぷちに立たされ
るようなたいへんな経験が教員
としての人間性を磨くために必
要だったのだと感じます。これ
からも、日々、感謝の気持ちを
持ち続けたいと思います。

令和５年度　日立市学校長会長　　　　　　　　
日立市立助川小学校長　　森山　秀一　

コラム

　小学校から中学校で学ぶ単元と指導時期の一覧表です。
　スマートフォンやタブレット、ＰＣのカメラでＱＲコードを読み取ると、国語、算数・数学、
理科、社会、英語の年間単元一覧表を閲覧したりプリントしたりできます。
　※閲覧の際は、日立市から提供されたマイクロソフトアカウントが必要です。

↑【例】 算数・数学の年間単元一覧表

令和６年度　算数・数学年間単元一覧表

小学
１年

小学
２年

小学
３年

小学
４年

小学
５年

小学
６年

中学
１年

中学
２年

中学
３年

・分数の乗法、除法
・文字を用いた式
・縮図や拡大図、対称な図形
・概形とおよその面積
・円の面積
・角柱円柱の体積
・比例・反比例
・比
・代表地、ドットプロット
・場合の数

中学校指導要領の数学科の目標

　数学的な見方・考え方を働かせ、数学的な活動を通して、数学的に考える資質・
能力を次のとおり育成することを目指す。
　（１）数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や原理・法則などを理解
するとともに、事象を数学化したり、数学的に解釈したり、数学的に表現・処理した
りする技能を身に付けるようにする。
　（２）数学を活用して事象を論理的に考察する力、数量や図形などの性質を見い
だし統合的・発展的に考察する力、数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的
確に表現する力を養う。
　（３）数学的活動の楽しさや数学のよさを実感して粘り強く考え、数学を生活や学
習に生かそうとする態度、問題解決の過程を振り返って評価・改善しようとする態
度を養う。

A　数と計算

B　図形

C　変化と関係

D　データの活用

小学校指導要領の算数科の目標
　
　数学的な見方・考え方を働かせ、数学的な活動を通して、数学的に考える資質・
能力を次のとおり育成することを目指す。
　（１）数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質などを理解するとと
もに、日常の事象を数理的に処理する技能を身に付けるようにする。
　（２）日常の事象を数理的に捉え見通しをもち筋道を立てて考察する力、基礎的・
基本的な数量や図形の性質をなどを見いだし統合的・発展的に考察する力、数学
的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表したり目的に応じて柔軟に表したり
する力を養う。
　（３）数学的活動の楽しさや数学のよさに気付き、学習を振り返ってよりよく問題解
決しようとする態度、算数で学んだことを生活や学習に活用しようとする態度を養
う。

小学校算数科６学年の領域と主な活用 中学校数学科の領域

A　数と式

B　図形

C　関数

D　データの活用

１２月

おおきい　かず
（13）

面積
（14）

平均とその利
用

（６）

単位量
あたり
の大き
さ（４）

割合（２）
（11）

学びをいかそ
う（２）

復習（１）

９月

比例
（２）

合同な図形
（12）

整数と小数
（４）

わくわく
がっこ

う
（３）

かたちづくり
（５）

ものと　ひと
の　かず（３）
プログラミン
グ・ふくしゅう

（２）

整数
（10）

分数（13）
見方・考え方を深めよう（２）

復習（１）

おおきさくら
べ（１）

３つの　かず
の　けいさん

（６）
ふくしゅう（１）

４月 ５月

たしざん（２）　（９）
ふくしゅう　（１）

１１月

かずと　すうじ
（７）

なんば
んめ
（３）

いくつと　いくつ
（６）

たしざん（１）（７）
ふくしゅう（１）

６月 ７月 １０月

ひきざん（１）
（10）

かず
しら
べ

（２）

３月１月 ２月

ふくしゅう
（４）

九九の
表とかけ

算
（８）

学び
を

いか
そう
（３）

分数÷分数
（11）

なんじ
なん
ぷん
（２）

おなじ　か
ずずつ
（３）

ふくしゅう
（１）

１００まで
の　かず

の
けいさん

（４）

ひょうと
グラフ
（５）

たし算と
ひき算
（５）

時こく
と

時間
（４）

１０より　おおきい　かず
（９）

なんじ　なんじはん（１）

いろいろな
かたち（４）
ふえたり

へったり（１）

おおい
ほう　すく
ない　ほう

（２）
大きさくら

べ（２）
（１）

ひきざん（２）　（11）
０のたしざんとひきざん（２）

１００を　こえる　数
（12）

たし算とひき算の　ひっ算
（11）

「ほうかご
何する？」

（６）

たし算と　ひき算の　ひっ算
（２）
（10)

学び
を

いか
そう
（２）

長さ
（10）

かさ
（５）

見方・考
え方を
ふかめ

よう
（３）

しきと計
算（３）
ふくしゅ
う（１）

かけ算（１）
（16）

かけ算
（13）

ふくしゅう
（５）

三角形と　四角形（10）
プログラミング・ふくしゅう

（２）

１０００を こえる
数

（７）

かけ算の　きまり
（８）

100㎝を　こ
える　長さ

（６）
ふくしゅう（１）

はこの　形
（５）

見方・考え方
を　ふかめよ

う（２）

分数
（５）

わり算
（12）

がい数
とその
計算
（９）

調べ方と整理
のしかた（４）
見方・考え方

（１）
ふく習（１）

学び
を

いか
そう
（３）

たし算と
ひき算
（４）

時こくと時
間（４）

分数
（８）

学びをいかそ
う（２）

復習（１）

直方体と立方体
（11）

たし算とひき算の筆
算

（１０）
ふく習（１）

一万をこえる数
（11）

表とグラフ
（９）

２けたでわるわり
算の筆算

（11）

式と計算の
順じょ
（８）

割合（５）
そろばん

（１）
ふく習（１）

面積（10）
見方・考え方を深めよう

（２）

小数のかけ算とわり算
（16）

何倍でしょ
う（５）

計算のじゅ
んじょ（１）

あまりのある
わり算
（８）

重さ（１０）
ふく習（１）

三角形
（８）

小数
（９）

２けたをかけ
るかけ算の筆

算（６）
ふく習（１）

□を使った式
（４）

円と球
（８）

長さ
（５）

計算のじゅんじょ（１）
１けたをかけるかけ算の

筆算
（11）

式と計算
（２）

そろばん（４）
プログラミング（１）

復習（４）

角とその
大きさ
（８）

１けたでわるわり算の筆
算

（９）

折れ線グラフ
（７）

一億をこえる
数

（８）
ふく習（１）

垂直・平行と四角形
（13）

小数
（10）

学び
を

いか
そう
（３）

学びをいかそ
う（３）

ふく習（１）

分数
（10）

対称な図形
（９）

場合を順序よく整
理して
（９）

文字と式（７）
復習（１）

分数×
分数、
分数÷
分数
（３）

学び
を

いか
そう
（３）

速さ（６）
変わり方（３）

比例と反比例（14）
復習（１）

プログラミング（１）

体積
（９）

小数のかけ算
（12）
復習
（１）

小数のわり算
（12）

分数×分数（12）
円の面

積
（５）

立体の
体積
（５）

データの整理と活用（９）
見方・考え方を深めよう（２）

復習（１）

見方・考え方
（２）

復習（４）

変わり方（６）
プログラミ
ング（１）
復習（４）

円と正多角形（８）
プログラミング（１）

割合のグ
ラフ（５）
復習（１）

角柱と円柱
（６）

学びをいかそ
う（３）

復習（１）

およその形と大きさ（４）
見方考え方を深めよう（２）

図形の拡大と縮小（９）
見方・考え方を深めよう

（２）

比とその利用
（９）

分数÷分数（12） ６年のまとめ（16）

文字と式（16） 1次方程式（13） 量の変化と比例、反比例（20） 平面の図形（19） 空間の図形（20）

３月

データの分析（12）

１０月 １１月 １２月 １月 ２月

平行と合同（18） 三角形と四角形（18）

４月 ５月 ６月 ７月 ９月

関数（14）

式と計算（13） 連立方程式（12） 1次関数（17）

数の世界のひろがり（25）

円（９） 三平方の定理（11） 標本調査（８） まとめ

確率（９）

多項式（16） 平方根（16） 相似と比（20）

データの比
較と箱ひげ

図（５）

２次方程式（10）

「小学校算数科
第６学年の領域と
主な内容」と「中
学校数学科の領
域」の対応
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（1） 学校経営全般にわたる状況を把握し、学校の教育課程及び課題等の解決に役立つよう指
導・助言をする。

（2） 県及び本市の学校教育目標並びに学校教育指導の重点や本年度の努力事項が、各学校の
教育活動の中で具現化できるよう指導・助言をする。

（3） 訪問に当たっては、次の点を重点課題として指導・助言をする。
ア　幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、小学校学習指導要領、中
学校学習指導要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領、特別支援学校高等部学
習指導要領の実施状況

イ　教育課程編成上の諸問題
ウ　創意工夫を生かした特色ある学校づくり
エ　諸表簿の調査指導（指導要録、出席簿、健康診断票、年間指導計画、特別支援関係資料等）
オ　学校環境の安全と整備状況（特に、特別教室、薬品・刃物類関係）
カ　年間指導計画、評価規準の見直しと評価方法の工夫・改善（小･中･義務教育･特別支援
学校）

キ　学力の向上を目指した学習指導法の工夫・改善（小・中・義務教育学校）

（1） 児童生徒の自己指導能力の育成を目指し、生徒指導に関する諸問題の解決を図り、実践
に役立つよう特に次の事項について協議を行い、指導・助言をする。
ア　生徒指導の意義と基本的な考え方について
イ　児童生徒の内面の理解の在り方について
ウ　学業不振や集団生活不適応の児童生徒に対する指導の改善と充実について
エ　教育相談の基本的な考え方や実技研修の中における生かし方について
オ　家庭、地域や学校のもつ指導上の問題及び関係諸機関等との連携について
カ　児童生徒の問題行動に対するとらえ方の適切な援助指導について

（1） 発達障害を含む特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対し、一人一人の教育的ニーズに
応じた適切な教育的支援を行えるよう、特に次の事項について協議を行い、指導・助言をする。
ア　特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態と指導及び支援について
イ　個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成及び活用について
ウ　校内支援体制について
エ　関係機関等との連携について
オ　生活指導員の活用について

　　基本的な授業づくりや学力向上のための取組に対する効果の検証などについての指導・助
言をする。

　　学校、教育研究会等の要請により、課題解明や教員の資質向上のための指導・助言をする。
　　＜要請の内容例＞
　　　　教育課程、学習指導、教材・教具の活用、学年・学級経営、学校課題研究、その他

　　学力向上、生徒指導等の個別の学校課題に対応するため、臨時に学校を訪問して指導・助
言をする。

　　教育委員訪問、教育長訪問、教育部長訪問、その他の訪問を行う。
　　※上記、各種訪問の実施上の留意点等、詳細については別途通知する。

１　市計画訪問１　市計画訪問

２　生徒指導訪問２　生徒指導訪問

３　特別支援教育訪問３　特別支援教育訪問

４　市学力向上アドバイザー訪問４　市学力向上アドバイザー訪問

５　市要請訪問５　市要請訪問

６　臨時訪問６　臨時訪問

７　その他の訪問７　その他の訪問

６　日立市学校訪問
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（1） 学校経営全般にわたる状況を把握し、学校の教育課程及び課題等の解決に役立つよう指
導・助言をする。

（2） 県及び本市の学校教育目標並びに学校教育指導の重点や本年度の努力事項が、各学校の
教育活動の中で具現化できるよう指導・助言をする。

（3） 訪問に当たっては、次の点を重点課題として指導・助言をする。
ア　幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、小学校学習指導要領、中
学校学習指導要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領、特別支援学校高等部学
習指導要領の実施状況

イ　教育課程編成上の諸問題
ウ　創意工夫を生かした特色ある学校づくり
エ　諸表簿の調査指導（指導要録、出席簿、健康診断票、年間指導計画、特別支援関係資料等）
オ　学校環境の安全と整備状況（特に、特別教室、薬品・刃物類関係）
カ　年間指導計画、評価規準の見直しと評価方法の工夫・改善（小･中･義務教育･特別支援
学校）

キ　学力の向上を目指した学習指導法の工夫・改善（小・中・義務教育学校）

（1） 児童生徒の自己指導能力の育成を目指し、生徒指導に関する諸問題の解決を図り、実践
に役立つよう特に次の事項について協議を行い、指導・助言をする。
ア　生徒指導の意義と基本的な考え方について
イ　児童生徒の内面の理解の在り方について
ウ　学業不振や集団生活不適応の児童生徒に対する指導の改善と充実について
エ　教育相談の基本的な考え方や実技研修の中における生かし方について
オ　家庭、地域や学校のもつ指導上の問題及び関係諸機関等との連携について
カ　児童生徒の問題行動に対するとらえ方の適切な援助指導について

（1） 発達障害を含む特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対し、一人一人の教育的ニーズに
応じた適切な教育的支援を行えるよう、特に次の事項について協議を行い、指導・助言をする。
ア　特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態と指導及び支援について
イ　個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成及び活用について
ウ　校内支援体制について
エ　関係機関等との連携について
オ　生活指導員の活用について

　　基本的な授業づくりや学力向上のための取組に対する効果の検証などについての指導・助
言をする。

　　学校、教育研究会等の要請により、課題解明や教員の資質向上のための指導・助言をする。
　　＜要請の内容例＞
　　　　教育課程、学習指導、教材・教具の活用、学年・学級経営、学校課題研究、その他

　　学力向上、生徒指導等の個別の学校課題に対応するため、臨時に学校を訪問して指導・助
言をする。

　　教育委員訪問、教育長訪問、教育部長訪問、その他の訪問を行う。
　　※上記、各種訪問の実施上の留意点等、詳細については別途通知する。

１　市計画訪問１　市計画訪問

２　生徒指導訪問２　生徒指導訪問

３　特別支援教育訪問３　特別支援教育訪問

４　市学力向上アドバイザー訪問４　市学力向上アドバイザー訪問

５　市要請訪問５　市要請訪問

６　臨時訪問６　臨時訪問

７　その他の訪問７　その他の訪問

６　日立市学校訪問

【長欠児童生徒の推移（30日以上の欠席者）】

【令和５年度体力・運動能力調査平均値の市と県の比較】

※（    ）内は「不登校」のみの比率

－「日立の教育」掲載資料から－

○　日立市立小学校児童及び中学校生徒の不登校率は、国の不登校率を上回りましたが県の不登校率は下回りまし
た。児童生徒一人一人の実態に応じて学校が適切に支援し、家庭や医療機関、関係機関等と適切に連携すること
が不登校改善のポイントとなっています。誰もが安心して学べる魅力ある学校づくりに取り組んでいく中で、学
校における教育活動の中心となる授業を魅力あるものにしていくことが重要となります。
●　日立市立小学校児童及び中学校生徒の不登校率は依然増加傾向にあります。家庭環境や人間関係のもつれ、長
引くコロナ禍の影響等により長期欠席や不登校となり、解消が困難な事例が増えています。これらの事例につい
ては、学校だけではなく、教育相談員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、関係機関等によ
るチーム支援が必要であり、社会的な自立に向けた長期的な支援が求められています。

成果：本市では、全ての学年で合計点が県平均を超えています。令和5年度の全国体力テストの結果で、茨城県は合計点で
中2女子が3位、小5女子が４位、中2男子が4位、小5男子が5位と「体力上位県」となっています。そのため、本市の児
童生徒の体力・運動能力は良好と言えます。特に、上体起こし（筋持久力）、長座体前屈（柔軟性）、20ｍシャトルラン
（全身持久力）、立ち幅跳び（瞬発力）は全学年で県平均を上回っています。ここ数年、課題の見られた50ｍ走（スピー
ド）、ソフトボール投げ（巧緻性、瞬発力）についても、ほとんどの学年で県平均を超えており、改善されました。

課題：男女とも、全体的に反復横跳び（敏捷性）と握力（筋力）に課題が見られます。年度当初に作成する「体力アップ推進
プラン」をとおして、各学校の実態を捉え、苦手とする種目を明らかにして、計画的で具体的な対策を発達段階に応
じて立て体力・運動能力の向上を図っていくことが大切です。

◎印は市の平均値が県の平均値を上まわっているもの、○印は市の平均が県の平均値と同じもの（茨城県学校保健会の資料による）

市 県 市 県

握力 (㎏)

上体起こし (回)

長座体前屈 (㎝)

反復横とび (回)

20mシャトルラン (回)

50m走 (秒)

立ち幅とび (㎝)

ソフト・ハンドボール投げ (ｍ)

〇　9.0

◎　13.2

◎　28.2

26.5

◎　21.2

11.7

◎116.2

◎　8.2

◎　31.5合計点 (点)

〇　8.5

◎　12.9

◎　30.9

26.4

◎　18.3

〇　11.9

◎110.0

◎　6.0

◎　32.8

8.5

12.1

29.3

26.5

17.3

11.9

108.5

5.8

31.7

◎　10.2

◎　16.5

◎　33.7

◎　30.5

◎　27.2

◎　10.7

◎121.8

◎　8.0

◎　41.6

10.0

14.7

31.8

30.2

23.8

11.0

118.5

7.6

39.0

〇　11.8

◎　17.8

◎　35.4

◎　34.1

◎　32.0

◎　10.3

◎131.6

◎　9.9

◎　47.1

11.8

17.0

34.7

33.8

29.2

10.4

128.6

9.7

45.6

◎　14.1

◎　18.8

◎　38.9

◎　37.6

◎　38.5

◎　9.8

◎138.7

◎　12.3

◎　53.0

13.8

18.3

37.8

37.1

34.9

10.0

137.7

11.9

51.4

◎　16.8

◎　20.4

◎　44.0

◎　41.2

◎　45.2

◎　9.4

◎149.0

〇　14.1

◎　59.2

16.7

19.8

40.9

40.5

41.9

9.5

147.1

14.1

57.5

〇　19.7

◎　21.7

◎　45.5

◎　43.0

◎　47.1

◎　9.1

◎156.7

◎　16.0

◎　63.1

19.7

20.8

44.2

42.6

45.8

9.2

154.6

15.7

62.1

◎　22.4

◎　21.9

◎　49.1

◎　46.0

◎　49.7

◎　8.9

◎165.5

◎　11.6

◎　47.0

21.6

21.0

46.5

44.1

47.7

9.0

160.8

11.5

44.8

◎　24.7

◎　24.5

◎　50.6

◎　47.3

◎　59.1

◎　8.6

◎170.6

◎　13.3

◎　52.7

23.9

22.7

49.3

46.1

53.7

8.8

162.5

13.1

50.3

◎　25.5

◎　25.6

◎　54.4

◎　48.1

◎　60.4

◎　8.4

◎174.2

〇　14.1

◎　55.7

25.3

23.7

51.8

46.9

54.1

8.6

171.0

14.1

53.2

小 5 小 6 中 3

女　　　　　　　　　子

中 1 中 2

 男　　　　　　　　子

小 1 小 2 小 3 小 4

市 県 市 県 市 県 市 県 市 県 市 県 市 県

握力 (㎏)

上体起こし (回)

長座体前屈 (㎝)

反復横とび (回)

20mシャトルラン (回)

50m走 (秒)

立ち幅とび (㎝)

ソフト・ハンドボール投げ (ｍ)

合計点 (点)

市 県 市 県

小 5 小 6 中 3中 1 中 2小 1 小 2 小 3 小 4

市 県 市 県 市 県 市 県 市 県 市 県 市 県

※体力・運動能力調査における前年度との比較（Ａ＋Ｂの割合）
　小学校　本年度　53.4％（令和４年度比＋1.1ポイント）（2028年度　日立市の目標値63.0％）
　中学校　本年度　59.9％（令和４年度比－0.1ポイント）（2028年度　日立市の目標値68.0％）

７　長欠児童生徒の推移と体力運動能力調査平均値の比較

9.0

12.6

27.0

27.2

20.6

11.6

115.4

8.1

31.3

◎　12.6

◎　18.6

◎　32.0

◎　34.8

◎　38.7

◎　10.0

◎128.2

10.8

◎　39.3

10.5

15.5

28.9

31.1

29.7

10.7

125.9

11.0

38.2

◎　12.6

◎　18.6

◎　32.0

34.8

◎　38.7

◎　10.0

◎137.8

◎　14.7

◎　45.3

12.4

17.6

31.6

34.9

36.8

10.2

135.7

14.1

44.3

14.2

◎　19.4

◎　34.5

◎　39.8

◎　46.1

◎　9.5

◎144.5

◎　17.7

◎　50.6

14.4

18.9

34.0

38.4

42.6

9.7

144.3

17.2

49.4

◎　17.1

◎　21.5

◎　39.8

◎　43.5

◎　56.8

◎　9.1

◎157.9

◎　20.9

◎　61.5

16.7

20.4

36.4

42.0

49.5

9.4

154.0

20.2

54.8

19.7

◎　22.9

◎　41.0

◎　45.3

◎　58.2

◎　8.8

◎166.8

◎　24.0

◎　61.5

20.0

22.0

39.2

44.7

56.4

9.0

164.4

23.4

60.3

24.6

◎　24.6

◎　45.2

◎　50.6

◎　67.6

◎　8.4

◎182.5

17.2

◎　36.4

25.5

24.0

43.3

48.3

65.3

8.5

180.9

17.7

35.4

◎　30.3

◎　29.0

◎　48.5

◎　53.8

◎　86.8

◎　7.7

◎203.9

◎　21.6

◎　46.6

30.2

26.9

47.3

52.0

80.5

7.8

199.7

21.1

44.3

◎　35.3

◎　30.4

◎　53.1

◎　55.5

◎　94.6

◎　7.3

◎216.5

23.7

◎　52.9

34.9

28.8

50.4

54.5

87.6

7.4

212.9

23.8

50.7

年度

平成30

令和元

令和２

令和３

令和４

小学校 中学校
（単位：％）

日立市
0.92
(0.45)
1.43
(0.79)
1.28
(0.94)
2.00
(1.32)
3.66
(1.94)

茨城県
1.23
(0.81)
1.50
(0.90)
1.83
(1.06)
3.25
(1.57)
4.93
(2.35)

全国
1.30
(0.70)
1.41
(0.83)
1.82
(1.00)
2.89
(1.30)
3.18
(1.70)

日立市
3.74
(2.23)
5.33
(4.18)
6.39
(4.91)
7.07
(5.46)
9.47
(6.32)

茨城県
4.38
(3.45)
4.82
(3.78)
5.21
(3.95)
7.72
(5.44)
9.80
(6.96)

全国
4.76
(3.65)
5.01
(3.94)
5.36
(4.09)
7.13
(5.00)
8.14
(5.98)
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【本市の取組】
　平成29年度にモデル校を２校設置し、平成30年度にモデル校を９校と拡充した。
令和元年度に全小学校25校及び中学校モデル校３校で施行実施し、令和２年度
に全小・中・特別支援学校41校で施行実施した。令和３年度からは小・中・義
務教育・特別支援学校40校で法律に基づいた学校運営協議会を設置している。

【熟議について】　以下の内容についても熟議し、教育課程の改善・充実や特色ある学校づくり、
地域づくりに向けた具体的な取組や支援についての協議を活性化させる。

・学校と地域住民等との連携・協力の促進などに関する協議
・子どもや学校の抱える課題の解決及び学校や家庭及び地域における教育課題の解決のための協議
・未来を担う子どもたちの豊かな学びと成長に必要な支援についての協議
・学校関係者評価についての協議　など

８　学校運営協議会制度推進事業について

学校と地域がともに目指す「育てたい子どもの姿」の実現に向けて、
学校運営とその運営に必要な支援に関する協議を充実させます。

学校 地域 
社会教育施設・団体 

保護者 
ＰＴＡ 
文化団体 

ボランティア等団体 
スポーツ団体 

企業・ＮＰＯ 

連携・協働 

地域コーディ
ネーター 

地域学校協働活動
・地域住民、保護者、学生、ＮＰＯ法
人、民間企業、団体・機関等の幅広い
方々の参画を得て、地域全体で子ども
たちの学びや成長を支えます｡
・「学校を核とした地域づくり」を目指し、
地域と学校が相互にパートナーとして
連携・協働し様々な活動を行います。

地域コーディ
ネーター  

学校運営協議会
　学校運営に関する事項に対し、一定の
権限をもち意思決定を行う合議制の機関
です。協議会の委員は、学校運営の当事
者として責任をもって参画します。
・学校運営の基本方針の承認（必須）
・学校運営に関する意見の申出
・教職員の任用に関して教育委員会規則
に定める事項についての意見の申出

地域とともにある学校運営のために！

　関係者がみな当事者意識を持ち、子どもたちがどのような課題を抱えているのかと
いう実態を共有するとともに、地域でどのような子どもを育てていくのか、何を実現
していくのかという目標・ビジョンを共有するために「熟議（熟慮と議論）」を重ねる。

熟 議

　「熟議」の実施を通して学校と地域の信頼関係の基礎を構築した上で、学
校運営に地域の人々が「参画」し、共有した目標に向かってともに「協働」
して活動していく。

協 働

　中核となる学校は、校長のリーダーシップのもと、目指すべきビジョン
の達成に向かって地域との関係を構築し、地域人材や資源等を生かした学
校運営を行っていく。

マネジメント
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【本市の取組】
　平成29年度にモデル校を２校設置し、平成30年度にモデル校を９校と拡充した。
令和元年度に全小学校25校及び中学校モデル校３校で施行実施し、令和２年度
に全小・中・特別支援学校41校で施行実施した。令和３年度からは小・中・義
務教育・特別支援学校40校で法律に基づいた学校運営協議会を設置している。

【熟議について】　以下の内容についても熟議し、教育課程の改善・充実や特色ある学校づくり、
地域づくりに向けた具体的な取組や支援についての協議を活性化させる。

・学校と地域住民等との連携・協力の促進などに関する協議
・子どもや学校の抱える課題の解決及び学校や家庭及び地域における教育課題の解決のための協議
・未来を担う子どもたちの豊かな学びと成長に必要な支援についての協議
・学校関係者評価についての協議　など

８　学校運営協議会制度推進事業について

学校と地域がともに目指す「育てたい子どもの姿」の実現に向けて、
学校運営とその運営に必要な支援に関する協議を充実させます。

学校 地域 
社会教育施設・団体 

保護者 
ＰＴＡ 
文化団体 

ボランティア等団体 
スポーツ団体 

企業・ＮＰＯ 

連携・協働 

地域コーディ
ネーター 

地域学校協働活動
・地域住民、保護者、学生、ＮＰＯ法
人、民間企業、団体・機関等の幅広い
方々の参画を得て、地域全体で子ども
たちの学びや成長を支えます｡
・「学校を核とした地域づくり」を目指し、
地域と学校が相互にパートナーとして
連携・協働し様々な活動を行います。

地域コーディ
ネーター  

学校運営協議会
　学校運営に関する事項に対し、一定の
権限をもち意思決定を行う合議制の機関
です。協議会の委員は、学校運営の当事
者として責任をもって参画します。
・学校運営の基本方針の承認（必須）
・学校運営に関する意見の申出
・教職員の任用に関して教育委員会規則
に定める事項についての意見の申出

地域とともにある学校運営のために！

　関係者がみな当事者意識を持ち、子どもたちがどのような課題を抱えているのかと
いう実態を共有するとともに、地域でどのような子どもを育てていくのか、何を実現
していくのかという目標・ビジョンを共有するために「熟議（熟慮と議論）」を重ねる。

熟 議

　「熟議」の実施を通して学校と地域の信頼関係の基礎を構築した上で、学
校運営に地域の人々が「参画」し、共有した目標に向かってともに「協働」
して活動していく。

協 働

　中核となる学校は、校長のリーダーシップのもと、目指すべきビジョン
の達成に向かって地域との関係を構築し、地域人材や資源等を生かした学
校運営を行っていく。

マネジメント

　学習指導要領において「生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、ス
ポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指
す資質・能力の育成に資するものであり、学校教育活動の一環として、教育課程との関連が図られ
るように留意すること」とあり、「日立市部活動の運営方針」（☆）に基づいた部活動を運営する。

２　生徒の、健康管理や学習との両立等を考慮するため、休養日の設定及び活動時間について、
　　次の３点について特に留意する。

１　部活動経営方針及び年間活動計画書、部活動実績表について
　学校長の示す方針のもと、全職員で共通理解の上、教育課程に関連付けて作成し、学校ホーム
ページで公開する。

（1）部活動活動方針届
　　毎年４月20日までに市教育委員会指導課長あて提出する。
（2）各部の年間活動計画書
　　毎年５月10日までに各部の年間活動計画書をまとめ、
　　市教育委員会指導課長あてに提出する。

 

【参考文献】
「望ましい運動部活動の在り方（四訂版）」
　　　　　　　　　　　　　（茨城県教育庁学校教育部保健体育課、平成31年３月）
「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」（スポーツ庁、平成30年３月）
「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」（文化庁、平成30年12月）
「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（スポーツ庁、文化庁、令和４年11月）
茨城県「部活動の運営方針」（改訂版）（茨城県教育委員会、令和４年12月）

（1）休養日の設定について
○学期中は週当たり、２日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも１日、土曜日・日
曜日はいずれか１日以上を休養日として設定する。）

　※ただし、大会参加等で土曜日・日曜日ともに活動した場合は、他の休日に休養日を振
り替える。（例:今週土日に活動した場合は、次週の土日は部活等休養日にする。）

○長期休業日（夏季休業、冬季休業、学年末・学年始休業）の休養日の設定は、学期中に
準じた扱いとする。

　※ただし、夏季・冬季休業中は１週間以上の連続した長期の休養期間（オフシーズン）
　を設ける。

○部活動を行わない日
　・定期試験等の実施前の一定期間
　・８月13日～ 15日（お盆）・11月13日（県民の日）
　・12月29日～１月３日（年末・年始休業日）
　・その他「学校閉校日」と定められた日

（2）活動時間について
○１日の活動時間は、平日は２時間を上限、休業日は３時間を上限とする。
○原則として朝の活動（朝練）は行わない。
　※特例で行える朝の活動は大会等の直前かつ、放課後のみの活動では施設等を使用できな
いケースに限る。実施する場合も、放課後の活動と合わせ１日当たりの上限の範囲で活動する。

　※実施する場合は、放課後の活動と合わせ１日当たりの上限で活動する。
（3）学校単位で参加する大会数について

　各学校の部が参加する大会数の上限を、１部活動、１か月あたり１大会程度とする。
　※数週にわたって開催される大会は、１大会とみなす。

対外競技でも、
AED設置場所の
確認など、もし
もに備えて対応
しましょう！

９　部活動について
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５　地域人材の活用

※「望ましい運動部活動の在り方（三訂版）」「対外競技参加承認申請書」「校外における学校行事等の実施基準」
　　　校務支援システム書庫＞閲覧＞教育委員会＞指導課＞部活動
☆「日立市部活動の運営方針」は日立市教育委員会ＨＰに掲載

（1）各部の年間活動計画書について
　　年度最初の保護者懇談会にて配付する。
（2）「家庭の日」について
　　毎月第３日曜日の「家庭の日」には、原則として部活動を行わない。

（1）「日立市地域エキスパート活用事業の活用マニュアル」を参考にして、地域エキス
　　パートを積極的に活用する。
（2）部活動指導員を積極的に活用する。

【参考】家庭の日について
家族のきずな、家庭の養育力の重要性についての理解を深めるため、茨城県は昭和
40年７月に、毎月第３日曜日を「家庭の日」と定めました。

４　生徒が家庭および地域の行事等に参加しやすいように次の２点について留意する

（1）対外競技参加承認申請書の提出
市外での対外競技に参加する場合、実施10日前必着で、対外競技参加承認申請書（※）
を市教育委員会指導課長あてに提出する。

（2）県外における対外競技参加について
県外の対外競技に参加の必要がある場合は、申請書に併せて趣意書（対外競技参加承
認申請に係る概要について）と大会要項等を添付する。

【参考】「校外における学校行事等の実施基準（平成元年4月教育長通知）」（※）

３　市外における対外競技参加について

市では、国及び県の部活動の地域移行に関する方針に基づき、
（1）令和６年度４月から、第１土日、第３土日を「地域移行に向けた準備の日」として
　　従来の部活動ではなく、地域移行に向けた活動を行う日とする。
　　（※従来の部活動は休止）
　　【地域移行に向けた活動の例】
　　　・少年団との連携（地域の少年団の練習に参加、部活動に少年団が参加）
　　　・部活動指導員が練習を行う。（顧問は参加しない）
　　　・近隣の学校や部活動同士で合同練習を行う。
　　　　（保護者や地域の指導者が一緒に練習に参加できるように徐々にしていく）
　　　・外部コーチが主に行う練習を行う。（顧問は補助にあたる）
　　　※令和６年３月14日付「休日の部活動の段階的な地域移行について（お知らせ）」参照
（2）令和８年度４月から、全ての休日において学校部活動を行わないこととする

６　地域移行の推進
　本市は、総合型地域スポーツクラブや少年団の設置数が県内で最も多く、団体や人材に恵まれ
ている。これらの本市の地域に根差した団体や人材を活かし、生徒にとって持続可能で望ましいス
ポーツ・文化環境の構築と、教員の働き方改革を改善するために、部活動の地域移行の検討を進
めていく。
　令和５年度から７年度までを地域移行の改革推
進期間とする国の提言を踏まえ、令和７年度末を
目途に休日に部活動指導を行う教員がゼロとなる
ことを目指す。本市の地域に根ざした団体や人材を
活かし、部活動の地域移行を実践する。

休日の運動部活動の地域移
行に向けた改革集中期間

R5 R8R7R6

進捗状況を検
証し、更に改革

予定がわかると家族も
安心。計画的な活動で
演奏レベルもUP！
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５　地域人材の活用

※「望ましい運動部活動の在り方（三訂版）」「対外競技参加承認申請書」「校外における学校行事等の実施基準」
　　　校務支援システム書庫＞閲覧＞教育委員会＞指導課＞部活動
☆「日立市部活動の運営方針」は日立市教育委員会ＨＰに掲載

（1）各部の年間活動計画書について
　　年度最初の保護者懇談会にて配付する。
（2）「家庭の日」について
　　毎月第３日曜日の「家庭の日」には、原則として部活動を行わない。

（1）「日立市地域エキスパート活用事業の活用マニュアル」を参考にして、地域エキス
　　パートを積極的に活用する。
（2）部活動指導員を積極的に活用する。

【参考】家庭の日について
家族のきずな、家庭の養育力の重要性についての理解を深めるため、茨城県は昭和
40年７月に、毎月第３日曜日を「家庭の日」と定めました。

４　生徒が家庭および地域の行事等に参加しやすいように次の２点について留意する

（1）対外競技参加承認申請書の提出
市外での対外競技に参加する場合、実施10日前必着で、対外競技参加承認申請書（※）
を市教育委員会指導課長あてに提出する。

（2）県外における対外競技参加について
県外の対外競技に参加の必要がある場合は、申請書に併せて趣意書（対外競技参加承
認申請に係る概要について）と大会要項等を添付する。

【参考】「校外における学校行事等の実施基準（平成元年4月教育長通知）」（※）

３　市外における対外競技参加について

市では、国及び県の部活動の地域移行に関する方針に基づき、
（1）令和６年度４月から、第１土日、第３土日を「地域移行に向けた準備の日」として
　　従来の部活動ではなく、地域移行に向けた活動を行う日とする。
　　（※従来の部活動は休止）
　　【地域移行に向けた活動の例】
　　　・少年団との連携（地域の少年団の練習に参加、部活動に少年団が参加）
　　　・部活動指導員が練習を行う。（顧問は参加しない）
　　　・近隣の学校や部活動同士で合同練習を行う。
　　　　（保護者や地域の指導者が一緒に練習に参加できるように徐々にしていく）
　　　・外部コーチが主に行う練習を行う。（顧問は補助にあたる）
　　　※令和６年３月14日付「休日の部活動の段階的な地域移行について（お知らせ）」参照
（2）令和８年度４月から、全ての休日において学校部活動を行わないこととする

６　地域移行の推進
　本市は、総合型地域スポーツクラブや少年団の設置数が県内で最も多く、団体や人材に恵まれ
ている。これらの本市の地域に根差した団体や人材を活かし、生徒にとって持続可能で望ましいス
ポーツ・文化環境の構築と、教員の働き方改革を改善するために、部活動の地域移行の検討を進
めていく。
　令和５年度から７年度までを地域移行の改革推
進期間とする国の提言を踏まえ、令和７年度末を
目途に休日に部活動指導を行う教員がゼロとなる
ことを目指す。本市の地域に根ざした団体や人材を
活かし、部活動の地域移行を実践する。

休日の運動部活動の地域移
行に向けた改革集中期間

R5 R8R7R6

進捗状況を検
証し、更に改革

予定がわかると家族も
安心。計画的な活動で
演奏レベルもUP！

１　事業内容

10　日立市教育研究所

（1）教育課題調査研究事業

（令和５年度の例）

（2）教職員研修事業

日立市教職員研修の重点

教員の抱える今日的な課題の解決 育成を目指す資質・能力の実現

〇学習指導や新たな教育的課題に関する、
　実践的、専門的な知識・技能等の習得〇基盤となる学級経営の充実

いじめ・不登校の未然防止に向けて

　教育実践上の課題解決や教職員の資質向上のための研修を企画・運営していきます。
　教育研究会等との共催研修も行っております。 教育研究所発行の「りさーち」、または
ホームページを御覧ください。

職層や経験に
応じた研修

〇新規採用教員研修
〇特別支援教育研修
〇幼児教育と小学校教育の
　接続のための研修
〇ＱＵ活用研修       など

専門性を高める
ための研修 特別研修

〇教師力パワーアップ講座

　　　　　　　　　　　など

〇一般教養研修
　　　　　　など

スキルアップを目指して！

学力向上、育成を目指す資質・能力の実現に向けて

・教育課題解決のための専門的・実践的な調査研究
・幼児・児童・生徒の学習・生活に関する意識や実態についての調査研究
・幼児・児童・生徒の理解のための教育的資料の作成や教育情報の収集と提供
・教育課題調査研究会議の設置と委嘱した教職員による調査研究
・研究報告書の作成と研究成果の普及
・教職員や保護者等への啓発

日立市教育の基本理念「未来を拓く人づくり」
【目指す姿】主体的に判断し、多様な人 と々協働しながら、未来を拓く資質・能力をもつ子ども

学習過程を通して相互に関係し合いながら育成されるもの

研究主題 未来を拓く資質・能力を育む学習指導の在り方
　　～発問の精選とＩＣＴの活用を通して～

育成を目指す資質・能力
実際の社会や生活で生きて働く「知
識及び技能」

未知の状況にも対応できる「思考力
力、判断力、表現力等」

学んだことを人生や社会に生かそう
とする「学びに向かう力、人間性等」

【R5の例】
・主体的対話的で深い学びにつながる
　学級づくり・授業づくり
・情報活用能力を育むＩＣＴ活用
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２　その他

（3）教育相談事業

（4）こども発達相談センター事業

こども発達相談センター（日立市教育プラザ３Ｆ）
対象：４歳～中学３年生・義務教育学校９年生に関する相談

〇心理検査器具の貸出し
　・WISC-Ⅲ、WISC-Ⅳ、田中ビネー
〇心理検査員の派遣（６月～ 11月）
　※教育研究所へお問合せください。

〇教育研究所の事業等に関する情報
　・広報誌「りさーち」
　・日立市教育委員会ホームページ
〇プログラミング教材の貸出
　micro:bit等

学校訪問相談

各小・中・義務教育学校に学校訪問担当相談
員を派遣し、児童生徒、保護者、教職員等に
教育相談を実施する。
面接相談や家庭訪問を行う。

適応指導教室「ちゃれんじくらぶ」

〇開 級 日：月（午後）・火・木・金曜日
〇利用対象：原則として小学５年生～中学３年生
　　　　　　義務教育学校は、５年生～９年生
見学・入級については、学校から教育研究所
へお問合せください。

〇体験活動
　・歴史・動物ふれあい体験　
　・助川山ハイキング
〇研修会
　・不登校に関する研修会　

不登校対策支援事業

＊多賀教室　☎38-7802　
　　（日立市立多賀図書館４Ｆ）
＊日立教室　☎23-9102
　　（日立市教育プラザ３Ｆ）

いじめ、不登校等の
未然防止、早期発見・
対応を目指します。

教育相談員による電話相談や面接相談を行います。相談の過程で、必要に応じて心理検査、医療
相談、小集団活動などを御案内いたします。検査結果については、保護者の希望により、園・学
校、医療機関等へ情報提供します。
※面談や検査結果分析の参考に、お子さんの学校での様子をお聞きすることがあります。その際
は御協力をお願いします。

医師に相談することができます。 SSTの手法を取り入れた活動を実施してい
ます。

医療相談（５月～２月） 小集団活動（なかよし教室）

各園・学校から当センターを紹介
した場合は、教育研究所までお知
らせください。

面接相談は予約制です。保護者が
直接電話でお申込みください。

☎ 22-2525

不登校の児童生徒に対し、様々な人
と関わりながら達成感や充実感を味
わえる体験の機会を提供します。

不登校の児童生徒の社会的自立
に向けた支援について研修する
機会を提供します。

不登校の児童生徒に対し、自立
心や適応力を高め、社会生活へ
の自立を支援します。
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11　令和６年度日立市の主な事業
○指導課の事業

№ 事業名等 事業等の概要 対象

1
外国語指導助手
活用による英語
力育成事業

○小学校
　・1、2年…15分（朝自習の時間等）×9回
　・3、4年…35時間　　・5、6年…70時間
○中学校【日数配置とする】
　・給食や休み時間等も積極的に活用する。
　・ただし、次の時間は最低限活用できるように配置する。
　　1年…70時間　2年…35時間　3年…30時間

小学校 
中学校

2 日立理科クラブ
の活用

○ＮＰＯ法人日立理科クラブによる理科の授業、クラブ活動等の支援により､
本市の科学学習の振興を図る。

　・【授 業 支 援】：理科授業の質の向上、学力の向上及び個別の支援の充
　　　　　　　　　　実を図るため、教員及び授業の支援を行う。授業準備､
　　　　　　　　　　教材作成のみの支援も可。
　・【理科室のおじさん】：各小学校に週1 ～ 2日常駐し、理科授業の支援、実験
　　　　　　　　　　の準備、理科室・理科準備室の整備等を行う。
　・【理数アカデミー】：意欲のある小・中学生を対象に、ハイレベルな実験や
　　　　　　　　　　授業､ 先端科学技術研究所等の見学を行い、科学の不
　　　　　　　　　　思議を学習する。
　・問合せ：指導課（22-3111）　・日立理科クラブ（24-3104）

小学校 
中学校

3 星空学習
○プラネタリウム（日立シビックセンター天球劇場）を利用して、星や月な

どへの理解を深めるための校外学習を支援する。
　・補　助：バス送迎運行経費

小学校 
（4年） 

4
日立の自然と科
学わくわくサイ
エンスの配布

○日立市で見られる動植物を中心に、初めて理科を学習する小学校3年生か
ら使える観察・実験に役立つ資料を掲載した理科副読本を配布する。

　・配布時期：小学3年生
　・使用対象：小学3 ～ 6年生
　※中学校用理科副読本：「日立の自然と環境　Discover　HITACHI」につ
　　いては、各中学校に備え付け図書として、配布済み

小学校 
（3 ～ 6年）

中学校

5 子ども読書活動
推進事業

○確かな学力と豊かな心をもった子どもを育成するため、「日立市子ども読
書活動推進計画2020～2024」に基づき、子どもの読書活動を一層推進する。

　・読書活動の推進
　・県事業「みんなにすすめたい一冊の本推進事業」への積極的な参加
　・各教科における学校図書館を活用した授業の推進
　・司書教諭、学校図書事務員等の研修会の充実
　・子ども読書活動推進アドバイザーによる学校訪問

全園 
全校

6 郷土学習

○日立市郷土博物館、日鉱記念館、日立オリジンパーク小平記念館等の見学
を行い、郷土日立への理解を深めるための校外学習を支援する。

　・補　　助：バス送迎運行経費
　・連絡調整：学校が行う⇒見学先、バス会社

小学校 
（6年）

7
のびゆく日立・
社会科学習ノー
トの配布

○小学校学習指導要領の目標及び内容を踏まえて、日立市の産業や伝統・文
化について問題解決的な学習が展開できるように小学生用の社会科副読本
を配布する。

　・配布時期：のびゆく日立（3年生）及び社会科学習ノート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･小学3年生
　　　　　　　のびゆく日立（4年生）･･･小学4年生
　※「のびゆく日立映像資料（ＤＶＤ）」は平成23年度に配布済み

小学校 
（3・4年）

8 ＮＩＥ推進事業

〇1つの事象について複数の新聞記事を比較し読み解くことで、現代の子ど
もたちに必要な 様々な能力 を高め 、変化の激しい社会を生き抜く力を身
に付けることを目的とし、各校が新聞2紙を購読できるよう支援する。

　・期間　：　4月～ 3月
　・ＮＩＥに関する研修の実施

全校

２　その他

（3）教育相談事業

（4）こども発達相談センター事業

こども発達相談センター（日立市教育プラザ３Ｆ）
対象：４歳～中学３年生・義務教育学校９年生に関する相談

〇心理検査器具の貸出し
　・WISC-Ⅲ、WISC-Ⅳ、田中ビネー
〇心理検査員の派遣（６月～ 11月）
　※教育研究所へお問合せください。

〇教育研究所の事業等に関する情報
　・広報誌「りさーち」
　・日立市教育委員会ホームページ
〇プログラミング教材の貸出
　micro:bit等

学校訪問相談

各小・中・義務教育学校に学校訪問担当相談
員を派遣し、児童生徒、保護者、教職員等に
教育相談を実施する。
面接相談や家庭訪問を行う。

適応指導教室「ちゃれんじくらぶ」

〇開 級 日：月（午後）・火・木・金曜日
〇利用対象：原則として小学５年生～中学３年生
　　　　　　義務教育学校は、５年生～９年生
見学・入級については、学校から教育研究所
へお問合せください。

〇体験活動
　・歴史・動物ふれあい体験　
　・助川山ハイキング
〇研修会
　・不登校に関する研修会　

不登校対策支援事業

＊多賀教室　☎38-7802　
　　（日立市立多賀図書館４Ｆ）
＊日立教室　☎23-9102
　　（日立市教育プラザ３Ｆ）

いじめ、不登校等の
未然防止、早期発見・
対応を目指します。

教育相談員による電話相談や面接相談を行います。相談の過程で、必要に応じて心理検査、医療
相談、小集団活動などを御案内いたします。検査結果については、保護者の希望により、園・学
校、医療機関等へ情報提供します。
※面談や検査結果分析の参考に、お子さんの学校での様子をお聞きすることがあります。その際
は御協力をお願いします。

医師に相談することができます。 SSTの手法を取り入れた活動を実施してい
ます。

医療相談（５月～２月） 小集団活動（なかよし教室）

各園・学校から当センターを紹介
した場合は、教育研究所までお知
らせください。

面接相談は予約制です。保護者が
直接電話でお申込みください。

☎ 22-2525

不登校の児童生徒に対し、様々な人
と関わりながら達成感や充実感を味
わえる体験の機会を提供します。

不登校の児童生徒の社会的自立
に向けた支援について研修する
機会を提供します。

不登校の児童生徒に対し、自立
心や適応力を高め、社会生活へ
の自立を支援します。

Ⅹ

資　

料

− 63 −



№ 事業名等 事業等の概要 対象

9 未来パスポート

○児童生徒が、自分のよさや普段の頑張り、将来の希望を記録するなど、学校
生活のさまざまな場面で活用したり、担任や保護者から励ましのコメント
をもらったりすることで、児童生徒の自己肯定感を高め、将来の夢を育む。

　・活用方法：道徳科の時間、学級活動、学校行事での事前指導及び事後指
　　　　　　　導の教材や面談時の資料など。

全校

10
総合的な学習の
時間実践支援事
業

○地域や学校、児童生徒の実態に応じて、各学校の創意工夫を生かした特色
ある教育活動ができるよう支援する。

○経費
　・報　償　費：（講師への謝礼金）
　・消 耗 品 費：（文具､用紙､インク､図書など単価が10,000円未満のもの）
　・印刷製本費：（画像のプリント・引伸ばし外注する印刷物に要する経費）
　・通信運搬費：（切手・ハガキ代）

全校

11
特別活動推進事
業（心ゆたかな
体験学習プラス）

○生徒一人一人が、充実した自主的な「話合い活動」の場を体験することに
より、いじめの未然防止、学力向上、自己有用感等につなげることを目的
とする。

　・対　　象：中学1年生
　・体験学習：日帰りもしくは、1泊2日
　・宿泊場所：市の施設及び本市に隣接する公的な施設を利用する。
　　　　　　　（施設の収容定員を超える場合を除く。）
　・実施時期：「話合い活動の重視」という観点から、通年を通して成果が
　　　　　　　十分に得られる時期を各学校で選定する。

中学校
（1年）
日立特別
支援学校
（中学部

1年）

12 中学生社会体験
事業

○職業生活を実体験できる職場体験学習を実施し、社会人としての生き方や
ルールを学ぶ。

　・対　　象：中学2年生
　・実施時期：各学校の実施計画による（特定の時期に集中しないように学
　　　　　　　校間で調整した3日間）
　・活動場所：日立市内を中心とした職場、事業所等

中学校 
（2年）

13 普通救命講習

○応急手当の大切さを知るとともに救命技術を習得し、教育の観点から命の
大切さを学ぶことを目的とする。
・普通救命講習Ⅰの修了（心肺蘇生法とＡＥＤの使用）
・心肺蘇生トレーニングキット（あっぱくんライト：60セット）の貸出　
　（全学年対象）

中学校 
（1年）

14 地域エキスパー
ト活用事業

○専門的な指導が必要な部活動（運動部・文化部）等に、地域（外部）の人
材を活用し、指導の充実を図る。（年間30名程度）

　・対　象：年間で活用を検討している部活動あるいはクラブ活動
　・支　援：1回あたり3,000円の謝金（年間最大27回）の負担、人材紹介

小学校 
中学校

15 いのちの教育

○性に関する指導をいのちの大切さ、自己肯定感に結びつくものととらえ、
児童生徒の発達段階に即した指導を行う。

　＊内　容：小・中学校における助産師、医師等が伝える「いのちの教育」
　　　　　　の実施

小学校
（4年）
中学校
（3年）

16 ＷＥＢＱＵの
実施と活用

○学校生活における児童生徒一人一人の意欲や満足度を分析することによ
り、不登校やいじめの未然防止・早期発見を図る。また、学級集団の状態
を分析し、学級崩壊の未然防止を図る。

　・実施時期：年2回実施（①5月、②10月）

小学校
中学校

17 生活指導員配置
事業

○小・中学校において、特別な支援を必要とする児童生徒に対し、日常生活
動作の介助や学習活動上の支援を行うため、必要に応じて生活指導員を配
置する。

　＜業務内容＞
　・特別な支援を必要とする児童生徒に対する生活指導及び学習支援。
　・その他児童生徒の学校生活支援に関し、必要と認められるもの。

小学校
中学校

18 日立地区学校
警察連絡協議会

○日立市内の学校と警察が、児童生徒の生活に関する情報を交換し、児童生
徒の非行防止や安全を守るための協議会を実施する。

　・会　　員：市内小・中・義務・高等学校､ 特別支援学校､ 日立警察署、
　　　　　　　ＰＴＡ､ 教育委員会､ 青少年健全育成会議､ 児童相談所､ 保
　　　　　　　護司会等
　・協議内容：児童生徒を対象とした犯罪の概況､ 交通安全情報､ 児童生徒
　　　　　　　に関する講演､ 情報交換等

全校
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№ 事業名等 事業等の概要 対象

19

日立市いじめ調
査委員会・日立
市いじめ問題対
策連絡協議会

○大学教員、弁護士、人権擁護委員、医師、児童相談所職員などで組織し、
いじめの未然防止や関係機関の連携、早期解決に向けた協議、審査を行う。
重大事態発生時には、必要に応じていじめの事実関係の調査を行う。

　・参考資料：日立市いじめ防止基本方針（平成30年5月改定）

全園
全校

20 小中連携教育

○義務教育9年間を連続した期間としてとらえ、教育課程を編成し、学校間の連
携・接続を図ることにより、継続的な指導体制及び教育環境の整備を進める。

　・9年間を見通した系統的な教育課程の実施
　・教職員及び児童生徒の交流の活性化
　・地域への情報発信と地域との活動の充実

小学校 
中学校

21 教育振興大会

○各幼稚園、認定こども園、小・中学校、義務教育学校、特別支援学校職員
及びＰＴＡ会員が一堂に会し、永年勤続及び日頃の教育実践研究の成果を
たたえ、本市教育の振興を図る。

　・教育振興大会：8月2日（金）　永年勤続表彰他

全園 
全校

22 教育長表彰

○学習、文化、スポーツ、奉仕活動等で他の模範となる業績をあげた本市の
幼児、児童生徒を表彰することにより、本市の学校教育における学習・文
化・体育及び奉仕活動等の伸長を図る。

　・推薦時期：12月上旬（学校→指導課に申請書・賞状等の提出）
　・推薦規準：日立市教育委員会教育長表彰規程による。

全園
全校

23 家庭学習の手引
き

○児童生徒の学習習慣の確立と保護者への啓発のために活用する。
　・年度始めの保護者会等において、配布する。（小学1年）
　・配布する際に、内容・活用方法について説明する。（小学1年）
　・各学期末の保護者会等で家庭学習について話題にする際に活用する。

小学校
中学校

24 教育ボランティ
ア支援事業

○各幼稚園、認定こども園、小・中学校、義務教育学校、特別支援学校における、
学生等の教育ボランティア活動が円滑に実施できるように支援を行う。

　・支援内容：指導補助や補充的な学習の補助、児童生徒の遊び相手など｡
　・その他：午前、午後をまたぐボランティアには予算内で給食を提供する。

全園 
全校

25 学校通訳ボラン
ティア派遣事業

○日本語を話せない児童生徒（外国人等）が、十分な教育を受けられるよう
に、通訳ボランティアを派遣し、対象児童生徒の学校生活を支援する。

　・学校からの要請をもとに、指導課を通じ適任者を派遣する。
　・謝礼金（交通費を含む）及び給食費の支払いを指導課が行う。

全校

26 ＩＣＴ支援員派
遣事業

○小・中学校、義務教育学校、特別支援学校において、児童生徒や教員がＩ
ＣＴを効果的に活用できるようＩＣＴ支援員を配置する。

　・授業中の児童生徒・教員へのＩＣＴ機器操作支援
　・授業支援ソフト等の更新作業の支援
　・ＩＣＴ機器を活用した校内研修

全校

27 デジタル教科書
導入検証事業

○デジタル教科書を導入し、デジタル教科書の動画やアニメーションなどの
デジタルコンテンツを有効に活用し、教育活動の一層の充実を図る。

　・教師用デジタル教科書（全学年主要教科導入：教科は学年により一部異なる）
　・学習者用デジタル教科書（小5 ～中3年生：英語　等）
　・目標「デジタル教科書を週3回以上使う」100％

小学校
中学校

○学務課の事業
№ 事業名等 事業等の概要 対象

1
少人数指導教員
配置事業

○少人数指導により、児童一人一人の学習のつまずきに気付き、学ぶ意欲の
向上と基礎基本の定着を図る。

○複数の教員が対応することで、登校渋りやいじめの兆候を見逃さず、安全
で楽しい学校生活の環境を整える。

○特別な支援が必要な児童へ複数の教員が関わることで、児童・保護者・教
員の相互理解を深め、インクルーシブ教育を推進する。

　《配置基準》
　・特別支援学級在籍児が交流学級で生活することにより、35人を超える学級
　・教育長が特に配置の必要を認める学級

小学校
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○生涯学習課の事業
№ 事業名等 事業等の概要 対象

1
豊かな体験支援
事業

○地域の人材や企業等の協力を得て､ 土曜日、長期休業中の多様な経験や体
験の機会を増やし、子どもたちの休日の教育支援体制の充実を図る｡

　【地学教室】小・中学生対象　「夏休みこども地学教室」
　【食育講座】小学３・４年生対象　「わくわくキッチン」
　【伝統芸能】中学校４校程度
　【英語体験活動】小学１～４年生対象　「わくわくイングリッシュ」

小学校 
中学校

2
職業探検少年団
事業

○子どもたち一人一人の勤労観、職業観を育てるキャリア教育の一環として、
各種の職業を探検（見る・聞く・体験）する。

　【小・中学生対象】農業､ 林業､ 水産業､ ものづくり､ パソコン､ 福祉・
医療､ 科学､ 建築デザイン､ 観光､ メディア､ あきんどの11少年団

小学校 
中学校

3
「ひたち大好き博
士」事業

〇地域の行事や市内イベントへの参加、市内公共施設での見学や体験などを
通して「自分が住むまち“ひたち”を知る・学ぶ・楽しむ」活動を行った
ことをポイント化し、「ひたち大好き博士（初級、中級、上級、名誉）」に
認定する。

　・「ひたち大好き博士」の認定
　　　活動をポイント化し、ポイントに応じて、「初級、中級、上級、名誉博士」

に認定する。認定者には、記念バッジと認定証を交付する。（ポイント
は小・中学校９年間引き継ぎます。）

　・ひたち大好きパスポートの作成・配布
　　　対象施設の無料利用、活動記録、博士認定に必要なポイントの押印で

使用するパスポートを作成し、配布する。（令和元年度からパスポート
は３年間使用。令和６年度は、新小１、小４、中１に配布）

　・ひたち大好きパスポートデジタル版
　　　ひたち大好きパスポートのさらなる普及と活用を目的とし、スマート

フォン等で楽しめるアプリを導入する。施設や冊子のＱＲコードを読み
込み、ポイントの獲得、フォトフレームで写真撮影、ラジオ体操動画視
聴、ミニゲームなどができる。

小学校 
中学校

4
放課後子ども教
室推進事業

〇共働き家庭等も含めた全ての子どもを対象として、学校施設や公共施設等
の安全・安心な活動場所を活用し、地域住民や大学生等の様々な人材の協
力を得て、学習支援や多様な体験プログラム、交流活動を実施する。

　※令和６年度は、小学校23校で実施予定（年90回〈週２回、長期休業期
間20回〉程度／校）

小学校

5

放課後児童クラ
ブ運営事業（放
課後児童健全育
成事業）

〇放課後や学校休業日に、保護者が就労等により家庭にいない児童に適切な
遊び及び生活の場を提供し、利用児童の健全育成を図る。

　〈公設児童クラブの開設状況〉　
　・開設場所　市立小学校23校（中里小中学校除く）及び特別支援学校
　・開設時間　（放課後）下校後18時まで　※19時まで延長有
　　　　　　　（学校休業日）８時から18時まで
　　　　　　　　　　　　　  ※７時30分から19時まで延長有

小学校
日立特別
支援学校

6
ラジオ体操普及
事業

〇ラジオ体操の考案者が、水木町出身の遠山喜一郎氏であることから、ラジ
オ体操を郷土の宝とし、子どもから大人まで全市民への認知と普及に取り
組むことで、市民の生活習慣の改善、健康増進を図るとともに世代間交流
の機会を増やし、地域社会の活性化を目指す。

　・指導員の派遣
　　　ラジオ体操を正しく、効果的に実施するため、実施団体（学校、子ど

も会、地域等）に指導員を派遣する。
　・日立市長杯ラジオ体操コンクール
　　　ラジオ体操第一の動作を競う団体戦を行う

小学校 
中学校

7
家庭教育推進事
業

○子育て中の親に対し、家庭教育の大切さを啓発し、家庭教育啓発事業の充
実を図る。

　・小学１、２年生の親子学習会等の行事の前後に、希望校において、保護
者向け家庭教育講話を実施する。

　・就学時健康診断又は入学説明会で、希望校において、保護者向け家庭教
育講話を実施する。

小学校
（低・中学
年保護者）
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コラム
「教育」について思うこと

　新年早々に、また大きな自然災害が発生した。コロ
ナ禍が落ち着き、街も華やいだ雰囲気になりつつあっ
たがその様相も一変した。台風による被害などの記憶
が薄れてきた頃に他県で再び大規模な地震が発生した
のだ。
　私は、かつて理科の授業で「地震」を指導する際、
生徒に次のような質問をした。「なぜ、地震を勉強する
のか、しなくてもいいのではないか。」生徒からの意見
は、「発生の仕組みを知っておいた方がいい。」と、知
識習得のため必要だとするものが大半だったと記憶し
ている。ある生徒が挙手をして発言した。「自分の命を
守るためです。」それまでのざわついた様子が一瞬にし
て、「納得」の雰囲気に変わった。勉強の究極の目的で
あると誰もが気付いたからだ。日々の学習の意義や社

会との関係性がその言葉で明確になったからだ。私は、
その後、阪神淡路大震災の発生を伝える日焼けして黄
ばんだ新聞を各班に分け、目を通す時間を設けた。生
徒は、実験机に新聞を大きく広げて、頭を突き合わせ、
高速道路やビルが横倒しになった写真や焼け落ちた自
宅を放心状態で見つめる人の記事などを真剣な眼差し
で読んでいた。教員の仕事は毎日忙しく、勉強する本
当の意味を生徒に気付か
せる時間はないかも知れ
ない。だが、この職業の
やり甲斐とは、案外こん
な気付きを指導できたと
きだったのかも知れない
と思う。

令和５年度　日立市教育研究会長　　　　　　　　
日立市立金沢小学校長　　髙畠　幸浩　

コラム

○教育研究所の事業
№ 事業名等 事業等の概要 対象

1 適応指導教室
「ちゃれんじくらぶ」

〇不登校の児童生徒に対し、仲間とのふれあいをとおして自立心や適応力を
養い、社会生活への自立を支援する。

　・活動場所：日立市立多賀図書館４F（日立市末広町1-1-4）
　　　　　　　日立市教育プラザ３F（日立市神峰町1-6-11）
　・申込：保護者・本人と相談の上、学校から教育研究所へ申し込む。
　　※教育研究所のページ参照（P62）

原則として
小学５年生

～
中学３年生

2 特別支援教育に係
る教職員研修

〇各保育園・幼稚園・認定こども園、小・中学校の特別支援教育担当者等の
教職員を対象に、よりよい特別支援教育の在り方について研修を行い、専
門的資質の向上を図る。

全園
小学校
中学校

3 学校への専門家の
派遣

〇小・中学校における校内支援会議等において、専門家の助言を受ける機会
を設け、指導上の課題に即した具体的・実践的な研修を実践することによ
り、教職員の特別支援教育に関する指導力向上に資する。

小学校
中学校

《各事業について、問い合わせ先：２２－３１１１（代）》

○　教育全般、奨学金に関すること ・教育総務課

○　学校施設、備品に関すること ・学校施設課

○　通学区、転校に関すること
〇　教職員に関する相談（ハラスメント等） ・学務課

○　生涯学習活動、｢ひたち大好きパスポート｣ に関すること ・生涯学習課

○　各種体育施設、学校施設開放に関すること ・スポーツ振興課

○　教育内容、生徒指導に関すること ・指導課

○　教育課題の調査研究、教育に係る研修に関すること
○　子どもの発達や教育上の問題に関する相談　　                ・教育研究所

○　視聴覚教材の貸し出し ・視聴覚センター
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現在の学校数 昭和27年の学校数 廃校

幼 稚 園 3 0 15 大雄院幼、宮田幼、根道丘幼、河原子幼、久慈幼、中里幼、南高野幼、塙山幼、
高鈴幼、水木幼、中小路幼、滑川幼、金沢幼、豊浦幼、会瀬幼

認 定 こ ど も 園 2 0 0
小 学 校 23 23 9 高原小、上諏訪小、中深荻小、入四間小、大雄院小、本山小、中里小、坂本小、東小沢小
中 学 校 14 12 2 本山中、中里中
義 務 教 育 学 校 1 0 0
特別支援学校 1 0 0

年 学校・園 日立市・教育委員会 国・県
昭和14年 　 日立市（日立町と助川町が合併） 　
昭和22年 　 　 学習指導要領刊行

昭和24年 成沢小学校分校から上諏訪小学校として独立・河原子
小学校大沼分校開校

昭和26年 河原子小学校大沼分校から大沼小学校として独立 　 学習指導要領改訂
昭和33年 　 　 学習指導要領改訂
昭和27年 　 日立市教育委員会設置 　
昭和28年 大雄院幼稚園、中小路幼稚園開園 　 　
昭和30年 油縄子小学校開校 　 　
昭和35年 多賀中学校大久保分校開校

昭和36年 多賀中学校分校から大久保中学校として独立、宮田、河
原子幼稚園開園 　 　

昭和37年 上諏訪小学校を油縄子小学校に吸収統合 記念図書館開館 　
昭和38年 大沼中学校が泉丘中学校になる
昭和41年 　 北部学校給食共同調理場開設、移動図書館開始 　
昭和42年 中深荻小学校を中里小学校に吸収統合、塙山幼稚園開園 　 　

昭和43年 河原子中学校開校、久慈、水木幼稚園開園、日立養護学
校高等部開校 南部学校給食共同調理場開設 学習指導要領改訂

昭和44年 諏訪小学校開校、滑川幼稚園開園 教育研究所開所 　
昭和45年 根道丘幼稚園開園 　 　

昭和46年 入四間小学校を中里小学校に吸収統合、金沢小学校、
日立養護学校小学部開校 　 　

昭和47年 南高野幼稚園、中里幼稚園開園、日立養護学校川尻分
校開校 　 　

昭和48年 滑川小学校開校、高鈴幼稚園開園 視聴覚センター開所 　

昭和49年 大みか小学校開校、豊浦幼稚園開園、日立養護学校川
尻分校を助川分校に変更 　 第29回国民体育大会開催（茨城県）

昭和50年 本山中学校を駒王中学校に吸収統合、大沼幼稚園開
園、日立養護学校中学部開校 郷土博物館開館 　

昭和51年 田尻、金沢幼稚園開園 中央学校給食共同調理場開設 文部省令・米飯を学校給食に
昭和52年 大雄院幼稚園閉園、田尻小学校開校 米飯給食導入、市の花「サクラ」、市の木「ケヤキ」を制定 学習指導要領改訂
昭和53年 本山小学校を仲町小学校に吸収統合、会瀬幼稚園開園 　 　
昭和54年 大雄院小学校を仲町小学校に吸収統合、塙山小学校開校 　 　
昭和55年 滑川中学校、台原中学校開校 　 　

昭和56年 　 市教育会館開館（視聴覚センター、教育研究所、多賀
図書館移設） 　

昭和57年 　 アメリカ・アラバマ州バーミングハム市と姉妹都市提携 　
昭和59年 　 外国人派遣指導主事配置 　
昭和61年 　 バーミングハム市交歓研修生派遣 　
昭和63年 　 ニュージーランド・タウランガ市と姉妹都市提携 　
平成元年 　 市の鳥「ウミウ」を制定 学習指導要領改訂
平成２年 　 シビックセンターオープン 　

平成５年 　 日立鉱山大煙突崩壊(2.19)、適応指導教室「ちゃれんじ
くらぶ」開設 　

平成７年 　 平和の鐘建設(終戦５０周年記念事業) 　
平成９年 　 教育プラザ開館（事務局移転） 　
平成10年 　 　 学習指導要領改訂
平成12年 泉丘中学校新校舎完成
平成13年 日立養護学校助川分校廃校 エコクリーンかみねオープン 文部科学省に名称変更

平成15年 駒王中学校新校舎完成、久慈幼稚園廃園 市のさかな「さくらダコ」を制定
茨城キリスト教大学と連携協定を締結 　

平成16年 櫛形幼稚園、櫛形・高原・山部小学校、十王中学校が加
わる。（11.1）

𠮷田正音楽記念館オープン､十王町と合併(11.1)
日立市学校教育振興プラン策定 　

平成18年 　 　 教育基本法改正
平成19年 高原小学校を櫛形小学校に吸収統合 南高野調理場を設置 学校教育法改正
平成20年 坂本小学校新校舎完成 中学生海外短期留学支援事業開始 学習指導要領改訂
平成21年 　 日立理科クラブと連携事業開始 　

平成22年 中里幼稚園休園 こども発達相談センター開設・元気な子ども遊びの広場
開所（田尻小内） 　

平成23年 河原子幼稚園休園、大久保中学校新校舎完成 3.11東日本大震災発生

平成24年
日立養護学校を日立特別支援学校に改称、日高中学校
新校舎完成
会瀬小学校新校舎及び会瀬幼稚園新園舎完成

日立市・バーミングハム市姉妹都市提携30周年 　

平成25年 中里小・中学校で小規模特認校制度実施 南部図書館開館（4.24） 　

平成26年
みやた保育園と宮田幼稚園を一体化したみやた認定こど
も園開園
助川中学校、水木小学校新校舎完成

日立市・十王町合併10周年・郷土博物館利用再開
日立市学校教育振興プラン(2014-2018)策定
日立市いじめ防止基本方針策定

　

平成27年 みやた保育園と宮田幼稚園を廃園、みやた認定こども園
に統一、　油縄子小学校新校舎完成

日立子どもセンター（12.1）
南高野調理場の調理業務等を民間委託

学校教育法施行規則一部改正（道
徳教科化）

平成28年 根道丘幼稚園休園、諏訪小学校新校舎完成 日立市教育大綱策定（3.15） 　

平成29年 根道丘幼稚園、河原子幼稚園廃園 日立市池の川さくらアリーナ完成（1.25）
日立市役所新庁舎完成（事務局移転 7.18） 学習指導要領改訂

平成30年 長者山遺跡が国史跡に指定（10.15）
令和元年 久慈小学校新校舎完成 日立市教育大綱改訂（12.1） 第74回国民体育大会開催（茨城県）

令和２年
豊浦小学校新校舎完成、中里幼稚園と南高野幼稚園を廃
園、会瀬幼稚園、高鈴幼稚園、水木幼稚園を休園、かねさわ
保育園と塙山幼稚園を一体化したはなやま認定こども園開園

令和３年
中里小中学校新校舎完成、みやた認定こども園新園舎完
成、高鈴幼稚園と水木幼稚園を廃園。中小路幼稚園、滑
川幼稚園、金沢幼稚園、豊浦幼稚園を休園

日立シビックセンター科学館「サクリエ」オープン
一人一台タブレット端末導入（GIGAスクール構想）

令和４年 中小路幼稚園、滑川幼稚園、金沢幼稚園、豊浦幼稚園を廃園
令和5年 会瀬幼稚園を廃園 日立市教育大綱改訂（12.26）

※　詳細につきましては、「日立の教育」を参照ください。学校・園単位で掲載しています。

12　日立市学校教育のあゆみ 令和6年４月１日現在
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「日立」の地名と市章について
　「日立」という地名は、1889(明治22）年、宮田村と滑川村が合
併した際に、新村名として付けられた。
　元禄時代、「水戸黄門」として広く知られている水戸藩二代目藩
主徳川光圀が、神峰神社参拝の折、「朝日の立ち昇るさまは領内一」
と讃えた故事によるものと伝えられている。
　市章（市のマーク）は、1940（昭和15）年４月１日に制定された｡
　「日立」の「日」の字で円を型取り、「立」の字で花の形を表した
もので、日立市の華麗な発展への願いが込められている。

「日立市民の歌」
　昭和24年6月30日、公募歌詞の中から日立市民の歌審査委員会の審査を経て歌詞を決定
した。作曲は、青森県出身の作曲家、山田栄一（1906－1995）。山田栄一は、東海林太郎
と組んで多くの名曲を作曲し、戦後は映画のテーマ音楽等を作曲した。

「ウミウ」
●1989（平成元）年９月１日制定
　小貝浜がウミウの渡来地として、県の天然記念物に指定され
ており、日立は昔から人々と海との関わりが深かったというこ
となどから選定された。

市の鳥

「さくらダコ」
●2003（平成15）年２月26日制定
　日立市で水揚げされる「さかな」の中から、市民に親しみの
ある市の花「さくら」と同名の「さくらダコ」（ミズダコ）が、
市のイメージに合うという理由で選定された。

市のさかな

「ケヤキ」
●1977（昭和52）年４月19日制定。
　大地に深く根をはり、空をさすように枝を広げた姿が、日立
の発展を表すのにふさわしい木であるという理由などから選定
された。

市の木

「サクラ」
●1977（昭和52）年４月19日制定
　桜は、かつて煙害から日立市の自然を取りもどすために植え
られ(大島桜）、かみね公園や平和通りの桜（ソメイヨシノ）が、
「日本の桜の名所百選」に選ばれていることなどから選定された。
　その後、本市特有の桜が見つかり、平成13年に公募で、『日
立紅寒桜』(ひたちべにかんざくら)と名付けられ、平成18年
８月に新品種として農林水産省により認定された。

市の花

− 69 −



日 立 市 民 の 歌

我
等

興
峯

ひ
ろ

へ
い
わ

か
ぜ

か
み
ね
た
か
す
ず

た
か

な

お
こ

ぶ
ん

か

に

ほ
ん

よ

か
ね

よ

か
ね

あ
お

は
な

わ

わ
れ

ら

は
な

ひ

た
ち

し
み
ん

じ
ゆ
う

そ
ら

う
た

う
た

う
み

や
ま

あ
お
ぞ
ら

き

ぼ
う

ゆ
め

ゆ
め

え
ん
と
つ

か
ね

ひ

た
ち

あ

す

あ
か

ま
ち

こ
う
じ
ょ
う

し
ん
せ

か
い

み
ん
し
ゅ

− 70 −






